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第１章 町の概要 

 

１ 町の自然的条件 

（１）地勢 

豊山町は、名古屋市の北部に隣接しており、東経 136 度 55 分１秒・北緯 35 度 14 分

６秒に位置している。 

総面積 6.1 8 、標高は海抜９ｍほどの平坦地でわずかに東北が高く、南西に向かって

徐々に低くなっている。 

（２）気候 

気候は、太平洋気候区に属し、夏は高温多湿、冬は低温少雨である。 

地質は、洪積層と沖積層の２つに分けられ、国道41 号から西は北名古屋市へと続く沖積

層であり、東については、鳥居松台地の裾にあたる洪積層である。 

 

○月別気象状況 

 令 和 6  年 中 （名古屋気象台） 

区分 

年 

及び月 

気温(℃) 降水量 湿度 風速 日照時間 降雪 大気現象 

日最高 日最低 日平均 
合計

(㎜) 

平均 

(％) 

平均

(m/s)  
(時間) (㎝) 雪(日) 雷(日) 

1 月 10.7   2.0   6.0   29 .0  67.0  3.1   176.4   0.0  5 .0  0.0  

(10 年平均) 9.7  1.4  5.1  45.3  63.3  3.1  183.4  2.9  5.0  0.0  

２月 13.0   4.4   8.1   138 .0  68 .0  3.3   160.3   0.0  1.0  0.0  

(10 年平均) 11.0  2.0  6.0  53.2  58.5  3.4  179.2  1.9  3.7  0.1  

３月 14.0   4.6   9.0   213 .0  64 .0  3.7   201.2   0.0  0.0  1 .0  

(10 年平均) 16.1  5.9  10.6  129.2  58.8  3.4  210.3  0.3  1.0  0.5  

4 月 22.6   13.3   17.5   166.5   68 .0  3.0   172.5   0.0  0.0  2.0  

(10 年平均) 20.7  10.6  15.2  154.7  60.2  3.4  205.6  0.0  0.0  0.7   

5 月 24.9   15.2   19.7   206.5   67 .0  3.6   218.2   0.0  0.0  1.0  

(10 年平均) 25.6  15.6  20.2  158.8  61.2  3.1  224.4  0.0  0.0  1.1  

6 月 28.8   19.9   23.8  229.0   71 .0  2.8   193.6   0.0  0.0  4 .0  

(10 年平均) 28.2  19.7  23.4  180.7  70.1  2.9  170.5  0.0  0.0  2 .3  

7 月 34.3   25.7   29.4   154 .0  71.0  2.7   205.0   0.0  0.0  14 .0  

(10 年平均) 31.8  24.0  27.3  243.3  74.5  2.8  172.7  0.0  0.0  4.4  

8 月 35 .8  26.5   30.2   282.0   71 .0  3.0   239.1   0.0  0.0  17 .0  

(10 年平均) 33.6  25.3  28.7  186.2  71.2  3.0  194.9  0.0  0.0  5.9  

9 月 33.2   24.8   28.2   89.0   72 .0  2.5   187.7   0.0  0.0  10 .0  
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(10 年平均) 29.4  21.5  24.9  208.1  72.3  2.7  152.2  0.0  0.0  4.3  

10 月 26.2   18.0   21.6   165 .5  74 .0  2.5   140.7   0.0  0.0  3.0  

(10 年平均) 23.6  15.1  18.9  178.1  67.5  2.8  176.7  0.0  0.0  0.9  

11 月 18.9  11.0   14 .6  98.0   67 .0  2.8   167.0   0.0  0.0  0.0  

(10 年平均) 18.2  9.4  13.4  71.4  66.5  2.6  180.9  0.0  0.0  0.3  

12 月 11.7   3.5   7.0   1 .0  65 .0  2.9   180.8   0.0  4.0  0.0  

(10 年平均) 12.0  3.8  7.5  61.2  66.6  3.0  170.4  4.1  2.9  0.0  

＊観測地(名古屋市千種区)。 各月の（1 0 年平均）は、20 1 5 年から 20 2 4 年の平均値。 

（３）地盤沈下 

地盤沈下を防止するため、工業用水法及び県民の生活環境の保全等に関する条例によっ

て井戸及び揚水施設による地下水の揚水規制を実施している。 

 

①工業用水法による規制 

（図―１ 工業用水法に基づく揚水規制区域） 
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○指定地域における許可基準（新設揚水設備の場合） 

指 定 地 域 
揚水機の吐出口の 

断面積（cm 2） 

ストレーナーの位置 

（地表面下 m） 

一宮市をはじめ尾張西部 11 市町村 19 以下 
10 以浅又は 

2,000 以深 

 

②県民の生活環境の保全等に関する条例による規制 

（図－2  県民の生活環境の保全等に関する条例による揚水規制区域） 
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○指定地域における許可基準（新設揚水設備の場合） 

１．ストレーナーの位置 

２．揚水機の吐出口の断面積 

３．揚水機の原動機の定格出力 

４．１日当たりの総揚水量 

地表面下 10m 以浅であること。 

19cm 2（径 4.91cm ）以下であること。 

2.2kW 以下であること。 

350m 3 以下であること。 

 

○旧条例（愛知県公害防止条例）の届出による許可基準（既設揚水設備の場合） 

第 1 

規制区域 

・工業、建築物、温泉、鉱業、工業用水道事業の用途で１日当たりの総揚水量が

350 m3 を超えるもの…昭和 51 年１月１日から 20% 削減実施 

・上記以外の用途…昭和 51 年 4 月１日現在以下の揚水量 

第 2 

規制区域 

・工業、建築物、温泉、鉱業、工業用水道事業の用途で１日当たりの総揚水量が

350 m3 を超えるもの…昭和 52 年 4 月１日から 20% 削減実施 

・上記以外の用途…届け出揚水量以下の揚水量 

第 3 

規制区域 
・届出用水量以下の揚水量 

（注）工業用水法の規制対象区域内の工業用途は除く。 

（４）愛知県内の活断層分布図 
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愛知県地域防災計画附属資料 
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２ 町の社会的条件 

豊山町は、南北に名古屋市と名神高速道路小牧ＩＣを結ぶ国道41 号が走り、県営名古屋

空港、名古屋市中央卸売市場北部市場といった名古屋大都市圏の重要施設が立地している。

そこで交通・流通の要としてのメリットを生かすことで、地域経済振興への効果的波及と

空港のある町にふさわしい産業基盤の確立をめざしている。 

まず工業は、航空機関連の大工場を除けばほとんどが町内各地に散在する中小規模の事

業所で占められている。 

商業は、本町の産業のうちもっとも活発な動きがみられるが、中心的な商業地域の育成

が課題となっている。 

農業は、営農委託組織を育成し、農業の安定をはかる体制づくりの確立をめざしてい

る。 
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○人口及び世帯数の推移 

（各年４月１日現在） 

区分 

年 

総   人   口 住 民 基 本 台 帳 人 ロ 外 国 人 登 録 人 口 

世帯数 総 数 男 女 世帯数 総 数 男 女 世帯数 総 数 男 女 

平成11 年 4,615  13, 206  6,756  6,4 5 0  4,474  1 2,954  6,626  6,328  141  252  130  122  

12 年 4,677  13, 203  6,773  6,4 30  4,531  1 2,948  6,644  6,304  146  255  129  126  

13 年 4,754  13, 227  6,760  6,467  4,614  1 2,984  6,636  6,348  140  243  124  119  

14 年 4,842  13, 304  6,775  6,529  4,682  13, 031  6,642  6,389  160  273  133  140  

15 年 5,013  13, 522  6,883  6,639  4,837  13, 237  6,746  6,491  176  2 85  1 37  148  

16 年 5,126  13, 720  6,984  6,736  4,944  13, 410  6,828  6,582  182  310  1 56  154  

17 年  5,055  13, 610  6,9 09  6,701  4,862  13, 284  6,743  6,541  193  326  1 66  160  

18 年  5 ,214  1 3,749  7,014  6,735  4,984  13, 37 3  6,826  6,547  230  376  1 88  1 88  

19 年 5,398  13,972  7,144  6,828  5,168  13,586  6,946  6,640  230  386  198  188  

20 年 5,546  14,163  7,265  6,898  5,285  13,742  7,031  6,711  261  421  234  187  

21 年 5,732  14,441  7,402  7,039  5,445  13,985  7,165  6,820  287  456  237  219  

22 年 5,834  14 ,624  7,509  7,115  5,548  14,177  7,283  6,894  286  447  226  221  

23 年 5,690  14,409  7,390  7,019  5,426  13,988  7,183  6,805  264  421  207  214  

24 年 5,884  14,770  7,596  7,174  5,611  14,337  7,380  6,957  273  433  216  217  

25 年 5,928  14,972  7,691  7,281  5,762  14,541  7,483  7,058  1 66  431  208  223  

区分 

年 

総   人   口 日 本 人 人 口 外 国 人 人 口 

世帯数 総 数 男 女 世帯数 総 数 男 女 世帯数 総 数 男 女 

26 年 6,063  15,113  7,787  7,326  5,904  14,696  7,589  7,107  159  417  198  219  

27 年 6,184  15,211  7,848  7,363  6,008  14,778  7,639  7,139  176  433  209  224  

28 年 6,326  15,394  7,915  7 ,479  6,152  14,961  7,706  7,255  174  433  209  224  

29 年 6,433  15,544  7,988  7,556  6,256  15,102  7,772  7,330  177  442  216  226  

30 年 6,592  15,726  8,087  7,639  6,389  15,268  7,851  7,417  203  458  236  222  

31 年 6,746  15,811  8,128  7,683  6,491  15,297  7,868  7,429  255  514  260  2 54  

令和2 年 6,806  15,766  8,080  7,686  6,531  15,230  7,814  7,416  275  536  266  270  

令和3 年 6,908  15,835  8,092  7,743  6,544  15,323  7,834  7,489  266  512  258  254  

令和4 年 6,993  15,819  8,093  7,726  6,750  15,339  7,851  7,488  243  480  242  238  

令和5 年 7,105  15,871  8,133  7,738  6,732  15,344  7,867  7,477  274  527  266  261  

令和6 年 7,225  15,934  8,157  7,777  9,911  15,356  7,849  7,507  314  578  308  270  

令和7 年 7,391  15,971  8,194  7,777  6,927  15,331  7,857  7,474  361  640  337  303  
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○地区別人口の推移 

（各年４月１日現在） 

年 

地区 

平成 

31 年 

令和 

2 年 

 

3 年 

 

4 年 

 

５年 

 

６年 

令  和  ７  年 

人 ロ 男 女 世帯

数 
西 之 町 1  640  657  660  641  658  669  679  346  333  301  

西 之 町 2  244  229  246  240  237  235  231  121  110  129  

名 栗 1  356  354  347  353  341  338  341  179  162  149  

名 栗 2  1,483  1,505  1,508  1,523  1,541  1,565  1,608  819  789  71 4  

大 門 460  467  483  478  460  458  449  216  233  204  

青 塚 1  390  387  390  386  396  409  407  197  210  167  

青 塚 2  1,427  1,424  1,487  1,470  1,484  1,476  1,473  727  746  589  

青 塚 3  1,240  1,246  1,264  1,260  1,266  1,252  1,249  640  609  615  

伊 勢 山 1  491  494  506  493  493  475  493  261  232  241  

伊 勢 山 2  859  854  851  850  839  843  832  453  379  387  

伊 勢 山 3  522  521  499  504  486  491  486  258  228  261  

諏 訪 428  424  417  422  413  391  384  201  183  184  

新 町 南 316  313  306  307  310  323  325  166  159  140  

新 町 北 309  315  305  321  343  341  348  180  168  166  

中 之 町 481  473  475  479  479  495  490  238  252  191  

新 田 1  461  436  447  454  464  477  471  228  243  221  

新 田 2  450  439  450  458  436  454  461  231  230  215  

新 田 3  468  474  475  454  453  461  455  235  220  214  

下 青 山 523  536  554  564  585  584  596  316  280  260  

中 稲 555  567  587  600  599  607  604  313  291  247  

九 十 野 859  865  830  815  822  839  838  447  391  406  

上 西 651  640  629  646  641  640  635  342  293  301  

上 東 415  402  411  408  400  384  380  193  187  166  

団 地 第 1  165  150  142  133  125  124  141  72  69  74  

分 譲 住 宅 234  227  223  216  215  220  214  104  110  129  

団 地 第 2  144  131  114  107  110  103  94  47  47  62  

栄 1,240  1,236  1,229  1,237  1,275  1,280  1,287  664  623  658  

合 計 15,811  15,766  15,835  15,819  15,871  15,934  15,971  8,194  7,777  7,391  
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第２章 災  害 

 

１ 気象災害 

（１）風害 

（名古屋地方気象台） 

風が強くなると、その風圧によって建物や施設を破壊し、樹木を倒伏させる災害や、海

水塩分を内陸へ運んで潮風害を起こしたりする災害が現われる。また、風の吹き寄せによ

って湾奥の海岸に高潮を起こすこともある。 

風の破壊力は一般に構造物の形状によって非常に違ってくるが、風圧は風速の２乗に比

例して増大するので、風速が２倍になれば破壊力は４倍になる。伊勢湾台風・13 号台風な

どについて最大風速と電柱倒壊率との関係を調べた結果によると、この比例関係が明らか

に認められる。風速が 20m/s を超えると建物に多少の損害が、25m/s 以上になると建物

にかなりの被害が現われる。更に30m/s を超えるような風は広範囲に家屋の全半壊を生ず

る大損害を与える。 

風害は台風によるものが圧倒的に多いが、このほか発達した低気圧や前線に伴う強風、

局地的に発生する竜巻や突風によっても起こる。 

ア 台風 

愛知県に大きい風水害を与えた台風のうち、特に伊勢湾台風は、記録的な暴風と高

潮を伴い日本の台風史上最大の被害を生んだ。このような超大型台風が過去にどのく

らい愛知県を襲ったことがあるかという点については、人口密度の変動にも関係して

いるので、被害程度だけからは判定しにくいが、災害年表から拾ってみたところでは

宝亀６年（775 ）・天文13 年（1544 ）・享保７年（1722 ）・寛政３年（1791 ）・

明治29 年（1896 ）・大正元年（1912 ）など最大級のものと推定される。 

愛知県に大きい風害（水害・高潮害を含めて）を与える台風は、９月に上陸の危険性

が最も大きく、また勢力の強いものが多い。 

ここで、台風の通過経路による当地方への影響の違いについて指摘すると、それは

台風が愛知県の西側を北上する場合と、東側を北上する場合とで、県下の災害の様相

が全く異なるということである。まず風向・風速とその変化を考えてみる。台風域内

の風の分布は、中心の東側では南寄り、西側では北寄り、北側では東～北東の風が、

また南側では西～南西風が吹き、風速は中心近くほど急激に増している。また台風は

一般に北上するから、台風を運ぶ一般流を考えると進行方向の右半円では両者が加わ

って風は強まり、左半円では相殺されて風速は減ずる。 

したがって、台風が愛知県の西側を通るときは右半円に入るので、風は東→南東→

南→西へと変わり、南ないし南東の風は非常に強くなる。一方台風が東側を通るよう

なときは、左半円に入って風は東→北→北西→西と変わり、西ないし北西の風は強め

となる。しかし、この北寄りの風は、一般流との相殺によって弱められている上、陸

上を渡ってくるために地形・地物の摩擦で更に弱まり台風が西方を通過する場合の南

寄りの風にくらべて風速はかなり小さい。事実、名古屋で 20m/s 以上の風を観測した
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台風の通過経路を調べてみると、中心がごく近くを通った場合を除けば、すべて名古

屋の西側を北上している。 

イ 温帯低気圧と前線 

発達した温帯低気圧が当地を通過したり低気圧が日本海で急速に発達するような場

合、海上では風速が 20m/s に達することがある。陸上ではほとんど被害はないが、海

上の小型船舶の遭難がしばしば起こる。また、著しい前線が通過する際の突風は、陸

上でも家屋に多少の被害を与えることがあり、海上では漁船の海難の原因となる。 

遭難しやすい海域は、漁場と暗礁や潮流の関係もあるが一般に外洋に面したところ

と伊勢湾の東側で、これらは地形的に風の急変あるいは風速の強まりやすい区域と考

えられる。遭難の原因は、冬は季節風の吹き出し、春は急速に発達した低気圧に吹き

込む強風によるものが多い。 

遭難時の風向は、北西風が全件数の 32 ％を占め、次いで南東風が 19 ％、東風が

11 ％となっている。 

ウ 竜巻 

竜巻とは、積乱雲や積雲に伴って発生する強い上昇気流（上空へ向かって吹く風）を

もった激しい渦巻のことをいう。竜巻の中心付近は周りよりも気圧が低く、地表付近で

は中心に向かってらせん状に風が吹き、中心に近づくほど急速に風が強くなっていき、

上昇気流となって周囲の空気や物を巻き込みながら移動する。台風や寒冷前線、寒気の

流入など、局地的に大気の状態が非常に不安定な場合に多く発生する。 

竜巻の発生を事前に予測し、警報をするのは現在の技術では不可能だが、気象庁は、

竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になったと判断した場合に竜巻注意情

報を発表する。空の色が暗く緑がかったり、大粒のあられ、電車が通り過ぎるときのよ

うな轟音が聞こえたら、それは竜巻の兆候として注意が必要である。 

 

（２）水害 

ア 台風 （名古屋地方気象台） 

南方海上に台風が現われると、暖湿気流が南方から多量に送られてくるため日本付

近にある前線が活発になり、その北側に大雨を降らせる。更に台風が接近すると前線

は北方に押し上げられ前線の南側では台風の風系に入るので、台風自体のもつ収そく

気流によるしゅう雨性の雨がときどき強く降るようになる。このようなとき愛知県の

山岳地方では、山の斜面にそう強制上昇気流による地形性降雨が顕著に現われ、雨量

は平地にくらべてずっと多くなる。 

台風が愛知県の西方を通過するときは、愛知県全体は右半円に入り、南寄りの暖湿

気流が強く、山岳地方の地形性降雨は特に著しい。台風が南方から東方へぬけるよう

な場合は、前線の活発化により県全般にわたって豪雨にみまわれることがあるが、平

地と山岳との差は前記の場合に比べて一般に少ない。 

前者の例である伊勢湾台風について見ると、台風の直接及び間接の影響による25 ・

26 両日の合計雨量の県内分布は、三河湾沿岸地方で70 ～100mm 、その他の平地や

山沿い地方で100 ～200mm 、三河山間地方では220 ～320mm となっており、地形
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による降雨の違いがはっきりわかる。次に後者の例として台風が東方へぬけた昭和11

年（1936 ）10 月２～３日の場合の台風は四国沖から熊野灘・遠州灘を経て関東沖に

進んだが２日から３日にかけての雨量は、山間地方で150 ～200mm 、平野や山沿い

でも150 ～250mm となり、局地的には300mm に達したところもあった。 

イ 梅雨前線 

梅雨期の大雨による水害は、台風に伴う大雨による水害と同様の頻度で発生してい

る。過去の著しい水害は、昭和36 年（1961 ）に起こった36.6 梅雨前線豪雨で、台風

に劣らぬ被害を生じている。また、災害年表から著しい水害を拾ってみると、慶長19

年（1614 ）、宝暦７年（1757 ）、明治元年（1868 ）などがあり、いずれも1961

年の被害規模をしのぐものであったと想像される。 

梅雨前線による大雨は、梅雨あけ直前に起こることが多いことから梅雨末期の豪雨

と呼ぶことがある。梅雨期は雨天が多く河川の水位はかなり上昇しているので、流域

に大雨が降るとたちまち警戒水位を越え、堤防の決壊を招きやすい。 

愛知県での記録的な大雨は、台風を除くとほとんど梅雨前線によって降っている。

梅雨前線の雨は台風に伴う雨と違って比較的長時間にわたって降り続き、特に湿潤空

気が舌状に侵入する小範囲の地域に、驚異的な豪雨を降らせることがある。 

ウ 局地的大雨、集中豪雨 

このほか夏季において北太平洋高気圧がやや後退し、寒冷前線が南下してくるよう

な場合に前線上に発生する熱界雷は通常の熱雷にくらべ勢力も強く、局地的に豪雨を

降らせることがある。このため一時的な小河川のはん濫や洪水を起こす例がまれに見

られる。 
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○過去の主な風水害 

（県総務部消防防災対策室） 

年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

大元 9.22 ～23  

（1912 年） 
暴風雨 974.1  28.2SSE  102.9  

②死者 140   負傷者 180  

家屋全壊 6,000  

大 8. 9.16 ～17  

（1919 年） 
暴風雨    

②死者 4     家屋全壊 40  

浸水 700  

大10.  9.25 ～26  

（1921 年） 
暴風雨 986.7  18.3SE  43.9  

②死者 27    負傷者 22  

家屋全壊 590  

大14.  8.14 ～15  

（1925 年） 
大 雨    

②死者 6     負傷者 3  

家屋全壊 25  

浸水 20,000  

大14.  9.11  

（1925 年） 
暴風雨 996.0  2 2.8SSE  1 86.8  

②死者 12    負傷者 3  

家屋全壊 52  

浸水 20,000  

大15.  9. 4  

（1926 年） 
暴風雨 989.1  20.8 NNW 52.9  

②死者 23    負傷者 70  

家屋全壊 166  

浸水 1,400  

昭 5. 7.19  

（1930 年） 
大 雨    

②死者 13    負傷者 2  

家屋全壊 13  

浸水 2,000  

昭 7. 7. 1 ～2  

（1932 年） 
大 雨    

②死者 26    負傷者 9  

家屋全壊 30  

浸水 2,700  

昭 9. 9.21  

（1934 年） 

暴風雨 

(室戸台風) 
975.9  32.9SSE  24.0  

②死者 8     負傷者 68  

家屋全壊 85  

昭10.10.27  

（1935 年） 
大 雨    

②死者 1     家屋全壊 2  

浸水 13,000  

昭11.10. 2 ～3  

（1936 年） 
暴風雨 984.6  1 2.7N  198.2  

②死者 2     負傷者 8  

家屋全壊 4  

浸水 15,000  

昭13.  7 . 3 ～5  

（1 938 年） 
大 雨    

②死者 2     家屋全壊 6  

浸水 4 ,500  

昭19.10. 7 ～8  

（1944 年） 
暴風雨 975.3  13.7SSE  80.8  

②死者 5   負傷者 2  

家屋全壊 95  

浸水 700  

昭20.9.18  

（1945 年） 

暴風雨 

(枕崎台風) 
988.7  20 .2SSE  40.3  

②死者 4   負傷者 8  

家屋全壊 400  

浸水 600  
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

昭20.10. 11  

（1945 年） 

暴風雨 

(阿久根台風) 
997.1  14.0SSE  228.9  

②死者 1  

家屋全壊 1  

浸水 6,000  

昭25.9.3  

（1950 年） 

暴風雨 

(ｼﾞｪｰﾝ台風) 
995.4  26.7SE  47.4  

②死者 6   負傷者 36  

家屋全壊 40  

浸水 300  

 

昭27.6.23 ～24  

（1952 年） 

暴風雨 

(ﾀﾞｲﾅ台風) 
991.3  1 3.7N NE 177.2  

②死者 1  

家屋全壊 3  

浸水 6,800  

昭27.7. 10 ～11  

（1952 年） 
大 雨    

②負傷者 3  

家屋全壊 5  

浸水 52,000  

昭28.9.25  

（1953 年） 

暴風雨・ 

高潮 

(台風13 号) 

970.0  22.6NNW  178.1  

②死者 75   負傷者 623  

家屋全壊 6,769  

浸水 90,000  

昭29.7.30  

（1 954 年） 
大 雨    

②死者 3   負傷者 1  

家屋全壊 15  

浸水 6 ,870  

昭30. 10 .20  

（1955 年） 

暴風雨 

(台風26 号) 
989.7  2 0 .8SSE  34.3  

②死者 3   負傷者 18  

家屋全壊 65   半壊 61  

一部破損 113  

床上浸水 14  

床下浸水 599  

昭32.8. 7 ～8  

（1957 年） 

大 雨 

(多治見大雨) 
   

②死者 33   負傷者 44  

家屋全壊 88   半壊 89  

床上浸水 3,547  

床下浸水 13,961  

昭33.8.25  

（1958 年） 

暴風雨 

(台風17 号) 
999.0  17.7SE  139.9  

②死者 3   負傷者 1  

家屋全壊 9   半壊 25  

一部破損 248  

床上浸水 116  

床下浸水 4,682  

昭34 .8.14  

（1959 年） 
大 雨 993.5  13.4WNW  234.0  

②負傷者 1   家屋全壊 1  

半壊 20   一部破損 2  

床上浸水 14  

床下浸水 8,826  
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

昭34.9.26  

（1959 年） 

暴風雨 

高 潮 

(伊勢湾台風) 

958.5  37.0SSE  165.7  

①台風と高潮による災害で伊勢湾

を中心に県下全域の沿岸部に被

害が発生した。 

②死者 3,168  

行方不明 92  

負傷者 59,045  

家屋全壊 23,334  

流失 3,194  

半壊 97,049  

一部破損 287,059  

床上浸水 53,560  

床下浸水 62,831  

③県下全域(沿岸部中心) 

④3,224 億円 

昭36.6. 23 ～29  

（1961 年） 

大 雨 

(36.6 梅雨 

前線豪雨) 

  

398  

 

(立田682 ) 

①集中豪雨による災害で尾張部を

中心に河川のはんらん等の被害

が発生した。 

②死者 4   負傷者 13  

行方不明 2  

家屋全壊 29   半壊 72  

流失 2  

床上浸水 7,969  

床下浸水 66,654  

③県下全域 

④111 億円 

昭36 .9.16  

（1 9 61 年） 

暴風雨 

(第二室戸台風) 
971.7  28.7SSE  96.4  

①集中豪雨による災害で中小河川

のはんらん等の被害が発生し

た。 

②死者 3   負傷者 124  

家屋全壊 117   半壊 263  

床上浸水 60 7  

床下浸水 6,174  

③尾張部 

④104 億円 

昭37. 6.30 ～7.5  

（1962 年） 

大 雨 

(前線) 
  

103  

 

(伊良湖 

236 ) 

①局地的集中豪雨により災害で中

小河川のはんらん等の被害が発

生した。 

②死者 2   負傷者 1  

家屋全壊 2  

床上浸水 1,605  

床下浸水15 ,501  

③東三河 尾張部 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

昭37.8.26  

（1962 年） 

暴風雨 

(台風14 号) 
966.5  23.3SSE  110  

①風水害による災害で県下全域に

被害が発生した。 

②死者 1   負傷者 9  

家屋全壊 26   半壊 28  

床上浸水 177  

床下浸水 7,556  

③県下全域 

④42 億円 

昭39.9.25  

（196 4 年） 

暴風雨 

(台風20 号) 
992.8  22SSE  105.2  

①雨による災害で県下全域に被害

が発生した。 

②死者 2   負傷者 10  

家屋全壊 6   半壊 12  

床上浸水 23  

床下浸水 2,298  

③県下全域(主として名古屋、尾

張、海部、知多) 

④26 億円 

昭40.9.17  

（1965 年） 

暴風雨 

(台風24 号) 
970.2  17.0N  188.6  

①雨による災害で平野部に被害が

多く発生した。 

②死者 1   負傷者 18  

家屋全壊 12   半壊 62  

床上浸水 1,728  

床下浸水 49 ,622  

③県下全域(主として名古屋、海

部) 

④93 億円 

昭41.10.2  

（1966 年） 

大 雨 

(東三河 

集中豪雨) 

  

54  

 

(田原 

345 ) 

①集中豪雨による災害で東三河の

平野部に中小河川のはんらん等

の被害が発生した。 

②死者 10   負傷者 14  

家屋全壊 18   半壊 11  

床上浸水 11  

床下浸水 20,747  

③東三河(豊橋市、田原町中心) 

④42 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

昭43 .8.29  

（1968 年） 

大 雨 

(台風10 号) 
9 91.5  15.7SSE  

179  

 

(茶臼山 

587)  

①集中豪雨による災害で三河山間

部に中小河川のはんらん、山(が

け)崩れ等の被害が発生した。 

②死者 6   負傷者 15  

家屋全壊 24   半壊 24  

一部破損 45  

床上浸水 292  

床下浸水 4,314  

③奥三河(新城市及び南・北設楽

郡) 

④59 億円 

 

昭44.8.4 ～5  

（1969 年） 

大 雨 

(台風7 号) 
990.6  14.8ES E 

64  

 

(新城 

365.5)  

①集中豪雨による災害で三河山間

部に河川のはんらん、山(がけ)

崩れ等の被害が発生した。 

②死者 3   負傷者 5  

家屋全壊 10   半壊 36  

一部破損 81  

床上浸水 661  

床下浸水 3,515  

③奥三河(新城市及び宝飯郡、南・

北設楽郡) 

④45 億円 

昭45 .7.29 ～30  

（1970 年） 
集中豪雨 1,010.8  7.7ENE  1 23.5  

②死者 3   負傷者 4  

全壊 2   半壊 7  

床上浸水 4,552  

床下浸水 37,946  

③尾張部 

④18 億円 

昭46.8. 30 ～31  

（1971 年） 

大 雨 

(台風23 号) 
987.5  10.0E  321.5  

②死者 4   負傷者 15  

全壊 19   半壊 127  

床上浸水 6,136  

床下浸水 59,150  

一部破損 228  

③県下全域 

④176 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

昭47.7. 12 ～13  

（1972 年） 

集中豪雨 

(47.7 豪雨 

台風6 号) 

  

289  

 

(猿投 

458)  

①集中豪雨による災害で西三河山

間部に山(がけ)くずれ、河川の

はんらん等の被害が発生した。 

②死者 46   行方不明 4  

負傷者 11 2   全壊 271  

半壊 287  

床上浸水 2,075  

床下浸水 12,077  

③西三河(小原村、藤岡町、豊田市、

足助町) 

④302 億円 

昭49.6. 4 ～5  

（1974 年） 
大 雨 － － 

(半田 

231)  

①低気圧とそれに伴う梅雨前線に

よる大雨の災害で、土砂崩れ、

家屋の浸水の被害を発生した。 

②負傷者 15  

家屋全壊 3   半壊 2  

床上浸水 1,050  

床下浸水 4,501  

③知多地域(半田市、常滑市、南知

多町ほか12 市町) 

④155 億円 

昭49.7.7  

（1974 年） 

豪 雨 

(七夕豪雨 

台風8 号) 

1,008.2  6.7SE  

65  

 

(新城 

323 ) 

(東栄 

302 ) 

(南知多 

285 ) 

①台風と梅雨前線による集中豪雨

災害で、がけ崩れ中小河川のは

んらん、橋梁の流失等の被害が

発生した。 

②死者 3   負傷者 12  

全壊 16   半壊 70  

床上浸水 1,820  

床下浸水 11,800  

一部破損 86  

③知多、東三河地域(豊橋市、蒲郡

市、南知多町ほか31 市町村) 

④195 億円 

昭49.7. 24 ～25  

（1974 年） 
大 雨   

139.8  

 

(津島 

333 ) 

(常滑 

315 ) 

(一宮 

237 ) 

①集中豪雨による災害で尾張・ 

海部・知多を中心に家屋の浸水

被害が多数発生した。 

②死者 1   負傷者 7  

床上浸水 7,248  

床下浸水 74,035  

③県下全域 

④92 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/ s） 

総雨量 

 

（mm ） 

昭51.9.8 ～13  

（1976 年） 

集中豪雨 

(51.9 豪雨 

台風17 号) 

1,002.4  1 0 .2SE  

422  

 

(一宮 

682 ) 

(南知多 

602 ) 

①集中豪雨による災害で尾張、海

部、知多に中小河川のはんらん

等の被害が発生した。 

②死者 1   負傷者 37  

全壊 14   半壊 437  

床上浸水 13,050  

床下浸水 102,677  

一部破損 461  

③尾張、海部、知多地域(59 市町

村) 

④378 億円 

昭54.9.24 ～25  

（1979 年） 
豪 雨 － － 

94  

 

名古屋 

市港区 

224  

1 時間 

雨量 

108  

①雷を伴った前線による局地的な

豪雨災害で、家屋の浸水、道路、

河川等の被害が発生した。 

②死者 2  

床上浸水 1,665  

床下浸水 33,351  

③県西部地域(名古屋市、東海市ほ

か18 市町村) 

④26 億円 

昭54 .9.28 ～1 0.1  

（19 7 9 年） 

暴風雨 

(台風16 号) 

981.9  

 

(小牧 

978.2)  

17.7SE  

 

(伊良湖 

21.3S)  

50  

 

(茶臼山 

170 ) 

①台風の通過による災害で家屋損

壊、農水産物、公共土木施設等

の被害が発生した。 

②死者 1   負傷者 23  

全壊 2   半壊 20  

一部破損 217  

床上浸水 9  

床下浸水 178  

③県全域 

④65 億円 

昭54.10. 18 ～19  

（1979 年） 

暴風雨 

(台風20 号) 

971.9  

 

(小牧 

969.4 ) 

14.2W  

 

(伊良湖 

20.0S)  

80  

 

(作手 

282 ) 

(茶臼山 

279 ) 

(鳳来 

233 ) 

①台風の通過による災害で家屋損

壊、農林水産物、公共土木施設

等の被害が発生した。 

②行方不明者 1  

負傷者 8   全壊 4  

半壊 5   一部破損 26  

床上浸水 39  

床下浸水 314  

③県全域 

④113 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

昭57.8. 1 ～3  

（1982 年） 

暴風雨 

(台風10 号 

と低気圧) 

975.1  

 

(伊良湖 

973.0)  

9.4SSW  

 

(伊良湖 

21. 1 E) 

184.5  

 

(鳳来 

501 ) 

(伊良湖 

444 ) 

①台風と低気圧による大雨に伴う

災害で家屋損壊、公共土木施設、

農地農業用施設、農林水産物等

に被害が発生した。 

②負傷者 9   全壊 1  

半壊 4   一部破損 91  

床上浸水 230  

床下浸水 2,777  

③県全域 

④131 億円 

昭57.9. 11 ～12  

（1982 年） 

暴風雨 

(台風18 号) 

984. 1  

 

(伊良湖 

980.5)  

10.3 N 

 

(伊良湖 

19.7NNW)  

134.0  

 

(伊良湖 

306.5)  

 

①台風による災害で家屋損壊、公

共土木施設、農地農業用施設、

農林産物等に被害が発生した。 

②死者 1   負傷者 1  

半壊 1   一部破損 4  

床上浸水 7  

床下浸水 324  

③主として県東部 

④2 3 億円 

昭58.8. 16 ～17  

（1983 年） 

暴風雨 

(台風5 号) 

982.0  

 

(伊良湖 

974.9)  

7.2W NW 

(19.0ENE)  

100  

 

(豊橋 

419)  

①台風による災害で家屋損壊、公

共土木施設、農水産物等に被害

が発生した。 

②負傷者 1   全壊 1  

半壊 1   一部破損 3  

床上浸水 33  

床下浸水 356  

③主として県東部 

④約13 億円 

昭58.9. 2 7 ～28  

（1983 年） 

暴風雨 

(台風10 号) 
992.2  

9 .5N  

 

(伊良湖 

11.2SSE)  

234  

 

(小原 

291 ) 

(茶臼山 

305 ) 

①台風、とくに豪雨による災害で、

家屋損壊、公共土木施設、農林

水産業施設、農水産物等被害が

発生した。 

②死者 5   負傷者 1  

家屋の全壊 2   半壊 1  

一部破損 25  

床上浸水 762  

床下浸水 16,974  

③主として県西部 

④約28 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 
県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa ） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

平元.9.2 ～4  

（1989 年） 
大 雨 － － 

132  

 

(茶臼山 

325 ) 

①低気圧に伴う寒冷前線 

②死者 1   負傷者 3  

家屋の全壊 1  

一部破損 2  

床上浸水 3  

床下浸水 139  

③県全域 

④約24 億円 

平元.9.19 ～20  

（1989 年） 
台風22 号 － － 

47  

 

(茶臼山 

295 ) 

①台風、とくに東加茂郡を中心と

した豪雨による土砂災害によ

り家屋損壊、公共土木施設、農

林水産業施設等に被害を発生

した。 

②死者 2   負傷者 1  

家屋の全壊 18   半壊 11  

一部破損 9  

床上浸水 121  

床下浸水 134  

③県全域 

④約92 億円 

平2 .9.19 ～20  

（1990 年） 
台風19 号 

972.5  

 

(伊良湖 

976.9)  

20. 1 SSE 

 

(伊良湖 

26 .2S)  

95  

 

(作手 

254 ) 

①台風による災害で、特に農業用

施設、農作物の被害が著しかっ

た。 

②負傷者 29  

家屋の全壊 2   半壊 28  

一部破損 2,297  

床上浸水 67  

床下浸水 1,408  

③県全域 

④約153 億円 

平3.9. 18 ～19  

（1991 年） 
台風18 号 

987.6  

 

(伊良湖 

987.3)  

7.7WNW  

 

(伊良湖 

1 2.6E)  

242  

 

(南知多 

316)  

①台風による災害で、特に住家の

浸水被害が著しかった。 

このため、名古屋市の３区及

び春日井市では災害救助法が

適用された。 

②死者 2   軽傷者 1  

住家の全壊 2 棟 

一部破損 9 棟 

床上浸水 3,713 棟 

床下浸水 12,13 1 棟 

③県全域 

④約6 0 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 
名古屋等の記録 

県 下 の  

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

H6.9.29 ～30  
暴風雨・竜巻 

(台風26 号) 

風 速 

瞬 間 風 速 

総 降 水 量 

1 時間降水量 

名 古 屋 

名 古 屋 

作 手 

作 手 

SSE19.4m/ s 

SSE36.7m/s  

235mm  

48mm  

①台風の他、竜巻が発生した。 

②負傷者 37  

住家の全壊 8   半壊113  

一部損壊 981  

床上浸水 137  

床下浸水 456  

③県内全域 

④約53 億円。 

H10.9.21 ～23  
暴風雨 

(台風7 ・8 号) 

風 速 

瞬 間 風 速 

総 降 水 量 

1 時間降水量 

名 古 屋 

名 古 屋 

茶 臼 山 

作 手 

SSE21.5m/s  

SSE42.6m/s  

329mm  

63mm  

①台風8 号が21 日、第7 号が22

日と続いて上陸。8 号は雨、7

号は風による被害が大きかっ

た。交通網が大混乱し、農業被

害も大きかった。 

②死者 3   負傷者 151  

住家の全壊 8   半壊 35  

一部損壊 661  

③県内全域 

④約33 億円 

H11.9.24 ～26  
竜巻 

(台風18 号) 

風 速 

 

瞬 間 風 速 

 

名 古 屋 

伊 良 湖 

名 古 屋 

伊 良 湖 

SSE11.2m/s  

S11.Om/s  

S23m/s  

S20.5m/s  

①台風18 号の外側を取り巻く積

乱雲が、東海地方の南海上から

県沿岸にかかり、4 個の竜巻が

相次いで発生した。このため、

豊橋市では、被災者生活再建支

援法(法律第66 号)が、平成10

年11 月6 日施行されて以来、本

県で初めて同法の適用となっ

た。 

②負傷者 453  

住家の全壊 41  半壊 311  

一部損壊 1,052  

③主として県東部 

④約21 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 
名古屋等の記録 

県 下 の 

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

H12.9.11 ～12  

大 雨 

(台風14 号・

前線) 

東海豪雨 

総 降 水 量 

 

 

 

 

 

1 時間降水量 

 

 

 

 

 

名 古 屋 

東 海 

蟹 江 

一 宮 

稲 武 

蒲 郡 

名 古 屋 

東 海 

蟹 江 

一 宮 

稲 武 

蒲 郡 

566.5mm  

589mm  

365mm  

293mm  

467mm  

249mm  

97mm  

114mm  

78mm  

54mm  

70mm  

55mm  

①秋雨前線に台風第14 号からの

暖かく湿った空気が多量に流

れ込んだため、前線の活動が活

発となり、愛知県を中心とした

東海地方で記録的な大雨とな

った。このため、23 の市町村

が避難勧告・指示を発令し、

63,000 人以上が避難され、

21 市町村で、災害救助法及び

被災者生活再建支援法の適用

がされた。また、この災害が、

激甚災害に指定され、中小企業

支援措置及び農地・農業施設用

支援並びに林道の災害復旧事

業支援措置がなされ、旭町、稲

武町が局地激甚災害(公共土木

施設分)の指定を受けた。 

②新川をはじめ県内河川の破堤

20 箇所、越水319 箇所。 

死者 7   負傷者 107  

住家の全壊 18   半壊 154  

一部損壊 147  

床上浸水 22,078  

床下浸水 39,728  

③県内全域 

④約2,800 億円 

H13.8.21 ～22  
暴風雨 

(台風11 号) 

総 降 水 量 

 

 

1 時間降水量 

 

 

 

茶 臼 山 

作 手 

岡 崎 

茶 臼 山 

南 知 多 

一 色 

鳳 来 

330mm  

313mm  

255mm  

34mm  

34mm  

33mm  

32mm  

①台風の通過による災害。 

②死者 1   負傷者 1  

床上浸水 3  

床下浸水 16 5  

③県内全域 

④約3 億円 

H15.8.8 ～9  
暴風雨 

(台風10 号) 

総 降 水 量 

 

瞬 間 風 速 

茶 臼 山 

作 手 

名 古 屋 

382mm  

336mm  

ESE28m/s  

①台風の通過による災害。 

②負傷者 5  

一部損壊 5  

床上浸水 1  床下浸水 15  

③県内全域 

④約24 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 
名古屋等の記録 

県 下 の  

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

Ｈ16.6.19 ～22  台 風 

最低海面気

圧 

 

最大瞬間風

速 

 

期間降水量 

   

   

 

 

 

 

 

名 古 屋 

茶 臼 山 

 

987 ｈPa 

 

 

336 ｍ/ ｓ 

 

 

74.5 ㎜ 

284 ㎜ 

①台風６号が九州南海上から北

東進して、愛知県には２１日昼

過ぎから夕方にかけて最も接

近した。 

②負傷者 27  

半・損壊 1  

床上浸水 1  床下浸水 3  

道路損壊 １９ 

山がけ崩れ 1  

③約８億円 

Ｈ16.9.07 ～08  台風18 号    

①台風１８号は７日９時半頃長

崎市付近に上陸し、７日夕方か

ら夜遅くにかけて愛知県に最

も接近した。 

②負傷者 6  

 停電 2400  

③県内全域 

④約４千万円 

Ｈ16. 9.28 ～30  
暴風雨 

(台風21 号) 

   ①台風第２１号が発生し、東海地

方は南から暖かく湿った空気

が流れ込み、大気の状態が不安

定となっていた。台風が愛知県

に最も接近した２９日夜遅く、

豊橋市に竜巻が発生した。 

②負傷者 4  

半壊 6  一部損壊 152  

床上浸水 1  床下浸水 8  

③県内全域 

④約５千万円 

Ｈ16.10.19 ～21  
暴風雨 

(台風23 号) 

風速 

瞬間風速 

期間降水量 

 

1 時間降水量 

 

伊 良 湖 

伊 良 湖 

名 古 屋 

茶 臼 山 

伊 良 湖 

茶 臼 山 

18.2 ｍ/ ｓ 

35.2 ｍ/ ｓ 

165.5 ｍｍ 

265 ｍｍ 

17.5 ｍｍ 

58 ｍｍ 

①台風第23 号が20 日宵の内か  

 ら夜遅くにかけて愛知県に最  

 も接近した。 

②死者・行方不明者 1  

負傷者 18  

床上浸水 21  

床下浸水 160  

③県内全域 

④約１２億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 
名古屋等の記録 

県 下 の  

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

Ｈ18.8.8 ～9  
暴風雨 

(台風 7 号) 

風速 

瞬間風速 

伊 良 湖 

伊 良 湖 

18.2 ｍ/ ｓ 

35.2 ｍ/ ｓ 

①8 日から 9 日にかけて、台風  

 第 7 号が東海地方の沖合いを

東北東に進んだため、県内では

強風が吹いた。 

②負傷者 １ 

③主として県東部 

④約３百万円 

H19.7.12  

大雨 

(台風４号・

前線) 

風速 

 

瞬間風速 

期間降水量 

 

1 時間降水量 

伊 良 湖 

稲 武 

伊 良 湖 

伊 良 湖 

小 原 

伊 良 湖 

豊 橋 

4.4 ｍ/ ｓ 

9 ｍ/ ｓ 

8.1 ｍ/ ｓ 

15 ｍｍ 

62 ｍｍ 

９ｍｍ 

28 ｍｍ 

①梅雨前線が本州付近に停滞し、

前線に向かって台風第４号か

ら湿った空気が流れ込み大気

の状態が非常に不安定となっ

た。 

②負傷者 1  

床下浸水 2  

③主として県東部 

④約２千万円 

Ｈ19.7.14 ～15  
大雨 

(台風 4 号) 

期間降水量 

 

1 時間降水量 

伊 良 湖 

茶 臼 山 

伊 良 湖 

愛 西 

154 ｍｍ 

327 ｍｍ 

25 ｍｍ 

37 ｍｍ 

①梅雨前線が本州付近に停滞し、 

 台風第 4 号が 14 日から 15

日にかけて本州の南岸沿いを

東北東進したため、所により激

しい雨となった。 

②死者・行方不明 1  

 負傷者 4  

 床下浸水 35  

③県内全域 

④約２億円 

H20.8.28 ～30  大雨 

期間降水量 

 

日降水量 

 

1 時間降水

量 

名 古 屋 

岡 崎 

伊 良 湖 

岡 崎 

名 古 屋 

岡 崎 

237 ｍｍ 

447.5 ｍｍ 

153.5 ｍｍ 

263.5 ｍｍ 

84 ｍｍ 

146.5 ｍｍ 

①日本海沿岸に前線が停滞、四国

の南海上に動きの遅い低気圧

があり、太平洋高気圧の緑辺を

まわるように東海地方に非常

に湿った空気が流れ込み、愛知

県では記録的な大雨となった。 

②死者・行方不明 2  

 負傷者 5  

 全焼・流失 5  

 半壊・破損 3  

 床上浸水 2,477  

 床下浸水 14,108  

③県内全域 

④約 42 億円 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 
名古屋等の記録 

県 下 の  

 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

H23.9.20 ～21  
暴風雨 

(台風1 ５号) 

総 降 水 量 

 

 

瞬 間 風 速 

 

名 古 屋 

茶 臼 山 

阿 蔵 

名 古 屋 

伊 良 湖 

2 74mm  

367mm  

383.5mm  

22m/s  

33m/s  

①奄美大島近海で迷走後に勢力

を強め、21 日14 時頃に浜松市

付近に上陸。名古屋市では100

万人を超える市民に対し避難

勧告が出された。 

② 死者 4  

負傷者 8  

家屋一部損壊 69  

床上浸水 239  

床下浸水 572  

③ 県内全域 

④約30 億円 

Ｈ24.6.19  
暴風雨 

(台風1 ５号) 

総 降 水 量 

 

瞬 間 風 速 

 

名 古 屋 

阿 蔵 

名 古 屋 

伊 良 湖 

53mm  

239mm  

18.8m/s  

27.7m/s  

①19 日17 時過ぎに和歌山県南

部に上陸した台風第4 号は、そ

の後紀伊半島の東岸を北東に

進み、伊勢湾を通過し、20 時

過ぎに愛知県東部に再上陸し

た。豊田市阿蔵では1 時間降水

量65.5mm の非常に激しい雨

を観測するなど、東部を中心に

大雨となった。 

②負傷者 6  

家屋一部損壊 8  

床下浸水 4  

③県内全域 

④約5 億円 
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○東海地方に影響のあった主な台風（名古屋地方気象台） 

 

１ 昭和９年９月 21 日の台風（室戸台風） 

この台風は、時速 20km くらいで海上を進んで 19 日夜沖縄南方に近づいた。ここで北

東に転向、四国沖を進んで 20 日夜半すぎ室戸付近へ非常に強い大型台風として時速

60k m で上陸した。上陸後は徳島の西方淡路島、神戸市、和田岬、深紅の北方宝塚池田付

近敦賀の西方を通過したのち、速度は70 ～90km に速まったが、勢力は衰えながら本州を

縦断して宮古付近から三陸沖へ去った。 

 

２ 昭和 28 年９月 25 日の台風（13 号） 

この台風は、トラック島南東方150km の海上に発生し西から次第に北西に進んで22 日

夜沖の鳥島の西方洋上で急速に発達して猛烈な大型台風になった。 

この辺から四国沖に向け北上し 25 日 17 時すぎに志摩半島を横断毎時 40km ぐらいの

速さで伊勢湾を経てカムチャッカ半島へ去った。 

 

３ 昭和 34 年９月 26 日の台風（伊勢湾台風） 

この台風は、エニウエトック島の西 250km の海上に発生した弱い熱帯低気圧が発達し

たもので、台風として認められたのは、９月21 日15 °N 150 °E 付近に達した頃からで

ある。それが９月 23 日マリアナ諸島で中心気圧が 894 hPa に発達して超大型台風になり、

北上して９月 26 日夜紀伊半島上陸後まで勢力があまり衰えなかった。 

台風の本邦上陸にあたり風速の最大区域が台風中心経路の東側 70km 付近の志摩半島東

部から伊勢湾にかけて舌状にのびていた。これにより伊勢湾に記録的な高潮が発生した。 

 

４ 昭和 36 年９月 16 日の台風（第２室戸台風） 

マーシャル諸島付近で発生した弱い熱帯低気圧が、９月８日 15 時に台風第 18 号となっ

た。12 日朝にはマリアナ群島の南西海上で900 hPa 以下の超大型台風に発達し、14 日夜

半沖縄の東側でゆっくり転向し、16 日朝には四国南海上から室戸岬をかすめて大阪湾に向

い同日 13 時 30 分頃尼ケ崎と西ノ宮の間に上陸した。その後 15 時頃敦賀付近に進んだ。 

台風の規模も進路も昭和９年の室戸台風に似た台風であった。 

 

５ 昭和 37 年７月 27 日の台風（７号） 

この台風は、硫黄島の東方およそ 1,500km の海上に発生したもので、発生地が非常に

北東にかたよっていた。 

発生後１日は、ほぼ北上、２日目は西進して27 日四国南東海上で転向、潮岬と白浜の間

に 27 日 13 時ごろ上陸して、東海道西部、関東北部を通って三陸沖に去った。海上を進行

中は 965 hPa ぐらいの中心気圧が中型の規模だったが上陸後は急におとろえ、28 日には

早くも、1,000 hPa の熱帯低気圧になった。 
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６ 昭和 37 年８月 26 日の台風（14 号） 

この台風は８月 21 日 09 時、マリアナ諸島の海域で発生した。硫黄島付近にかかったこ

ろには中心気圧 950 hPa になり、にわかに注目されるようになったが、いわゆる夏台風特

有の小型であった。小笠原諸島の父島西方をすぎる頃から向きを北に変え、そのまま中部

日本に向って北上した。 

26 日の 04 時ごろ中心が三重県の北牟婁郡中島付近に上陸し、その後も真っ直ぐに北上

し琵琶湖付近を通って日本海へぬけた。 

 

７ 昭和 46 年８月 30 ～31 日の台風（23 号） 

この台風は、８月 21 日 0 ９時、南鳥島の南西に発生しゆっくり北西のち西北西に進み、

28 日朝、奄美大島の南東方に達した。 

この頃から移動速度がさらに遅くなり急に発達しはじめ屋久島付近を通過する頃中心気

圧は 915 hPa に低下した。 

30 日夜半頃大隈半島（佐多岬）に上陸し、四国から大阪付近、三重県南部を通り 31 日

昼頃伊良湖岬をかすめて東方へ去った。 

 

８ 昭和 47 年９月 16 日の台風（20 号） 

この台風は９月 13 日 12 時、沖の鳥島の南 500km に発生した。 

ゆっくり北西に進み、沖の大東島の南海上で転向し進行方向を北～北北東に変えた。 

一方15 日15 時には低気圧が朝鮮半島北部の元山沖約400km にあり、閉そく前線が南

東にのびて、愛知県付近に達し、愛知県では、この前線の影響により15 日朝から降雨が強

くなった。 

台風は、16 日 18 時 30 分頃潮岬付近に上陸した。その後、紀伊半島縦断し、三重県を

経て、岐阜県西部を通り 17 日朝 5 時には佐渡付近に達し午後には北海道西岸に達した。 

 

９ 昭和 54 年９月 31 日～10 月１日の台風（16 号） 

９月 23 日 15 時ヤップ島の北西海上で台風となった台風第 16 号は発達しながら北西に

進み、26 日の朝には沖縄の南南東の海上で中心気圧 920h Pa となり、最盛期を迎えた。

26 日の昼頃から速度を落しながら北向きにコースを変え、29 日５時には奄美大島の東海

上に達した。台風はこの頃からさらに向きを北東に変えながら次第に加速し、30 日 18 時

30 分頃高知県室戸付近に上陸（955 hPa ）した。23 時頃大阪市に再上陸（965 hPa 、大

型・並の強さ）、岐阜市の北を通って本州を北東に縦断し、10 月１日９時には八戸沖へぬ

けた。 

 

10  昭和 54 年 10 月 19 日の台風（20 号） 

10 月６日 15 時トラック島の東で台風となった。台風 20 号は８日の朝から北西に進み

始め、９日夜グアム島の南海上を通過した頃から急速に発達。12 日 15 時には沖ノ鳥島の

南南東約 400km の海上で中心気圧 870mb を観測、最盛期（大型、猛烈な台風）となっ

た。台風はその後ゆっくりした速さで西北西に進み 16 日早朝から北北西に向きを変え、
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18 日 0 ９時には沖縄の南約 150km の海上に達した。 

台風はこの頃から次第に北東へ向きを変えながら加速し、19 日 0 ９時 40 分頃和歌山県

白浜付近に上陸（965hPa 、大型、並の強さ）、名古屋市の直ぐ西を通って本州を北東に縦

断し、19 時には八戸沖へぬけた。 

 

11  平成２年９月 19 日～20 日の台風（19 号） 

グアム島の北西海域で発生した弱い熱帯低気圧は９月 13 日台風 19 号となり、発達しな

がら北西に進み、16 日から 17 日にかけて、ゆっくり沖縄の南東海上に近づき、急激に発

達した。17 日午後には中心気圧 890hPa を記録し、猛烈な台風となった。 

その後台風は北東進し、950hPa 以下の勢力を保ったまま、19 日20 時過ぎ和歌山県の

白浜の南に上陸した。上陸後速度を上げて近畿地方から東海地方を通り、本州を縦断し、

20 日 12 時には三陸沖にぬけた。 

 

12  平成 3 年９月 18 日～19 日の台風（18 号） 

台風 18 号は 18 日、沖縄の東沖を加速しながら北東進。それに伴い本州海岸の秋雨前線

の活動が活発となった。台風は翌 19 日夕方、八丈島の南を通り、夜には銚子沖に達し、

20 日早朝三陸沖で温帯低気圧となった。このため、東海地方を含め、太平洋岸各地では記

録的な大雨となり、被害は東海地方から東北地方の 16 都県に及んだ。愛知県では、既に

18 日午前中全域雨となり、夜半過ぎから所々激しく降り、18 日・19 日にかけて 100 ～

300mm の大雨となった。名古屋では 19 日の日雨量 217.5mm を観測し、これは累年第

2 位の記録となった。 

 

13  平成６年９月 29 日～30 日の台風（26 号） 

９月 19 日 0 ３時にグアム島の南西海上で台風となった 26 号は、発達しながら概ね北に

進路をとり、29 日 19 時半頃大型で強い勢力を保ったまま和歌山県南部に上陸した。上陸

時の中心気圧は 950hPa 、中心付近の最大風速は 40m/s であった。上陸後は勢力を弱め

ながらやや速度を速め、琵琶湖付近を通って 30 日 0 ３時には石川県沖に進んだ。 

この台風の影響により、東部の山間部では総雨量が 200mm を超えた。 

 

１４ 平成 10 年９月 21 日～23 日の台風（７号と８号） 

９月 1 ７日 21 時にフィリピンの西の海上で発生した台風第７号は、徐々に発達しながら

南西諸島の東海上を北東進した。また、台風第８号は９月20 日に日本の南海上で発生し、

北上した。 

日本への上陸は第８号のほうが早く、2 １日 16 時前に和歌山県田辺市付近に上陸し、翌

日の 22 日 13 時過ぎには第７号が和歌山県御坊市付近に上陸した。 

第８号の上陸時の勢力はごく小さく、弱いものであったが、21 日夜に一時風雨が強くな

った。第８号は強い雨が顕著で、東部の山間部では 21 日の 21 時から 23 時にかけて、１

時間に 40 ～60mm の激しい雨が降った。 

一日遅れて上陸した第７号は、中型で、強い勢力を保って 22 日 15 時頃に滋賀県を通り、
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北陸へ向かった。台風が愛知県の西を強い勢力で進んだことから、県内では南寄りの暴風

が吹き荒れ、名古屋では最大瞬間風速、南南東の風 42.6m/s を観測した。この値は昭和

34 年の伊勢湾台風時に観測した 45.7m/s に次ぐ観測開始以来第２位の記録となった。 

 

１５ 平成 12 年９月 11 日～12 日の台風（14 号） 

サイパン島の東海上にあった熱帯低気圧は、９月２日 21 時に台風第 14 号となった。

10 日 09 時には南大東島の東南東の海上に達し、大型で非常に強い勢力に発達した。一方、

９月 11 日から 12 日にかけて、日本付近には秋雨前線が停滞しており、この前線に向かっ

て台風第14 号からの暖かく湿った空気が多量に流れ込んで活動が活発となり、愛知県を中

心とした東海地方で記録的な大雨となった。 

愛知県では県西部を流れる「新川」の堤防が決壊したのをはじめ、河川の破堤は 20 箇所

に達したほか、名古屋市内では広範囲に浸水被害が発生した。 

この大雨で、名古屋地方気象台が観測した日最大１時間降水量 97.0mm 、日最大降水量

428.0mm 、月最大 24 時間降水量 534.5mm は、いずれも統計開始以来最も多い値とな

った。 

台風は、12 日 19 時過ぎには沖縄を通過し、東シナ海で向きを北寄りに変え、九州の西

海上を北東に進んで朝鮮半島に上陸した。その後、日本海に進み 16 日 15 時には日本海西

部で温帯低気圧となった。 

 

１６ 平成 15 年８月８日～９日の台風第 10 号 

台風第 10 号は 8 月 3 日 15 時にフィリピンの東で発生し、7 日 15 時には大型で非常に

強い台風となった。台風第10 号は強い勢力を維持したまま 8 日 21 時 30 分頃に高知県室戸

市付近に上陸し、いったん瀬戸内海にぬけた後、9 日 6 時頃に兵庫県西宮市付近に再上陸し

た。その後はやや勢力を弱めながら本州を縦断するように北東に進み、10 日 6 時に千島近

海で温帯低気圧に変わった。 

台風第10 号は動きが比較的遅く、愛知県では台風からの湿った南よりの風が長時間続いた

ため、茶臼山で 390mm の総降水量を観測するなど愛知県東部の山地で雨量が多くなった。 

風も非常に強く吹き、名古屋で 9 日 6 時 17 分に東南東の風 28.0m/s 、伊良湖で 9 日 1

時 26 分に南の風 27.3m/s の最大瞬間風速を観測した。 

 

１７ 平成 16 年 10 月８日～９日の台風第 22 号 

台風第 22 号は、10 月 4 日 12 時にフィリピンの東で発生し、8 日 3 時には中心気圧

920hPa 、中心付近の最大風速 50m/s の非常に強い台風となった。その後、台風はゆっく

り北上し、9 日 16 時頃伊豆半島に上陸、関東地方南部を経て茨城県沖へ進み 10 日 9 時に

日本の東で温帯低気圧となった。 

台風が愛知県に最も接近したのは9 日14 時から15 時頃であった。台風の北上と停滞前線

の影響により愛知県では多いところで 2 日間で 300mm を超える大雨となり、9 日には約半

数の観測所で 10 月としての日降水量の極値を更新した。 
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１８ 平成 16 年 10 月 20 日～21 日の台風第 23 号 

台風第 23 号は、10 月 13 日 0 9 時にマリアナ諸島で発生し、16 日 21 時には中心気圧

940hPa 、中心付近の最大風速 45m/s 、暴風半径 280km 、強風半径 1 ,100km の超大型

で非常に強い台風となった。その後、台風第 23 号はゆっくり北上し、20 日 13 時頃に高知

県土佐清水市付近に上陸、近畿地方から東海地方を経て21 日9 時に関東の東海上で温帯低気

圧となった。 

台風の中心が愛知県に最も接近したのは 20 日宵の内から夜遅くで、名古屋では 20 日 18

時 39 分に南の風 33.2m/s 、伊良湖では 17 時 28 分に南東の風 35.2m/s の最大瞬間風速

を観測した。また、総降水量は、津具村茶臼山で 265mm となり、東三河北部を中心に

200mm を超える大雨となった。 

 

１９ 平成 21 年 10 月 7 日～8 日の台風第 18 号 

台風第 18 号は 9 月 30 日 09 時に発生し、ゆっくりと西に進み、10 月 4 日 09 時にはフ

ィリピンの東で、中心気圧 920hPa 、最大風速 55m/s の猛烈な台風に発達した。台風は 6

日から 7 日にかけて南大東島付近を通過し、中心気圧 940hPa 、最大風速 45m/s の強い勢

力を維持したまま、北北東から北東に進み、8 日午前 5 時すぎに知多半島付近に上陸後、愛

知県から関東甲信地方へ進んだ。 

この台風の影響により、伊良湖では 8 日に日最大瞬間風速 39.9m/s を観測した（1953

年の観測開始以来 10 月の極値を更新）。また、名古屋では、8 日に日最大 1 時間降水量

67.0mm を観測した（1890 年の観測開始以来 10 月の極値を更新）。 

 

２０ 平成 23 年 9 月 2 日～4 日の台風第 12 号 

台風第 12 号は、8 月 25 日 0 9 時にマリアナ諸島の西の海上で発生し、発達しながらゆっ

くりとした速さで北上し、30 日には小笠原諸島付近で中心気圧が 965 hPa 、最大風速が

35 m/s の大型で強い台風となった。台風は、いったん西に進んだ後北へ向きを変え、9 月 2

日には大型の台風となって暴風域を伴ったまま四国地方に接近し、3 日10 時前に高知県東部

に上陸した。台風はその後もゆっくりとした速さで北上を続け、18 時頃に岡山県南部に再上

陸した後、4 日未明に山陰沖に進み、5 日 15 時に日本海中部で温帯低気圧に変わった。 

台風が大型でさらに動きが遅かったため、長時間にわたって台風周辺の非常に湿った空気

が流れ込み、県内では、降り始め（2 日 09 時）から 5 日 14 時までの降水量は、西三河北東

部、東三河北部で 300 mm を超え、豊田市稲武では 330.0 mm を観測した。 

 

２１ 平成 23 年 9 月 20 日～21 日の台風第 15 号 

台風第15 号は、9 月13 日21 時に日本の南で発生し、北に進んだ後西に向きを変え、16

日にかけて大東島地方に向かって進んだ。台風は、南大東島の西海上を反時計回りに円を描

くようにゆっくり動いた後、19 日 21 時には最大風速が 35m/s の強い台風となって奄美群

島の南東海上を北東に進み、20 日21 時には中心気圧が940hPa 、最大風速が50m/s の非

常に強い台風となった。台風は、速度を速めつつ四国の南海上から紀伊半島に接近した後、

21 日 14 時頃に静岡県浜松市付近に上陸し、強い勢力を保ったまま東海地方から関東地方、
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そして東北地方を北東に進んだ。 

県内では、19 日夕方から、東海地方に上陸し関東地方に進んだ 21 日夕方にかけて、断続

的に強い雨が降り、特に20 日は、名古屋市などで激しく降るなど、尾張東部から中濃・東濃

にかけて大雨となり、庄内川が氾濫した。降り始め（19 日 17 時）から 21 日 19 時までの

降水量は、尾張東部、東三河北部で300 mm を超えたところがあり、豊田市阿蔵では383.5 

mm を観測した。また、台風が最接近した21 日昼頃から沿岸部では非常に強い風が吹き、伊

良湖で 21 日 12 時 34 分に日最大瞬間風速 33. 0m/s を観測した。 

 

２２ 平成 24 年 6 月 19 日の台風第 4 号 

台風第4 号は、6 月 12 日15 時にカロリン諸島で発生し、フィリピンの東海上に達した後、

進行方向を変え発達しながら北上した。18 日には沖縄の南海上、19 日 09 時には九州の南

海上を北北東に進み、強い勢力を維持しながら本州に接近し、19 日 17 時過ぎに和歌山県南

部に上陸した。その後、台風は紀伊半島の東岸を北東に進み、伊勢湾を通過し、20 時過ぎに

愛知県東部に再上陸した。その後も北東に進み、関東甲信地方を通過し、20 日 9 時には東北

地方の東海上に達し温帯低気圧に変わった。 

県内では、この台風と梅雨前線の影響により大雨となり、19 日昼前から、断続的に強い雨

が降り、台風本体の雨雲がかかり始めた夜には、豊田市阿蔵で1 時間降水量65.5 mm の非常

に激しい雨を観測するなど、東部を中心に大雨となった。降り始め（19 日 00 時）から 20

日 06 時までの降水量は、豊田市阿蔵では 239.0 mm 観測した。また、19 日午後から東よ

りの風が強まり、夜には豊橋で最大瞬間風速29.1m/s を観測するなど東部を中心に東よりの

強い風が吹いた。 

 

２３ 平成 25 年 9 月 16 日の台風第 18 号 

9 月 13 日 0 3 時に小笠原の近海で発生した台風第 18 号は、日本の南海上を北西に進みな

がら 14 日 9 時に大型となり、15 日夕方には四国の南海上に達した。その後、台風は進路を

北東に変え、近畿地方や東海地方を暴風域に巻き込みながら東海道沖を北東に進み、16 日 8

時前に愛知県豊橋市付近に上陸した（8 時の中心気圧は 970hPa ）。台風は上陸後も勢力を

維持したまま北上し、暴風域を伴って関東甲信地方を北東に進んだ後、東北地方南部を経て

16 日 18 時には三陸沖に達した。 

愛知県では、14 日夜から台風の北側の雨雲がかかりはじめ、15 日夕方にかけて所々で雨

が降ったが、15 日夜遅くから県内全域で雨となった。台風本体の雨雲がかかった 16 日朝に

は、東部を中心に非常に激しい雨が降り、特に豊田市小原では 16 日 9 時 6 分までの 1 時間

に 96.0 mm の猛烈な雨が降り、観測開始以来の極値を更新した。降り始め（14 日 21 時）

から 16 日 16 時までの降水量は、豊田市阿蔵で 321 mm を観測した。解析雨量では、9 月

16 日 16 時までの 48 時間に、豊田市東部付近、新城市付近、設楽町付近で約 350 mm と

なった。風については、15 日午後から南東よりの風が強まり、16 日朝にかけ海上を中心に

南東の非常に強い風が吹いた。また、台風の通過後は、北西の非常に強い風が吹いた。豊橋

市豊橋では、最大瞬間風速 39.4  m/s （16 日 07 時 20 分）を記録した。海上では 15 日早

朝から波やうねりが高くなり、16 日は大しけとなった。 
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２４ 平成 26 年 8 月 9 ～10 日の台風第 11 号 

台風第 11 号は、7 月 29 日 12 時にマリアナ諸島付近で発生し、8 月 4 日 09 時にはフィ

リピンの東に進んだ。その後、進路を次第に北に変え、日本の南から四国の南に進み、8 月

10 日 06 時過ぎに高知県安芸市付近に上陸した。その後、台風は兵庫県赤穂市付近に上陸し、

8 月 10 日の昼過ぎには日本海に達した。8 月 11 日 09 時には日本海北部で温帯低気圧に変

わった。 

台風の接近に伴い、北日本から西日本にのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込

んだ影響により、8 月 9 日未明から 10 日にかけて大雨となった。 

三重県では8 月9 日の日降水量が、津市白山で435.5 mm 、津市笠取山で393.0 mm 、亀

山で 333.0 mm を観測し、統計開始以来の極値を更新した。 

降り始め（8 月 8 日 14 時）から 8 月 10 日 24 時までの総降水量は、三重県大台町宮川

で 661.5 mm 、三重県津市白山で 518.0 mm となった。 

このため、三重県では 9 日 17 時 20 分に大雨特別警報が発表された。 

 

2 ５ 平成 26 年 10 月５日～６日の台風 18 号 

台風第 18 号は、９月 29 日 15 時にトラック諸島近海で発生し、10 月２日 09 時には

フィリピンの東で大型で非常に強い台風となった。４日 09 時には南大東島の東南東の海上

に進み、次第に進路を北に変え、５日09 時には屋久島の南南東の海上で大型で強い台風とな

った。その後、進路を北から北東に変え、６日 03 時には潮岬の南南西の海上、６日 06 時

には尾鷲市の東南東の海上を北東に進んだ。６日 08 時過ぎに静岡県浜松市付近に上陸し、

速度を上げて６日 09 時には静岡市付近、６日 11 時には東京 23 区付近を北東に進み、昼

過ぎには関東の東に達した後、６日 21 時に日本の東で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、降り始めの５日 01 時から６日 12 時までの降水量は、豊橋市神野新田町で

222.5mm 、田原市伊良湖で 187.0mm 、新城市作手高里木戸口で 179.0mm を観測した。

常滑市セントレアでは最大風速 21.8m/s 、最大瞬間風速 27.3m/s 、豊橋市豊橋では最大風

速 19.3m /s 、最大瞬間風速 32.2m/s 、を観測した。 

 

2 ６ 平成 26 年 10 月 13 日～14 日の台風 19 号 

台風第 19 号は、10 月３日 21 時にマーシャル諸島で発生したのち西北西に進み、７日

21 時にはフィリピンの東で猛烈な台風となり、次第に向きを北に変えながら 10 日 03 時

には沖縄の南で大型で非常に強い台風となった。12 日 03 時には大型で強い台風となり東

シナ海を北上した後、12 日夜遅くには進路を東に変え、13 日 08 時半頃に鹿児島県枕崎

市付近に上陸した。13 日 09 時には大型の台風となり、九州南部を通過し海上に進んだ後、

13 日 14 時半頃に高知県宿毛市付近に上陸し、四国を北東に進み、13 日 20 時半頃に大

阪府岸和田市付近に上陸した。13 日 23 時には愛知県一宮市付近を通過し、14 日 00 時

には岐阜県郡上市付近に進み、14 日 06 時には三陸沖に進んだ後、14 日 09 時には温帯

低気圧に変わった。 

愛知県では。降り始めの 13 日 02 時から 14 日 04 時までの降水量は、豊田市阿蔵町で

125.5mm 、愛西市江西町 125.0mm 、豊根村茶臼山で 124.0mm を観測した。常滑市セ
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ントレアでは最大風速 22.0m/s 、最大瞬間風速 28.8m/s を観測した。海上では波の高さが

７m の大しけとなった。潮位は、衣浦で 10 月 13 日 19 時 38 分に最大潮位偏差（瞬間

値）77cm 、10 月 13 日 19 時 38 分に最高潮位（瞬間値）標高 147cm 、名古屋で 10 

月 13 日 19 時 42 分に最大潮位偏差（瞬間値）73cm 、10 月 13 日 19 時 42 分に最

高潮位（瞬間値）標高 150cm を観測した。 

 

27  平成 27 年９月９日の台風第 18 号 

台風第 18 号は、９月７日 03 時に日本の南で発生し、ゆっくりした速さで北北西に進ん

だ。８日03 時には硫黄島の西北西を時速25km で北へ進み、８日09 時には父島の西に達

した。台風は９日01 時には八丈島の西南西を時速25km で北北西に進み、９日07 時に愛

知県豊橋市の南を北北西に進んだ後、９日 10 時過ぎに愛知県知多半島に上陸した。台風は

その後、９日 11 時には愛知県名古屋市付近、13 時には石川県小松市の南南東を北北西に

進んだ後、日本海に進み、９日 21 時に台風は日本海中部で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、降り始めの７日 13 時から 10 日 09 時までの降水量は、西尾市一色町で

219.5mm 、田原市伊良湖で 212.5mm 、南知多町豊丘で 210.5mm を観測した。風につ

いては、愛知県常滑市セントレアでは最大風速 17.8 m/s 、最大瞬間風速 28.8m/s 、田原市

伊良湖では最大風速 15.9 m/s 、最大瞬間風速 30.3m/s 、名古屋市千種区では最大風速

14.3 m/s 、最大瞬間風速 30.1m/s を観測した。 

 

28  平成 28 年９月 19 日～20 日の台風第 16 号 

台風第 16 号は、９月 13 日 03 時にフィリピンの東で発生し、20 日 0 0 時過ぎに鹿児

島県大隅半島に上陸し、西日本の南岸を東北東に進み、20 日 13 時半頃和歌山県田辺市付

近に上陸した。その後、20 日夜のはじめ頃に愛知県を東進し、20 日 21 時に東海道沖で

温帯低気圧に変わった。 

愛知県では 19 日 17 時までの１時間に岡崎市木下町（愛知県雨量計）で 103mm の雨

を解析した。また、20 日 17 時 23 分までの１時間に、蟹江町蟹江で 61.0mm の雨を解

析した。19 日 00 時から 20 日 24 時までの 48 時間解析雨量積算では、西三河南部で

300mm を超える雨量を解析した。 

 

29  平成 29 年７月４日～５日の台風第３号 

台風第３号は、７月２日 09 時に沖縄の南で発生し、発達しながら北西に進んだ。３日は

東シナ海を北東へ進み、４日 08 時頃に長崎市付近に上陸した。この後九州を横断し、豊後

水道を東へ進んだ後、４日 12 時過ぎに愛媛県宇和島市付近に上陸した。四国地方を横断し

た後、４日 17 時前に和歌山県田辺市付近に上陸し、４日夜は東海道沖を東に進んだ。その

後、５日 09 時には日本の東で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では４日 18 時 30 分までの１時間に瀬戸市付近、豊田市西部付近で約 70mm の

雨を解析し、00 時から 24 時までの解析雨量は 150mm を越える雨量を解析した。 

 

30  平成 29 年８月７日の台風第５号 
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台風第５号は７月 21 日 09 時に南鳥島近海で発生し西に進んだ。29 日には父島の東を

南西に進み、８月１日には日本の南で北西に向きを変え、６日には九州の南で北東に向きを

変えて進み、７日 10 時頃に高知県室戸市付近を通過し、７日 15 時半頃に暴風域を伴った

まま和歌山県北部に上陸した。上陸後は近畿地方を北東に進み、７日 19 時には三重県伊賀

市付近を通過し、８日 05 時には富山湾に達した。その後も北陸地方の沿岸を北東に進み、

８日 18 時に新潟県佐渡市付近に達した後、９日 03 時には山形県沖で温帯低気圧に変わっ

た。 

愛知県では、降り始めの７日 00 時から８日 24 時までの降水量は豊根村茶臼山で

224.5mm 、豊田市阿蔵で 203.0mm を観測した。愛知県常滑市セントレアでは最大風速

22.7m/s 、最大瞬間風速 28.3m/s を観測した。県内では突風により人的被害、住家の損壊

などが発生した。 

 

31  平成 29 年９月 17 日～18 日の台風第 18 号 

台風第 18 号は、９月９日 21 時にマリアナ諸島で発生し、11 日から 12 日にかけて強

い勢力となりフィリピンの東から沖縄の南を北西に進んだ。16 日に進路を東寄りに変えて

東シナ海を東北東に進み、17 日 11 時半頃、鹿児島県南九州市付近に上陸した。その後、

暴風域を伴ったまま次第に速度を上げて九州南部及び四国地方を通過し、17 日 22 時頃に

兵庫県明石市付近に上陸した後、近畿地方及び北陸地方を北東に進み、18 日北海道を北北東

に進み、18 日 21 時にサハリン付近で温帯低気圧に変わった。 

愛知県ではセントレアで最大風速 24.5m/s 、最大瞬間風速は 32.4m/s 、名古屋市で最大

風速 16.5m/s 、最大瞬間風速 30.8m/s を観測した。 

 

32  平成 29 年 10 月 22 日～23 日の台風第 21 号 

10 月 16 日 03 時にカロリン諸島で発生した台風第 21 号は、発達しながらフィリピン

の東海上を北上し、21 日には超大型で非常に強い勢力となり日本の南海上を北上した。22 

日夜遅くには東海道沖を北北東に進んだ後、23 日 03 時頃に超大型で強い勢力で静岡県御

前崎市付近に上陸した。その後、暴風域を伴ったまま静岡県及び関東地方を北東に進み、23 

日 15 時に北海道の東で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では 22 日から 23 日にかけて、台風第 21 号や前線の影響により広い範囲で大雨

や強風となり、23 日は暴風となった所があった。このため、人的被害や住家被害、河川の

越水などの被害が発生した。 

 

33  平成 30 年７月 28 日～29 日の台風第 12 号 

７月 25 日 03 時に日本の南で発生した台風第 12 号は、26 日 21 時には強い勢力とな

り発達しながら北上し、28 日は次第に進路を西よりに変え伊豆諸島付近を北西に進んだ。

台風は、暴風域を伴い強い勢力を維持したまま東海道沖を西へ進み、29 日 01 時頃に三重

県伊勢市付近に上陸した。東海地方を西へ進んだ非常に珍しい台風となった。 

愛知県では 28 日から 29 日にかけて非常に強い風が吹き、29 日は暴風となった所があ

った。このため、強風による人的被害が発生したほか、広域の停電や鉄道の運休などライフ



資料編 第２章 災害 
 

 

 35  

ラインや交通機関に大きな影響があった。 

 

34  平成 30 年８月 22 日～24 日の台風第 20 号 

18 日 21 時にトラック諸島近海で発生した台風第 20 号は、小笠原諸島の南西海上を発

達しながら北西に進み、22  日 12 時に非常に強い勢力となり日本の南を北西に進んだ。23 

日は、四国の南海上を北上し、強い勢力で暴風域を伴ったまま 23 日 21 時頃に徳島県南部

に上陸した。その後も暴風域を伴ったまま四国地方および近畿地方を北上し、24 日 02 時

に日本海に抜けた後、24 日 15 時に秋田県沖で温帯低気圧に変わった。 

三重県では 22 日夜遅くから雨が降り、24 日にかけて大雨となった。降り始めの 22 日

22 時から 24 日 20 時までの総雨量の多い所は、大台町宮川 448.5mm 、尾鷲 311.0mm 、

御浜262.0mm であった。台風が三重県に接近した24 日未明に、尾鷲の最大風速は24 日

00 時 31 分に南南東の風 19.4m/s 、最大瞬間風速は 24 日 00 時 30 分に南南東の風

36.3m/s を観測した。海上では台風の接近に伴って、波が高くうねりを伴い、23 日夜遅く

には外海で９m を超え猛烈なしけとなった。このため、人的被害があったほか、鉄道の運休

や船舶の欠航、停電など、交通機関やライフラインに影響があった。 

 

35  平成 30 年９月４日～５日の台風第 21 号 

８月 28 日 09 時に南鳥島近海で発生した台風第 21 号は、マリアナ諸島を発達しながら

西に進み、31 日 09 時に猛烈な勢力となった。その後は非常に強い勢力で日本の南海上を北

上し、暴風域を伴い非常に強い勢力を維持して４日 12 時頃に徳島県南部に上陸した。その

後も暴風域を伴ったまま北北東に進み、14 時頃に兵庫県神戸市付近に再上陸、15 時には

若狭湾に達し、日本海沿岸を北上した後、５日 09 時に間宮海峡で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では４日から５日にかけて猛烈な風が吹き、４日には県内の広い範囲で暴風となり

海上では猛烈なしけとなった。また、台風の北上に伴って流れ込んだ雨雲の影響により大雨

となった所があった。このため、強風による人的被害や建物の被害が発生したほか、鉄道の

運休や航空機・船舶の欠航、広域の停電など、交通障害やライフラインへの大きな影響があ

った。 

 

36  平成 30 年９月 29 日～10 月１日の台風第 24 号 

９月 21 日 21 時にマリアナ諸島付近で発生した台風第 24 号は、フィリピンの東海上を

発達しながら西北西に進み、25 日 00 時には猛烈な台風となった。30 日は次第に速度を

速めながら四国の南海上を北東に進み、暴風域を伴い非常に強い勢力を維持して、30 日 20 

時頃に和歌山県田辺市付近に上陸した。その後も暴風域を伴ったまま更に速度を速めて東海、

関東甲信、東北地方を北東に進み、10 月１日 12 時に日本の東海上で温帯低気圧に変わっ

た。 

愛知県では、台風が強い勢力のまま愛知県西部を通過したため、豊橋で最大風速 27.1m/s 

を観測し 2005 年の統計開始以来 1 位の記録的な暴風となった。最大瞬間風速は 38.1m/s 

で 2008 年の統計開始以来２位であった。また、台風本体の雨雲がかかった 30 日夜を中心

に東三河北部では一時的に猛烈な雨が降った所があった。 
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このため、強風による人的被害や建物等の被害が発生したほか、鉄道の運休や航空機・船

舶の欠航、広域および長時間にわたる停電など、交通障害やライフラインへの大きな影響が

あった。 

 

37  令和元年８月 14 日～16 日の台風第 10 号 

８月６日 15 時にマリアナ諸島で発生した台風第 10 号は北西に進み、14 日 03 時には

四国の南に進んだ後、進路を北に変え 15 日は豊後水道を北上した。11 時過ぎに愛媛県佐

田岬半島付近を、東側 330km 西側 60km と東側に偏った暴風域を伴って通過、15 時頃

に暴風域が消滅した状態で広島県呉市付近に上陸した。 

上陸後台風は中国地方を縦断し 15 日夜には日本海に進み、北上しながら進路を次第に北

東に変えて 16 日 21 時に北海道の西で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、15 日朝から風が強まり始め、台風の進む速度が遅かったため強風は 16 日

朝まで続いた。このため、強風による人的被害や建物等の被害が発生したほか、鉄道の運休

や航空機・船舶の欠航などの影響があった。 

 

38  令和元年９月８日～９日の令和元年房総半島台風（台風第 15 号） 

９月５日 15 時に南鳥島近海で発生した台風第 15 号は、小笠原近海を北西に進み、８日に

は向きを北よりに変え伊豆諸島北部を北北東に進んだ。９日 03 時前に非常に強い勢力で三

浦半島付近を通過、９日 05 時前に強い勢力で千葉市付近に上陸後、関東地方を北東に進ん

だ。 

静岡県では、８日夜遅くから９日未明にかけて暴風となり、非常に強い風を観測した所が

あった。また、８日朝から断続的に雨となり、台風が接近した８日夜から９日未明にかけて

は伊豆地方を中心に猛烈な雨となり、降り始めからの総降水量は天城山で440.5 ミリとなっ

た。海上では、８日から９日にかけて波やうねりが高くなり、石廊崎では４メートルを超え

るしけとなった。 

このため、人的被害や建物等の被害が発生したほか、道路の通行止め、鉄道の運休や航空

機・船舶の欠航、断水・停電などライフラインへの影響があった。 

 

39  令和元年 10 月 11 日～13 日の令和元年東日本台風（台風第 19 号） 

10 月６日３時に南鳥島近海で発生した台風第 19 号は、マリアナ諸島を西に進みながら、

７日 18 時に大型で猛烈な台風となった。台風はその後小笠原近海を北北西に進み、12 日

には北寄りに進路を変え伊豆諸島北部を北北東に進んだ。12 日 19 時前に大型で強い勢力

で伊豆半島に上陸した後、関東地方を通過し、13 日未明に三陸沖に抜けた。 

愛知県では 12 日を中心に強風となり外海では大しけとなった。また、台風周辺の活発な

雨雲の影響により大雨となった所があった。このため、強風による人的被害が発生したほか、

鉄道の運休や航空機・船舶の欠航などの影響があった。 

 

40  令和２年９月６日～７日の台風第 10 号 

９月１日 21 時に小笠原近海で発生した台風第 10 号は、５日 11 時には大型で非常に強
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い勢力となり、７日は九州の西海上から日本海西部を北に進み、８日 03 時には中国東北区

で温帯低気圧に変わった。愛知県には台風本体の雨雲はかからなかったものの、台風東側の

暖かく湿った空気と高気圧の縁をまわる暖かく湿った 

空気が合流して流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。このため、６日から７日

にかけて所々で雨となり、特に７日昼前から夕方にかけては、雷を伴い非常に激しい雨が降

って大雨となった所があった。また、外海ではうねりを伴って大しけとなった。名古屋市で

床上浸水などの被害が発生した。 

 

41  令和４年９月 18 日～19 日の台風第 14 号 

９月 14 日 03 時に小笠原近海で発生した台風第 14 号は、日本の南を発達しながら北西

に進み、18 日 19 時頃に大型で非常に強い勢力で鹿児島市付近に上陸した。台風は九州を

北上して19 日朝には日本海に進み、19 日16 時半頃に島根県出雲市付近に再上陸した。そ

の後、山陰沖を進んで20 日04 時過ぎに新潟市付近に上陸し、東北地方を進んで20 日09 

時に日本の東で温帯低気圧に変わった。 

愛知県では、９月 18 日夜から 19 日朝にかけて台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、

大気の状態が非常に不安定となった。このため、愛知県の尾張西部で、道路冠水などの被害

が発生した。 

 

42  令和４年９月 23 日～24 日の台風第 15 号 

９月 22 日 09 時に日本の南の海上で発生した台風第 15 号は、その後北上した後、23 

日 21 時に紀伊半島の南で熱帯低気圧に変わった。 

愛知県では、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となった。

23 日夕方から夜遅くにかけては線状降水帯が発生し、特に東三河南部では猛烈な雨が降り、

降り始め（22 日５時）からの総雨量が多い所で 300 ミリを超える大雨となった所があった。

このため、愛知県西三河南部や東三河南部を中心に、住家被害や道路損壊などの被害が発生

した。 

 

（注）平成４年 12 月１日、気象庁は台風情報等に用いる気圧の単位を hPa（ヘクトパスカル）に

変更した。１mb=１hPa であることから、従前の mb（ミリバール）との換算は必要なく、

単位を読み変えることのみで、旧来の資料等は使用することができる。 
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○東海地方に影響のあった主な台風（経路図） 

（名古屋地方気象台） 
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○台風の大きさと強さの分類 

大きさの階級分け                      （名古屋地方気象台） 

階    級 風速15m/s 以上の半径 

大 型：（ 大 き い ）  500 km 以上～800km 未満 

超大型：（非常に大きい） 800km 以上 

 

強さの階級分け 

階 級 最  大  風  速 

強 い 33m/s （ 64kt ）以上～44m/s （ 85kt ）未満 

非常に強い 44m/s （ 85kt ）以上～54m/s （105kt ）未満 

猛 烈 な 54m/s （105kt ）以上 

（注）TS ：Tropica l Storm ，STS ：Severe  Tropical  Storm ，T：Typhoon ，kt ：ノット 
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（３）地震 

過去に愛知県に大きな被害を与えた地震は、海洋型大地震（遠方大地震）と内陸型地震（直

下地震）のタイプに分けることができる。 

 

１ 海域浅発大地震…………南海トラフ沿いに発生する地震 

（１）1707 年 宝永地震 Ｍ8.6  

愛知県では、渥美郡、吉田（現豊橋）で大被害のほか全県で被害。尾張領内の堤防

被害延長 9,000 ｍ。震度７～６。津波も来襲し、渥美郡外浜通りでは４～５ｍにもな

った。 

（２）1854 年 安政地震 Ｍ8.4  

愛知県では、宝永地震に似た被害。三河、知多、尾張の沿岸部の被害が目立った。

津波も来襲し、知多半島西岸で３～５ｍとなり被害が出た。震度６～５。 

（３）1944 年 東南海地震 Ｍ8.0  死者・行方不明者 1,223 人 

愛知県の被害は、他県に比べて最大で、死者・行方不明者 438 人、負傷者 1,148

人、家屋全壊 16,532 棟、同半壊 35,298 棟。震度６～５、一部７。小津波あり、

名古屋臨海部などでは著しい液状化現象による被害があった。 

 

２ 陸域浅発地震…………陸地の断層の破壊によって発生する大地震 

（１）1586 年 天正地震 Ｍ8.2  死者 5,500 人以上 

この地震の震央は伊勢湾で、長島付近では大被害を受け震度７、尾張部６、三河部

６～５。津波による被害大。 

（２）1891 年 濃尾地震 Ｍ8.4  死者 7,273 人 

愛知県の被害は、死者 2,638 人、負傷者 7,705 人、全壊 85,511 棟、半壊 55,655

棟で愛知県の地震災害史上最大の被害を受けた。震度７～６。 

（３）1945 年 三河地震 Ｍ7.1  死者 2,306 人 

三河南部の深溝断層の活動によるもので、幡豆郡、碧海郡に大被害を生じた。被害

はすべて愛知県のもので、死者 2,306 人、負傷者 3,866 人、全壊 16,408 棟、半

壊 31,679 棟。震度は西三河南部を中心に７～６、県域の大部分が５以上。 

（１）、（３）はいわゆる県土の直下地震と考えられる。 
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２ 過去の町内の災害の記録 

年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 

町 内 の 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

大元9.22 ～23  

（1912 年） 
暴風雨 974.1  28.2SSE  1 02.9  

②負傷者 数名 

倒壊家屋 47 戸 

大5.6.7  

（1919 年） 
集中豪雨    

②床上浸水 10  

床下浸水 350  

田畑冠水 607 町 

大10.9.25  

～26  

（1921 年） 

暴風雨 986.7  18.3SE  43.9  

 

昭5.7.19  

（1930 年） 
大 雨    

 

昭9.9.21  

（1934 年） 

暴風雨 

(室戸台風) 
975.9  32.9SSE  2 4 .0 

 

昭34.9.26  

（1959 年） 

暴風雨 

高 潮 

(伊勢湾台風) 

958.5  37.0SSE  165.7  

②負傷者 32  

家屋全壊 22  

半壊 42  

一部破損 610  

③県下全域（沿岸部中心） 

昭46.8.30  

～31  

（1971 年） 

大 雨 

(台風23 号) 
987.5  1 0.0E  321.5  

②床上浸水 20  

床下浸水 100  

③県下全域 

昭46.9.26  

（1971 年） 

集中豪雨 

(台風29 号) 
 25   

③西三河（小原村、藤岡町、豊

田市、足助町） 

昭48.8.4 ～5  

（1973 年） 
強雷雨 － － 194  

①強い雷雨により、家屋の浸水

の被害を発生した。 

②床上浸水 2  

床下浸水 100  

昭51.9.8 ～13  

（1976 年） 

集中豪雨 

(51.9 豪雨 

台風17 号) 

1,002.4  1 0.2SE  

422  

(一宮 

682 ) 

(南知多 

602 ) 

①集中豪雨による災害で尾張、

海部、知多に中小河川のはん

らん等の被害が発生した。 

②床下浸水 35  

③尾張、海部、知多地域（59

市町村） 
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年 月 日 
種 別 

（名称） 

名古屋の記録 

町 内 の 

被害概要 

①災害の特徴 

②被害の程度 

③発生場所 

④被害額 

最低 

気圧 

（hPa） 

最大 

風速風向 

（m/s ） 

総雨量 

 

（mm ） 

平３.9.1 ８～1 9  

（1991 年） 
台風18 号 － － 242  

①短時間での豪雨により下流

河川が排水不良となり住宅

の浸水被害が多く発生した。 

②床上浸水 23  

 床下浸水 70  

平12 .9.11  

～1 2  

（2000 年） 

東海豪雨 

(12.9 豪雨) 
－ － 

567  

(東海市 

589)  

①記録的豪雨により、各地で河

川の越流があり広範囲で浸

水被害が発生した。 

②床上浸水 105  

床下浸水 78  

事業所の浸水 105  

③尾張、知多地域、岐阜県上矢

作町（21 市町） 

平成23.9.20  

～21  

（2011 年） 

台風15 号 － 22  274  ②床下浸水 41  

平成25.9.4  

（2013 年） 
豪雨 － － 133  ②床下浸水 1 5  

平成28.8.2  

（2016 年） 
大雨    ②床下浸水 15  

 



資料編 第２章 災害 
 

 

 47  

３ 過去の航空機事故の発生状況 

多くの場合、進入・着陸滑走中、着陸滑走・初期上昇中であるため、空港内（51.7% ）

又は、空港周辺（27.9% ）における事故が、全体の約 80% とされている。 

（下図１、２参照） 

参考：国際航空問題懇話会/1980 年－空港と安全（問題点と事故例について）－ 

 

図１ 運航過程別にみた事故発生比率（1946 ～78 世界民間輸送機計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 発生場所別にみた事故発生比率（1946 ～78 世界民間輸送機計） 
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名古屋空港周辺の主な事故 

 

年 月 日 機 種 と 事 故 場  所 
被    害 

人 物 

1  1 952.  5.28  米ジェット戦闘機墜落 
春日井市 

味美上ノ町 
なし 

土蔵全壊１棟 

住家半壊１棟 

2  55.  1. 5  〃 〃 〃 
鶏舎全壊１棟 

半壊１棟 

3  55.  6.17  〃 〃 
死亡１人 

重軽傷 10 人 
住家全壊１棟 

4  60.  3.16  自衛隊機と全日空機衝突 滑走路 
死亡３人 

重軽傷 1 0 人 
なし 

5  61.  6.22  自衛隊ジェット機墜落 
春日井市 

下屋敷 
なし 家屋全焼２棟 

6  65 . 3.29  〃 F86D 墜落 小牧市 
死亡１人 

重傷１人 
なし 

7  66.  5. 6  〃 F86D 墜落 岩倉市 なし 家屋全焼３棟 

8  67 . 2. 1  〃 T33A 墜落 
春日井市 

味美二子山 
〃 

名鉄線路 

破損他 

9  67.  9 .10  
民間セスナ機磯空中 

接触１機墜落 

一宮市 

篠原町 
死亡１人  

10  67.10.21  
三菱名航テスト中の 

自衛隊ジェット機 F10 4 墜落 

春日井市 

宮町 

死亡１人 

軽傷５人 

倉庫ビニール 

ハウス破損 

11  74.  7. 8  
自衛隊ジェット機 

F4EJ 墜落 

小牧市 

西之島 

死亡４人 

重軽傷２人 

家屋全焼２棟 

自動車全焼 

２台 

12  83.  4.19  
自衛隊ジェット輸送機 

C1 墜落（２機） 

伊勢湾・ 

菅島 
死亡 13 人  

13  94.  4.26  
中華航空機 A300 －600R 型 

墜落 
滑走路横 

死亡 264 人 

重傷・重体 

７人 
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第３章 防災上注意すべき自然的、社会的条件 

 

 

１ 河川一覧表 

（１）町内の主要河川 

（土木課） 

水系名 河川名 延長(町内) 管理団体 備 考 

庄内川 

〃 

〃 

〃 

大 山 川 

久田良木川 

堂 前 川 

境   川 

2,600  m 

1 ,825  

800  

79 8  

愛 知 県 

豊 山 町 

〃 

〃 

一級河川 

準用河川 

〃 

〃 
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２ 危険物大量保有事業所 

番 

 

 

号 

事 業 所 名 
住  所 

（設置場所） 
電話番号 

製 

 

造 

 

所 

貯  蔵  所 取 扱 所 

類品名 

屋 

 

 

 

内 

屋 

外 

タ 

ン 

ク 

屋 

内 

タ 

ン 

ク 

地 

下 

タ 

ン 

ク 

移 

動 

タ 

ン 

ク 

屋 

 

 

 

外 

給 

 

 

 

油 

自 

家 

用 

給 

油 

一 

 

 

 

般 

販 

 

 

 

売 

1  愛 知 県 （ 空 港 事 務 所 ） 県営名古屋空港内 29 - 1600      ○   ○    第4 類 

２ 愛 知 県 警 察 航 空 隊 県営名古屋空港内 28 - 6195   ○    ○      第4 類 

３ エ ア ロ ト ヨ タ 県営名古屋空港内 2 8 - 0616   ○          第4 類 

４ エ ア ー ラ イ ン 豊場字新田町193  28 - 4445      ○       第4 類 

５ 
E N E O S ウ ィ ン グ 

R41 小牧TS 給油取扱所 
豊場字幸田200  28 - 1505  

       
○ 

   
第4 類 

６ 
E N E O S ウ ィ ン グ 

R41 豊山TS 給油取扱所 
豊場字流川125 - 1  39 - 1256  

       
○ 

   
第4 類 

７ 久 田 良 木 川 排 水 機 場 豊場字八反19 -1  28 - 5611      ○       第4 類 

８ 航 空 自 衛 隊 小 牧 基 地 青山地内 76 - 2 191   ○ ○  ○   ○  ○  第4 類 

９ 国 土 交 通 省 大 阪 航 空 局 県営名古屋空港内 
0569 -  

38 - 2155  
    ○       第4 類 

10  小 塚 石 油 
豊場宇多門寺

25 - 1  
28 - 0160  

     
○ 

 
○ 

   
第4 類 

1 1  澤 政 塗 料 店 青山宇松張141  28 - 1251   ○        ○  第4 類 

1 2  新 日 本 ヘ リ コ プ タ ー 県営名古屋空港内 28 - 1025   ○          第4 類 

1 3  
セ ン ト ラ ル 

ヘ リ コ プ タ ー サ ー ビ ス 
県営名古屋空港内 39 - 11 ９1   ○          第4 類 

1 4  中 日 新 聞 社 県営名古屋空港内 28 - 0988   ○          第4 類 

15  中 日 本 航 空 県営名古屋空港内 28 - 2151   ○   ○       第4 類 

16  
名 古 屋 空 港 

ビ ル デ ィ ン グ 
県営名古屋空港内 28 - 1492  

   
○ 

       
第4 類 

17  ナ ゴ ヤ グ ラ ビ ア 豊場字大山75 -1  28 - 1106   ○   ○     ○  第4 類 

18  名 古 屋 北 部 市 場 運 輸 豊場宇幸田131  29 - 1152          ○   第4 類 

19  
Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 

豊 山 電 話 交 換 所 
豊場字西之町120  

052 -  

692 - 4205      
○ 

      
第4 類 

20  
（有）名古屋北部市場 

給油所 

豊場字八反107  

名古屋北部市場内 

052 -  

935 - 8055          
○ 

  
第4 類 

21  マ イ ナ ミ 空 港 サ ー ビ ス 県営名古屋空港内 28 - 1012   ○ ○   ○    ○  第4 類 

22  三 菱 重 工 業 豊場字松ノ木島1 28 - 1111  
 

○ ○ 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

第4 類 

第5 類 

23  エ ス エ ー エ ス 県営名古屋空港内 39 - 5175       ○      第4 類 
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第４章 防災上必要な施設・設備等 

 

 

１ 消防施設・設備等 

（１）消防本部（署） 

（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

区         分 
西 春 日 井 広 域 

事 務 組 合 消 防 本 部 

職 員 消 防 吏 員 数 １７３ 

保 有 車 両 

消 防 ポ ン プ 自 動 車 ２ 

水 そ う 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車 4  

小 型 動 力 ポ ン プ 水 槽 車 2  

は し ご 付 消 防 自 動 車 ２ 

化 学 消 防 ポ ン プ 自 動 車 1  

照 明 装 置 付 救 助 工 作 車 2  

救 急 自 動 車 6  

そ の 他 （ 指 令 車 、 広 報 車 等 ） １７ 

計 ３６ 

 呼 出 符 号 電 波 型 式 周 波 数 電 力 基地局 移動局 

消 防 

デ ジ タ ル 

無 線 

に し か す が い デジタル 
  

１ 

２４ 

き ゅ う き ゅ う 

に し か す が い 
デジタル 

  
６ 
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（２）消防団 

（令和６年 4 月 1 日現在）  

区               分 豊  山  町 

団       員       数 85  

機 械 消防ポンプ自動車 2  

水 

 

 

利 

消火栓（65mm ） 160  

消火栓（40 mm ） 200  

防火水槽（40 以上） 4 6  

防火水槽（40 未満） 5  

その他（自然水利） 10  

計 4 21  

 

（３）消防相互応援協定等締結状況 

区分 

 

機関名 

消防相互 

応援協定 

尾張西部北部消防 

相互応援 

愛知県下高速道路

消防相互応援協定 

愛知県名古屋飛行

場及び周辺消防活

動の業務協定 

西春日井広 

域事務組合 

消 防 本 部 

名古屋市 

春日井市 

小牧市 

海部東部消防組合 

一宮市 

江南市 

稲沢市 

岩倉市 

丹羽広域事務組合 

名古屋市、豊橋市、

一宮市、岡崎市、豊

川市、春日井市、津

島市、衣浦東部広域

連合、豊田市、瀬戸

市、稲沢市、小牧市、

新城市、東海市、大

府市、尾張旭市、岩

倉市、蟹江長、海部

東部消防組合、尾三

消防本部、海部南部

消防組合、及び愛西

市 

名古屋市 

春日井市 

小牧市 

豊 山 町 北名古屋市    

 

なお、広域的な消防部隊の応援要請を行う必要が生じた場合、町（西春日井広域事務組合

消防本部）は、「愛知県内広域消防相互応援協定」及び「愛知県消防広域応援基本計画」の

定めるところにより、消防相互応援を行う。 
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（４）化学消火剤の備蓄 

（令和６年 4 月 1 日現在）  

区分 

機関名 
Ａ火災対応消火剤 Ｂ火災対応消火剤 備 考 

西春日井広域事

務組合消防本部 

(kL)  

0.471  

(kL)  

1.81  
 

豊 山 町    

 

（５）流出油防除資機材 

（令和６年 4 月 1 日現在）  

区分 

機関名 

油 処 理 剤 油 吸 着 剤 オイルフェンス 

製 品 名 数量(Ｌ) 製 品 名 数量 製 品 名 数量(m) 

西春日井広域 

事務組合消防 

本部 

ＡＣクリーン 4 ２  
タフネル 

AC ﾗｲﾄ 

749 (枚) 

209.8 (kg) 
ｵｲﾙﾌｪﾝｽ 60  

 

豊  山  町 

 

ヤマトクリーン 

S- 480  
90   タフネル 

(枚) 

600   
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２ 通信施設・設備等 

（１）豊山町防災行政無線設備 

ア 無線局設置場所 

（ア）同報系 

呼 出 名 称 設置又は常置場所 摘   要 

同 報 系 操 作 卓 防 災 室 識別信号：とよやま103  

 

（イ）同報系屋外拡声子局 

番号 名  称 設 置 場 所 

1  神明公園 豊山町大字青山字神明120 番地1  

2  青山児童遊園 豊山町大字青山字居屋敷1714 番地1  

3  延命寺 豊山町大字青山字北浦1227 番地 

4  正法寺 豊山町大字青山字下屋敷765 番地 

5  新栄小学校 豊山町大字青山字東川100 番地 

6  社会教育センター 豊山町大字豊場字和合72 番地 

7  新田地内 豊山町大字豊場字新田町133 番地 

8  豊山保育園 豊山町大字豊場字新栄68 番地 

9  豊山小学校 豊山町大字豊場字中之町10 番地 

10  幸田緑道 豊山町大字豊場字幸田215 番地 

11  若宮児童遊園 豊山町大字豊場字若宮40 番地 

12  西之町児童遊園 豊山町大字豊場字流川58 番地 

13  総合福祉センター南館ひまわり 豊山町大字豊場字神戸188 番地 

14  八反地内 豊山町大字豊場字八反４０番地先 

15  志水小学校 豊山町大字豊場字下戸1 番地 

16  野田地内 豊山町大字豊場字野田２８番地先 
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（ウ）移動系 

種 類 識 別 信 号 設置又は常置場所 摘要 

基地局 ぎょうせいとよやま 防災安全課 統制台 

移動局 

とよやま１０２ 防災室 半固定型／動態管理装置 

とよやま２０１ 社会教育センター 

半固定型 

とよやま２０２ 総合福祉センターしいの木 

とよやま２０３ 総合福祉センター北館さざんか 

とよやま２０４ 総合福祉センター南館ひまわり 

とよやま２０５ 豊山保育園 

とよやま２０６ 冨士保育園 

とよやま２０７ 豊山小学校 

とよやま２０８ 新栄小学校 

とよやま２０９ 志水小学校 

とよやま２１０ 豊山中学校 

とよやま２１１ 新栄学習等供用施設 

とよやま２１２ 東部学習等供用施設 

とよやま２１３ 冨士学習等供用施設 

とよやま２１４ 久田良木川排水機場 

とよやま３０１ 

防災安全課 携帯型 

とよやま３０２ 

とよやま３０３ 

とよやま３０４ 

とよやま３０５ 

とよやま３０６ 

とよやま３０７ 

とよやま３０８ 

とよやま３０９ 

とよやま３１０ 

とよやま３１１ 

とよやま３１２ 

とよやま３１３ 

とよやま３１４ 

とよやま３１５ 

とよやま３１６ 

とよやま４０１ 消防１号車 

車載型 

とよやま４０２ 消防２号車 

とよやま４０３ 消防指令車 

とよやま４０４ 消防トラック 

とよやま４０５ 公用車№２ 

とよやま４０６ 公用車№３ 

とよやま４０７ 公用車№４ 

とよやま４０８ 公用車№５ 

とよやま４０９ 公用車№６ 

とよやま４１０ 公用車№７ 

とよやま４１１ 公用車№８ 

とよやま４１２ 公用車№９ 
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３ 水防施設・設備等 

（１）防災倉庫備蓄資機材 

防災倉庫名 

備蓄資機材名 
役  場 神  明 磯 吉 浦 住宅倉庫 

テ ン ト （張）   6    

ビ ニ ー ル シ ー ト （枚） 56   5   21    

懐 中 電 灯 （個） 57      

ラジオ付サーチライト （個） 20      

携 帯 用 投 光 器 （台） 6    2    

コードレスヘッドランプ （個） 18      

舟 艇 （隻） 4      

救 命 浮 輪 （個） 3      

木 杭 （本） 2   0   55    

土 の う 袋  （袋） 2,2 00      

土 の う （ 砂 入 り ） （袋） 500    400    

ト ラ 棚 （個） 10   27      

ス コ ツ プ （丁） 66   18   112    

掛 矢 （丁） 14   0   3    

つ る は し （丁） 11   0      

バ ー ル （丁） 15   0      

ハ ン マ ー （丁） 3   0      

番 線 カ ッ タ ー （丁） 2        

の こ ぎ り （丁） 4        

一 輪 車 （台） 2    56    

発 電 機 （台） 4    2    

水 中 ポ ン プ （基）   1    

チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク （基） 1    1    

お の （本） 2   1      

折 り 畳 み リ ヤ カ ー （台） 5   1   1    

折 り 畳 み 担 架 （台） 3        

組み立て式仮設トイレ （台） 3       

災害用マンホールトイレ （台）   10    

ト イ レ 処 理 袋 （回分） 1,300     9,600  

簡 易 ト イ レ セ ッ ト （式）   20    

ハ ソ リ （台）   6    

バ ー ナ ー （台） 1    5    

毛 布 （枚） 270   100   270   1,900  

大 型 扇 風 機 （台）   20    

非 接 触 温 度 計 （個）   10    
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（２）水防資材の調達 

水防資材確保のため、水防資材取扱い業者にあらかじめ手配しておくものとする。 

 

木材、釘、トタンその他資材の主な調達先 

品   目 訥  達  先 所  在  地 電話番号 

釘、トタン、針金 豊光金物店 豊場字流川192  28 - 1664  

セメント 大口建材コンクリート 豊場字大山138  28 - 1318  

材木 スエヒロー建設 豊場字流川141  28 - 1315  
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４ 救助施設・設備等 

（１）救出用資機材 

品   名 数  量 品   名 数  量 

担 架 3  チ ェ ー ン ソ ー ２ 

投 光 器 ７ 油 圧 ジ ャ ッ キ ３ 

天 幕 3  油 圧 式 救 助 器 具 1  

発 動 発 電 機 7  チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク 2  

救 命 胴 衣 2 ６ ゴ ム ボ ー ト 2  

救 命 浮 輪 3  舟 艇 4  

エ ン ジ ン カ ッ タ ー ２ 医 療 セ ッ ト 1  

 

（２）救急車 

機    関    名 台  数 

西春日井広域事務組合消防本部 6  台 
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（３）指定緊急避難場所 

No  施設・場所名 住所 

管理 

担当 

連絡先 

一

時

避

難

場

所 

広

域

避

難

場

所 

対象とする 

異常な現象の種類 指
定
避
難
所 

と
の
重
複 

想定収容人数 

洪水 地震 

大規

模な

火事 

内水 

氾濫 

1  豊山小学校講堂 
豊場字中之町

10  
28 -0004  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

310 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

2  豊山小学校グランド 
豊場字中之町

10  
28 -0004  ○  

 
○ ○ 

  

3,170 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

3  新栄小学校体育館 
青山字東川

100  
28 -3457  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

210 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

4  新栄小学校グランド 
青山字東川

100  
28 -3457  ○  

 
○ ○ 

  

3,010 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

5  志水小学校体育館 豊場字下戸 1 28 -5580  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
250 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

6  志水小学校グランド 豊場字下戸 1 28 -5580  ○  
 

○ ○ 
  

3,660 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

7  豊山中学校体育館 豊場字前池 39  28 -0021  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
760 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

8  豊山中学校グランド 豊場字前池 39  28 -0021  ○  
 

○ ○ 
  

4,830 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

9  社会教育センター 豊場字和合 72  28 -53 35  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
1110 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

10  
社会教育センター 

駐車場 
豊場字和合 72  28 -5335  ○  

 
○ ○ 

  

390 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

11  東部学習等供用施設 
豊場字諏訪

261  
28 -3171  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

140 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

12  
東部学習等供用施設 

駐車場 

豊場字諏訪

261  
28 -3171  ○  

 
○ ○ 

  

100 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

13  冨士学習等供用施設 豊場字下戸 51  28 -3802  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
70 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

14  
冨士学習等供用施設 

駐車場 
豊場字下戸 51  28 -3802  ○  

 
○ ○ 

  

160 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

15  新栄学習等供用施設 豊場字新栄 64  28 -0016  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
110 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

16  
新栄学習等供用施設 

駐車場 
豊場字新栄 64  28 -0016  ○  

 
○ ○ 

  

50 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

17  
総合福祉センター 

しいの木 

豊場字諏訪

270  
39 -0776  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

340 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

18  

総合福祉センター 

しいの木 

駐車場 

豊場字諏訪

270  
39 -0776  ○  

 
○ ○ 

  

750 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

19  
総合福祉センター 

南館ひまわり 

豊場字神戸

188  
39 -3600  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

360 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

20  
総合福祉センター 

南館ひまわり駐車場 

豊場字神戸

188  
39 -3600  ○  

 
○ ○ 

  

490 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

21  
総合福祉センター 

北館さざんか 
青山字東栄 12  28 -2088  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

300 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

22  
総合福祉センター 

北館さざんか駐車場 
青山字東栄 12  28 -2088  ○  

 
○ ○ 

  

650 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

23  豊山保育園 豊場字新栄 68  28 -3459  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
330 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

24  豊山保育園運動場 豊場字新栄 68  28 -3459  ○  
 

○ ○ 
  

620 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

25  冨士保育園 豊場字流川 46  28 -2888  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
340 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

26  冨士保育園運動場 豊場字流川 46  28 -2888  ○  
 

○ ○ 
  

760 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

2 7  豊山グランド 豊場字小道 3 -1  28 -5335   ○ 
 

○ ○ 
  

5,280 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

2 8  神明公園 
青山字神明

120 - 1  
28 -0001   ○ 

 
○ ○ 

  

4,400 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

2 9  
産業文化会館児童遊

園 

豊場字城屋敷

133  
28 -0001  ○  

 
○ ○ 

  

160 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

30  諏訪児童遊園 豊場字諏訪 28 -0001  ○  
 

○ ○ 
  

100 人 
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200  （2 ㎡あたり 1 人） 

31  新田北部児童遊園 
豊場字新田町

39 -1  
28 -0001  ○  

 
○ ○ 

  

900 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

32  神戸児童遊園 
豊場字神戸

183  
28 -0001  ○  

 
○ ○ 

  

320 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

33  若宮児童遊園 豊場字若宮 40  28 -0001  ○  
 

○ ○ 
  

320 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

34  林先公園 
豊場字林先

1 -11  
28 -0001  ○  

 
○ ○ 

  

1,250 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

35  志水ふれあい広場 豊場字志水 64  28 -0001  ○  
 

○ ○ 
  

1020 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

3 6  東部ゲートボール場 
豊場字新田町

156  
28 -0001  ○  

 
○ ○ 

  

440 人 

（2 ㎡あたり 1 人） 

（４）指定一般避難所 

No  施設名 住所 
管理担当 

連絡先 

想定収容人数 

長期避難 
就寝可

能 
一時避難 

（3 ㎡/ 人） （2 ㎡/ 人） （1 ㎡/ 人） 

1  豊山小学校講堂 豊場字中之町 10  28 - 0004  210  310  630  

2  新栄小学校体育館 青山字東川 100  28 - 3457  140  210  430  

3  志水小学校体育館 豊場字下戸 1  28 - 5580  160   250  500  

4  豊山中学校体育館 豊場字前池 39  28 - 0021  500  760  1,520  

5  社会教育センター 豊場字和合 72  28 - 5335  740  1,110  2,230  

6  東部学習等供用施設 豊場字諏訪 261  28 - 3171  90  140  280  

7  冨士学習等供用施設 豊場字下戸 51  28 - 3802  50  70  150  

8  新栄学習等供用施設 豊場字新栄 64  28 - 0016  70  110  220  

９ 
総合福祉センター 

南館ひまわり 
豊場字神戸 188  39 - 3600  240  360  730  

1 ０ 
総合福祉センター 

北館さざんか 
青山字東栄 12  28 - 2088  200  300  610  

1 １ 豊山保育園 豊場字新栄 68  28 - 3459  220  330  660  

1 ２ 冨士保育園 豊場字流川 46  28 - 2888  220  340  680  

（５）指定福祉避難所 

No  施設名 住所 
管理担当 

連絡先 

想定収容人数 

長期避難 就寝可能 一時避難 

（3 ㎡/ 人） （2 ㎡/ 人） （1 ㎡/ 人） 

1  
総合福祉センター 

しいの木 
豊場字諏訪 270  39 - 0776  220  340  680  
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（６）避難所資機材 

No  避 難 所 配 備 資 機 材 

1  豊山中学校 

マット 10 枚、救急セット、発電機（EX600 、エネポ）、延長

コード、投光器、避難ルーム、エアーマット、プライベートル

ーム、ＬＥＤ投光機、FAX 、要配慮者用トイレ、発電機（EU26 i）

2 台、コードリール 4 台 

2  豊山小学校 

マット 10 枚、救急セット、発電機（EX600 、エネポ）、延長

コード、投光器、煮炊きバーナーセット、ナノ発電所セット、

避難ルーム、エアーマット、プライベートルーム、ＬＥＤ投光

機、FAX 、要配慮者用トイレ、スポットクーラー、発電機

（EU26 i）2 台、コードリール 4 台 

3  新栄小学校 

マット 10 枚、救急セット、発電機（EX600 、エネポ）、延長

コード、投光器、煮炊きバーナーセット、ナノ発電所セット、

避難ルーム、エアーマット、プライベートルーム、ＬＥＤ投光

機、FAX 、要配慮者用トイレ、スポットクーラー、発電機

（EU26 i）2 台、コードリール 4 台 

4  志水小学校 

マット 10 枚、救急セット、発電機（EX600 、エネポ）、延長

コード、投光器、煮炊きバーナーセット、ナノ発電所セット、

避難ルーム、エアーマット、プライベートルーム、ＬＥＤ投光

機、FAX 、要配慮者用トイレ、スポットクーラー2 台、発電機

（EU26 i）2 台、コードリール 4 台 

5  社会教育センター 
マット 10 枚、救急セット、発電機（EX600 ）、延長コード、

投光器 

6  
総合福祉センター 

北館さざんか 

マット 10 枚、救急セット、発電機（EX600 ）、延長コード、

投光器 

7  
総合福祉センター 

南館ひまわり 

マット 10 枚、救急セット、発電機（EX600 ）、延長コード、

投光器 

8  東部学習等供用施設 
マット 10 枚、救急セット、発電機（EX24i ）、 

延長コード、マルチライト 

9  新栄学習等供用施設 
マット 10 枚、救急セット、発電機（EX24i ）、 

延長コード、マルチライト、担架ベッド２０台 

10  冨士学習等供用施設 
マット 10 枚、救急セット、発電機（EX24i ）、 

延長コード、マルチライト 

11  
総合福祉センター 

しいの木 

マット 10 枚、救急セット、発電機（EX24i ）、 

延長コード、マルチライト、要配慮者用トイレ 

12  豊山保育園 
マット 10 枚、救急セット、発電機（EX24i ）、 

延長コード、マルチライト 

13  冨士保育園 
マット 10 枚、救急セット、発電機（EX24i ）、 

延長コード、マルチライト 
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（７）救急病院・救急診療所 

（県健康福祉部保健医療局医務課） 

清須保健所管内（病院 ２） 

名 称 
電話 

番号 
所 在 地 

認 定 

年月日 

認 定 

有効期限 
診療科目 

備 考 

(一般病床) 

医療法人 

済衆館 

済衆館病院 

（0568 ） 

21 - 0811  

〒

481 - 0004  

北 名 古 屋

市 鹿 田 西

村 前 111

番地 

令和 

3 .11.1  

令和 

6 .10.31  

内科、皮膚、眼科、外科、 

整外、脳外、小児、呼内、 

消内、循内、泌尿、リハ、 

放射、麻酔、神内、救急、 

歯外、小児外、腎内、糖 

尿・内分泌、リウ、消外、 

呼外、肛外、乳外、内分

泌外 

268  

医療法人 

清須呼吸器

疾患研究会

はるひ呼吸

器病院 

（05 2 ） 

400 - 7111  

〒

452 - 0962  

清 須 市 春

日流８－１ 

令和 

4 .5.1  

令和 

7 .4.30  

内科、呼内、呼外、アレ

ルギー、消内、循内、病

診 

120  
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５ 応急給水施設・設備等 

（１）応急給水用資機材の備蓄 （平成 3 １年 4 月 1 日現在） 

給 水 車 積 載 用 給 水 タ ン ク ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 

6 .0 

t  

4.5  

t  

3.7  

t  

3.0  

t  

2.0  

t  

1.8  

t  

4.5  

.t  

3.0  

t  

2.0  

t  

1.8  

t  

1.5  

t  

1.2  

t  

1.0  

t  

0.8  

t  

0.5  

t  

0.3  

t  

0.25  

t  

500  

Ｌ 

300  

Ｌ 

    1         2    2     

 

ポリエチレン容器 水袋 ド
ラ
ム

缶 

ろ水機 

200  100  90  80  40  25  20  18  10  10  6  3.8  3.0  2.5  

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ 2 0 0 Ｌ m3 /h  m3 /h  m3 /h  

      75   138  600  7,640     1  

 

ろ水機 
大  型 

水そう車 
水槽車 

組立水槽、キャスバス水槽 

ウォーターバルーン 

2.0  1.5  1.3  1.0  10.0  7.5  2.5  5.0  3.0  2.0  1.5  1.0  0.5  

m3 /h  m3 /h  m3 /h  m3 /h  t  t  t  t  t  t  t  t  t  

          1    

（２）応急給水設備 （令和８年 4 月 1 日現在） 

設備名 施設名 住所 電話番号 

防災井戸 

豊山中学校 豊場字前池 39  28 - 0021  

豊山小学校 豊場字中之町 10  28 - 0004  

新栄小学校 青山字東川 100  28 - 3457  

受水槽非常用給水栓 
豊山小学校 豊場字中之町 10  28 - 0004  

新栄小学校 青山字東川 100  28 - 3457  

 

 

６ 防疫用資機材 

（１）防疫用資機材の備蓄 （平成 3 １年 4 月 1 日現在） 

動

力

噴

霧

器 

二

兼

機 

三

兼

機 

四

兼

機 

肩
掛
式
噴
霧
機 

背
負
式
噴
霧
機 

防

疫

車 

薬

剤

散

粉

機 

薬

剤

散

布

車 

消

毒

車 

消

毒

機 

電

動

噴

霧

機 

電

動

煙

霧

機 

備   考 

1     4        ８ 2   
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（２）防疫用資機材の調達 

（県健康福祉部保健医療局健康対策課）  

品名 調達先 所在地 電話番号 

次亜塩素酸ナトリウム 

塩化ベンザルコニウム 

クレゾール石けん 

オルトジクロロベンゼン製剤 

その他防疫用薬剤 

臨時予防接種用ワクチン 

愛 知 県 医 薬 品 

卸 売 協 同 組 合 

名古屋市中区 

丸の内三丁目８－８ 
(052)971 -4370  

石 灰 

上 田 石 灰 製 造 

株 式 会 社 

岐阜県大垣市 

赤坂町３７５１ 

(0584)71 -1133  

河 合 石 灰 工 業 

株 式 会 社 

岐阜県大垣市 

赤坂町２０９３ 

(0584)71 -11 21  

矢 橋 工 業 

株 式 会 社 

岐阜県大垣市 

南市橋町１７５３ 

(0 584) 71 -110 ０ 

 

７ 防災営農用資機材 

（１）移動用排水ポンプ 

愛知県所有のポンプ借用の申込の連絡先は、次のとおりである。 

愛知県農地林務部耕地課（052 ）961 - 2111  

名古屋農地開発事務所 （052 ）961 - 0441  

なお借用申込みにあたっては、次の事項に注意すること。 

① ポンプ施設の運搬摺付は、町又は土地改良区が行うこと。 

② 水中モーターポンプの重量は、概ね１台当り 370 ～780kg である。 

また、渦巻ポンプは、エンジンと分離できるが重量が大であり、時闇、技術を要す

る。 

③ 水中モーターポンプの場合は、予備電源として可搬式発電機もあるが、原則として

仮設予定位置に動力線の引込みを必要とする。 

④ ポンプ据付場所の状況調査の上、借用申込みをすること。 

 

（２）病害虫防除用資機材 

動 力 散 粉 

機 及 び 

噴 霧 機 

畦 畔 

散 粉 機 

走 行 式 

高 性 能 

防 除 機 

連 絡 先 
連 絡 先 

電話番号 
保 管 場 所 

1    産業建設部 
（0568 ） 

28 -0001  

尾張中央農業協同組合 

豊 場 支 店 
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８ 清掃用施設、設備 

（１）し尿運搬車 

（県環境部資源循環推進課） 

（令和３年 4 月 1 日現在） 

町         有 業    者    有 

バ キ ュ ー ム 車 そ の 他 計 バ キ ュ ー ム 車 そ の 他 計 

台 

－ 

台 

－ 

台 

－ 

台 

６ 

台 

０ 

台 

６ 

 

（２）ごみ処理施設 

（県環境部資源循環推進課） 

（令和３年 4 月 1 日現在） 

事業主体

名 

最大 

処理能力 

（t/ 日） 

施設名 所在地 

㈱ 北 名 古

屋 ク リ ー

ン シ ス テ

ム（名古屋

市 ） 

6 6 0.0  名古屋市北名古屋工場 北名古屋市二子四反地15 -1  

 

（３）ごみ運搬車 

（県環境部資源循環推進課） 

（令和３年 4 月 1 日現在） 

直  営  分 委 託 業 者 分 許 可 業 者 分 

収集車 運搬車 収集車 運搬車 収集車 運搬車 

台 

数 

積載量 

（t） 

台 

数 

積載量 

（t） 

台 

数 

積載量 

（t） 

台 

数 

積載量 

（t） 

台 

数 

積載量 

（t） 

台 

数 

積載量 

（t） 

    10  3 ２   4 7  1 88    

 

９ 火葬場 

名   称 所   在   地 炉  数 

尾 張 東 部 聖 苑 小牧市大字大草2003 番地の1  １５基 
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第５章 必需物資の備蓄及び調達 

 

 

１ 食品 

（１）主食などの備蓄 

（令和７年１月 1 日現在） 

品 目 豊 山 住 宅 磯 吉 浦 合 計 

アルファ米（おかゆ） 1,050 食  1,0 50 食 

ア ル フ ァ 米 4 ,000 食  4 ,000 食 

ミニクラッカー 3,096 食  3,096 食 

パ ン の 缶 詰 1,920 食  1,920 食 

保存用ようかん 1,200 食  1,200 食 

ライスクッキー 1,296 食  1,296 食 

保存水 500ml   1 8,072 本 1 8,072 本 

 

（２）主食・副食・調味料の調達あっせん 

ア 主食 

（ア）パンの調達 （防災安全局防災部災害対策課） 

品名 調達可能数量 調達先〈連絡先〉 所 在 地 電話番号 備  考 

パ ン 協定に基づく

最大供給可能

数量 

愛知県パン協同組合 

〈事務局〉 

（主な調達先） 

㈱ジャパンフレッシュ 

㈱日本デリカフレッシュ 

名古屋市中区丸の内 

3 - 20 - 29  

(052)  

962 - 63 71  
 

 

 

 〃    敷島製パン㈱〈総務部〉 

 

（刈谷工場） 

 

（犬山工場） 

名古屋市東区白壁5 - 3  

 

刈谷市西境町広見24  

 

犬山市大字羽黒新田字 

不二見坂1 - 5  

(052)  

933 - 2 111  

(0566)  

36 - 2211  

(0568)  

67 - 0771  

 〃    

          

山崎製パン㈱名古屋工場 

〈総務課〉 

名古屋市西区 

玉池町36  

(052)  

501 - 1 111  

 〃    フジパン㈱ 

〈本社生産部〉 

（豊明工場） 

 

（西春工場） 

名古屋市瑞穂区 

松園町1 -50  

豊明市新田町 

井の花18  

北名古屋市法成寺 

戌亥出１ 

(052)  

831 - 5154  

(0562)  

92 - 1311  

(0568)  

21 - 1741  
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（イ）ミルクの調達 （県農業水産局農政部畜産課） 

品名 調達可能数量 調達先〈連絡先〉 所 在 地 電話番号 備  考 

ミ ル ク 

 

1  ｔ 森永乳業㈱東海支店 

〈カスタマー営業統括部〉 

名古屋市東区徳川 

1 - 15 - 30  

(052)  

936 - 15 91  
 

（粉）0.36  

（液体）0.054  

雪印ビーンスターク 

㈱中部支店 

〃  千種区今池 

5 - 1 -5  

名古屋センタープラザ

ビル7 階 

(052)  

745 - 2480  

（ウ）給食の調達あっせん （県産業労働部商業流通課） 

品名 
調達あっせん 

可 能 数 量  

調達あっせん先〈連絡

先〉 
所 在 地 電話番号 備 考 

給 食 5,500 食 愛知県給食業協同組合 東海市東海6 - 6 - 6  (052) 

604 - 1808  
産業労働部 

商業流通課 

 36,500  食 フジパングループ本社 

㈱ 

名古屋市瑞穂区 

松園町1 -50  

(052)  

831 - 515 3  

イ 副食の調達あっせん （各関係機関） 

品名 
調達あっせん 

可 能 数 量  

調達あっせん先 

〈連絡先〉 
所 在 地 電話番号 備 考 

缶 詰  （社）日本缶詰協会会員    

（畜産） 5 ｔ 豊橋養鶉農業共同組合 豊橋市西幸町字 

浜池１３１ 

(0532) 

48 - 0113  

（野菜）60 ｔ 岡本食品㈱ 名古屋市南区 

要町３-１７ 

(052) 

611 - 5301  

（果実）60 ｔ 岡本食品㈱ 〃 〃 

（野菜） 5 ｔ 千秋農産加工㈱ 

 

一宮市千秋町 

佐野２７９０- １ 

(0586) 

76 - 1422  

野 菜 類 県と協議の上臨

機応変に対応 

名古屋中央卸売市場 

北部市場業務課 

豊山町大字豊場 

字八反107  

(052 ) 

903 - 2112  
 

120  ｔ 名古屋市中央卸売市場 

本場青果卸売協同組合 

名古屋市熱田区 

川並町2 -22  

(052)  

681 - 5041  

50  ｔ 愛知県青果物卸売市場 

協会 

名古屋市中区 

三の丸３-１-２ 

(052)  

954 - 6421  

つくだに 1 ｔ 愛知県調理食品工業(協) 名古屋市南区豊 

3 - 19 - 24  

（カネハツ食品㈱内） 

(052 ) 

691 - 6909  

 

 

 

 

 

(0532)  

31 - 0604  
県と協議の上 

臨機応変に対応 

三河佃煮工業(協) 豊橋市前芝町西青15  

（松下食品㈱内） 

(0532)  

55 - 1101  

加工のり 10 ｔ 中部加工海苔(協) 名古屋市中村区 

白子町4 -60  

（㈱浜乙女中村工場内） 

(052)  

471 - 8111  
 

0.3  ｔ 三河海苔問屋協同組合 豊橋市問屋町11 - 3  

（永井海苔㈱内） 

(053 3 ) 

32 - 1204  

菓 子 類 10  ｔ 愛知県菓子組合総連合会 名古屋市西区 

新道2 -15 -17  

(052)  

561 - 24 93  
〃 
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 3  ｔ 豊橋製菓工業(協) 豊橋市春日町1 - 155  

（東豊製菓㈱内） 

(0 532)   

61 - 2145  
 

ウ 調味料の調達あっせん （県経済産業局産業振興課） 

品名 
調達あっせん 

可 能 数 量  
調達あっせん先〈連絡先〉 所 在 地 電話番号 備 考 

醤 油 

み そ 

200  kl 

200 ｔ 

愛知県味噌溜醤油工業 

(協) 

名古屋市中区栄 

1 - 16 - 7  

(052) 

221 - 95 01   

 

２ 生活必需品の調達 

（県経済産業局産業振興課、商業流通課） 

品名 調達可能数量 調達先〈連絡先〉 所 在 地 電話番号 備  考 

布 団 

毛 布 

2 0,000  枚 

7 ,000  枚 

愛知県製綿寝装品製造 

（協） 

名古屋市中区正木 

一丁目13 - 14  

(052)  

322 - 1785  
 

作 業 衣 70,000  枚 名古屋織物卸商業組合 
〃   中区 

錦1 - 8 -18  

(052)  

201 - 5587  
 

肌 着 3 0,000  枚 
名古屋ニット 

ファッション卸商業組合 

〃    〃  

錦3 - 11 - 31  

(052)  

204 - 8 651  
 

タ オ ル 24 0,000  本 名古屋タオル卸協同組合 
名古屋市中村区亀島 

2 - 15 - 33 （ミズノ内） 

(052) 

452 - 2031  
 

カ ツ パ 15,000 着 
日本雨衣連合会東海地区 

代表 船橋㈱ 

〃   中村区 

名駅5 -23 -8  

(052)  

571 - 6346  
 

鍋 

包 丁 

バ ケ ツ 

湯わかし 
汁しゃもじ 

飯しゃもじ 

100  個 

100  丁 

50  個 

50  個 

50  個 

50  個 

愛知県金物商工協同組合 

〃   中区 

千代田5 -15 -12  

千代田ビル2 Ｂ号室 

(052)  

238 - 3545  
 

茶 碗 2 ,00 0  個 
愛知県陶磁器工業 

協同組合 
瀬戸市陶原町1 - 8  

(05 6 1)  

82 - 4151  
 皿 3,000 個 

カ ッ プ 2,000 個 

割 箸 25,000  膳 ㈱藤本商会 
名古屋市中川区 

富船町4 -1 - 7  

(052)  

361 - 118 4  
 

トイレット 

ロ ー ル 
100,000 ﾛｰﾙ 愛知県家庭紙同業会 

〃   中区 

錦3 - 8 -7  

こまビル7F  

(0 52 ) 

971 - 0 1 21  
 

歯ブラシ 

歯みがき 

石 け ん 

マ ッ チ 

ローソク 

生理用品 

紙おむつ 

20, 000 本 

1 0,0 00  個 

15,000  個 

10,000  個 

3,000  本 

10,000  個 

10 ,00 0  個 

東海化粧品日用品 

卸組合 

〃   中区 

丸の内1 -5 - 32  

中日本商業新聞社内 

(05 2)  

232 - 0121  
 

テ ン ト 

シ ー ト 

30  張 

30  枚 

愛知県テント・シート 

工業組合 

〃   中区 

栄5 - 7 -29  

(052 ) 

232 - 0121  
 

簡 易 

ベ ッ ド 
10  台 高梨産業㈱ 

海部郡蟹江町 

本町2 -31 -1  

(0567) 

95 - 3106  
 

カセットコンロ 

ボ ン ベ  

1,0 00  台 

3,000  本 

（一社）愛知県ＬＰ 

ガス協会 

名古屋市中区 

大須4 -1 - 70  

(0 52)  

261 - 2896  
 

木 炭 

薪 ( オ ガ ラ

イ ト 含 ) 

3  ｔ 

3  ｔ 

 

愛知県燃料協会 

〃   北区 

山田1 -15 -35  

㈱浅重商店内 

(052)  

911 - 3234  
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灯 油 

ガソリン 

軽 油 

7,200 kl  愛知県石油商業組合 

〃   中区 

正木3 -2 - 70  

石油会館 

(052)  

322 - 1550  
 

 

３ 住宅用資材等 

（県農林基盤局林務部林務課、経済産業局中小企業部商業流通課・産業振興課） 

品名 調達可能数量 調達先〈連絡先〉 所 在 地 電話番号 備  考 

木材素材 1,5 00  m3 愛知県森林組合連合会 
〃  中区 

丸の内3 -5 - 16  

(052)  

961 - 9156  
 

製 材 

1,0 00  m3 
(一社)愛知県木材組合 

連合会 

名古屋市中区 

松原2 -18 -10  

(052)  

331 - 9386  
 

15,000  m3 愛知県木材市場連盟 

 〃  熱田区 

花表町21 - 1  

㈱東海木材相互市場内 

(052)  

811 - 1511  
 

合 板 

102,000 枚 中日本合板工業組合 
〃  中川区 

山王3 -6 - 13  

(052)  

32 1 - 7939  
 

4 0,000  枚 
日本合板商業組合 

中部日本支部 

 〃  港区十一屋 

1 - 15 ㈱井桁藤内 

(0 5 2 )  

747 - 3118  
 

杭 丸 太 500 本 愛知県木材買方協同組合 
〃  中区 

松原2 -18 -10  

(052)  

265 - 8777  
 

板ガラス 70,000  函 東海板硝子卸商業組合 

名古屋市昭和区 

福江3 -7 - 2  

宮吉硝子㈱内 

(052)  

872 - 2331  
 

瓦 
30 ,000,000

枚 
愛知県陶器瓦工業組合 高浜市田戸町1 - 1 - 1  

(0566 ) 

52 - 1200  
 

セメント 最大5,000 ｔ 
太平洋セメント㈱ 

中部北陸支店 

名古屋市中区 

栄2 - 8 -12  

伏見ＫＳビル7 Ｆ 

(052)  

218 - 3 320  
 

畳 1,8 00 畳 名古屋畳商工業（協） 

名古屋市中区 

大須3 -10 -35  

MultinaBox  3F  

(052)  

746 - 9860  
 

針 金 

亜鉛引き

鉄 線 

150 kg  愛知県金物商工協同組合 

名古屋市中区 

千代田5 -15 -12  

千代田ヒルズ2 Ｂ号室 

(052)  

238 - 3545  
 

 

４ 医薬品その他衛生材料 

（１）医薬品その他衛生材料の調達 

（県保健医療局生活衛生部医薬安全課） 

品名 調達可能数量 調達先〈連絡先〉 所 在 地 電話番号 備考 

医薬品等 

措置可能な品

目・数量 

愛知県医薬品卸（協） 

名古屋市中区 

丸の内3 -1 - 35  

名古屋薬業保険会館内 

(052)  

212 - 8902  

 

災害時救急用

ランニング備

蓄12,200 人分

程度 
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脱脂綿 

ガーゼ 

その他の

衛生材料 

措置可能な品

目・数量 

中部衛生材料（協） 
名古屋市西区 

浄心1 -8 - 25  

(052)  

531 - 1 815  

 

災害時救急用

ランニング備

蓄12 ,2 00 人分

程度 

医療機器 
措置可能な品

目・数量 

愛知県医療機器 

販売業協会 

〃   中区 

千代田2 -16 -30  

㈱八神製作所総務部内 

(052 ) 

251 - 6669  
 

医療用ガス 
措置可能な品

目・数量 

一般社団法人 

日本産業・医療ガス協会 

東海地域本部 

〃   中村区 

名駅南1 -16 -30  

東海ビルディング8 階 

(052)  

551 - 0706  
 

歯科用品 

措置可能な品

目・数量 
東海歯科用品商（協） 

愛知県支部 

〃   千種区 

春岡1 -2 - 3  

岩成ビル202  

(052) 

752 - 1215  

 

 

（２）輸血用血液の調達 

（県保健医療局生活衛生部医薬安全課） 

名  称 在  庫  量 所 在 地 電話番号 

愛 知 県 赤 十 字 血 液 セ ン タ ー 県下の医療機関で使用す

る量の3 日分程度を常時保

有 

瀬戸市 

南山口町539 - 3  

(0561)  

8 4 - 11 31  

愛知県赤十字血液センター豊橋事業所 豊橋市東脇3 - 4 - 1  
(0532)  

32 - 1331  

 

５ 教科書・学用品 

（１）教科書の調達 

（県教育委員会） 

区  分 調  達  先 所  在  地 電話番号 備 考 

小 学 校 愛知県教科書特約供給所 
名古屋市中区 

丸の内3 -16 -5  

(052)  

961 - 6606  
特別支援学

校は左の区

分に準ず

る。 中・高等学校 愛知県教科用図書卸商業協同組合 
〃   昭和区 

円上町14 - 1  

(052)  

881 - 713 1  

 

（２）学用品の調達 

（県教育委員会） 

品  名 調  達  先 所  在  地 電話番号 備  考 

文具等 

三菱鉛筆中部販売株式会社 

名古屋市中村区 

名駅南1 -3 - 18  

ＮＯＲＥ名駅ビル11 Ｆ 

(052)  

581 - 4131  
 

丸善雄松堂㈱名古屋営業部 
名古屋市中区栄1 - 24 - 15

ＪＰＲ名古屋伏見ビル5 Ｆ 

(052)  

209 - 2600  
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６ 営農用物資等 

（１）種子 

（県農業水産局農政部園芸農産課） 

品 名 調達可能数量 調 達 先 所 在 地 電話番号 

稲 種 子 

麦 種 子 

7 0,00 0 kg 

8 0 ,0 00  kg 愛知県米麦振興協会 名古屋市中区錦3 - 3 -8  (052)  951 -6948  

 

（２）薬剤 

（県農業水産局農政部農業経営課） 
品 名 調達可能数量 調 達 先 所 在 地 電話番号 

殺 虫 剤 

殺 菌 剤 

200 ｔ 

200 ｔ 

愛知県経済農業 

協同組合連合会 

名古屋市中区錦 3 - 3 - 8  

ＪＡあいちビル内 
(052) 951 -3627  

愛知県農薬卸商業 

協同組合 

㈱金星商会内 

名古屋市熱田区 

夜寒町 1 - 1  
(05 2 ) 681 -8686  

 

７ 東海農政局 

政府米の在庫状況（令和４年 6 月末現在） 

品名 在庫量 

政府備蓄米 91 万トン 
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第６章 輸送用車両等の保有状況 

 

１ 貨物自動車（営業用トラック） 

（愛知県トラック協会） 

関 係 地 域 車 両 数 電話番号 所  在  地 

一宮市・稲沢市 

津島市・犬山市 

江南市・岩倉市 

清須市・あま市 

弥富市 

北名古屋市 

愛西市 

西春日井郡 

海部郡・丹羽郡 

大型車3,390  

 

中 〃 4,205  

 

小 〃 2,139  

 

  計  9,734  

(0587 ) 

23 - 3811  

尾西支部 

事務局 

稲沢市赤池居道町 

89 - 1  

 

 

２ 町有自動車 

（総務課） 

1  2  3  4  5  8  9  0   

計 備考 

貨
物
自
動
車 

乗
合
自
動
車 

乗
用
自
動
車 

小
型
四
輪
貨
物
自
動
車 

小
型
四
輪
乗
用
自
動
車 

特
殊
用
途
自
動
車 

特
殊
自
動
車 

建
設
機
械
自
動
車 

軽
自
動
車 

1   2  4  7  3    8  25   

 

３ 舟艇 

 

区分 

機関名 

折畳式 

舟艇（隻） 

ボート 

（隻） 

べか舟 

（隻） 

船外機 

（基） 

伝馬船 

（隻） 

その他 

（隻） 
保管場所 

西 春 日 井 

広 域 事 務 組 合 

消 防 本 部 

 6   ６   
東消防署西

消 防 署 

豊 山 町 ４ ２      
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４ 航空機 

（１）ヘリコプターの保有 

（各関係機関） 

区分 

機関名 
電  話 種   別 

数 

量 

搭乗入員 

除ﾊﾟｲﾛｯﾄ 
搭載量 所 在 地 

愛 知 県 

県防災局消防保安課 

防災航空グループ 

(0568)  29 - 3121  

 

ベル式412EP I型 

JA 23AR  

機 

 

1   

人 

 

15    

kg  

 

2,190   

 

西春日井郡豊

山町大字豊場 

 名古屋空港

内 

愛 知 県 警

察 本 部 

本部地域総務課 

(052)  951 - 1611  

(内線)3555  

警察航空基地 

（名古屋飛行場内） 

(内線)789 - 232  

アグスタ式Ａ109  

Ｅ型ＪＡ6922  

川崎式ＢＫ117  

Ｃ-2 型ＪＡ11 ＡＰ 

ベル式412 ＥＰ型 

 ＪＡ21 ＡＰ 

川崎式ＢＫ117  

Ｃ-1 型ＪＡ6816  

1   

 

1   

 

1   

 

1   

6    

 

 8    

   

13    

 

8    

400  

 

780   

  

840  

 

653  

名古屋市中区

三の丸2 -1 - 1  

（ヘリポー

ト名古屋空港

内） 

名 古 屋 市 

消防局消防部消防課 

(052)  972 - 3557  

消防局防災指令センター 

(052)  961 - 0 11 9  

エアロスパシァル式ＡＳ365 Ｎ3  

 ＪＡ758A  

エアロスパシァル式ＡＳ365N 3 +  

 ＪＡ08AR  

1   

 

1   

1 4    

 

1 4    

1,6 00   

 

1,6 00   

西春日井郡豊

山町大字豊場 

名古屋空港内 

第 四 管 区 

海 上 保 安

本 部 

警備救難部救難課 

運用指令センター 

(052)  66 1 - 1 6 11  

アグスタ式139 型 

 

2   15    6,400  常滑市セント

レア１－２ 

中部空港海上

保安航空基地 

ベル式  4 12 型 2   1 5    5,398  名古屋市港区

入船 

名古屋海上保

安部 

巡視船「みず

ほ」に搭載 

中 部 地 方

整 備 局 

防災室 

(052)  953 - 8357  

ベル式412E P 型 

JA 6817  

1   8    1,0 19  西春日井郡豊

山町大字豊場 

名古屋空港内 

㈱ 中 日 

新 聞 社 

管理局航空部 

(052) 221 - 0573  

 

(0568) 28 - 0988  

リアジェット31 Ａ 

ＪＡ01 ＣＰ 

川崎式ＢＫ117 Ｃ- 2  

 ＪＡ05 ＣＰ 

ユーロコプター式  

ＥＣ135 Ｐ 

ＪＡ02 ＣＰ 

ユーロコプター式  

ＥＣ135 Ｐ 

ＪＡ03 ＣＰ 

1   

 

1   

  

1   

 

 

1   

8    

 

7    

 

6    

 

 

6    

 

  

 

1,407   

 

350  

 

 

350  

 

西春日井郡豊

山町大字豊場 

名古屋空港内 
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（２）ヘリコプターの調達 

（名古屋空港事務所） 

区分 

機関名 
電 話 種  別 

数 

量 

搭乗入員 

除ﾊﾟｲﾛｯﾄ 
搭載量 所在地 

中 日 本 

航 空 ㈱ 

(0568)  28 - 0381  

 

ベル式   206 Ｂ 

アエロスパシアル式 AS350B  

アエロスパシアル式AS350B1  

アエロスパシアル式AS350B3  

アエロスパシアル式  355F2  

アエロスパシアル式    355N  

ユーロコプター式 EC135P1  

ユーロコプター式 EC135P2  

ユーロコプター式EC135P2+  

ユーロコプター式EC135P2+  

ベル式    429  

富士ベル式 204B - 2  

ベル式       430  

エロスパシアル式    365N2  

エロスパシアル式    365N3  

エロスパシアル式      332L  

エロスパシアル式     332L1  

1   

1   

1   

5   

3   

1  

3   

2   

9   

1   

3   

1   

4   

1   

1   

1   

1   

4  

5  

5  

5  

5  

5  

7  

7  

7  

7  

6  

10  

9  

1 4  

14  

20  

20  

  （本社） 

西春日井郡豊山

町大字豊場 

字殿釜2  

 

新日本 

ヘリコプ

ター㈱ 

(03)  5617 - 7131  

(052)  682 - 5687  

ベル式   206L  

ベ ル式    4 2 7  

ベ ル式    4 0 7  

2   

1   

2   

6  

7  

6  

 （本社） 

東京都江東区東

陽町4 -1 - 13  

（事務所） 

名古屋市熱田区

横田2 -3 - 24  

㈱セコ・イ

ンターナ

ショナル 

(052) 586 - 3177  

(0568) 39 - 2122  

ロビンソン式 R44BT  

ロビンソン式 Ｒ44 CT  

ロビンソン式 Ｒ22 Bete  

ベ ル式    5 0 5  

1   

1   

1   

1   

3  

3  

１ 

4  

 （本社） 

名古屋市中村区

名駅1 -20 -21  

（事業本部） 

西春日井郡豊山

町 名古屋空港内 

オールニ

ッポン 

ヘリコプ

ター㈱ 

(03) 3521 - 1131  

(0568) 28 - 1140  

アウグスタ式 AW139  1   3  

 

 （航空事業本社） 

東京都江東区新

木場４東京ヘリ

ポート内 

（基地） 

西春日井郡豊山

町 名古屋空港内 

セントラ

ルヘリコ

プターサ

ービス㈱ 

(0568) 39 - 1191  川崎式ＢＫ117  Ｃ- 1  

川崎式ＢＫ117  Ｃ- 2  

2   

5   

9  

9  

 （本社） 

西春日井郡豊山

町大字豊場 

字林先１－１ 

ファース

トエアー

トランス

ポート㈱ 

(0568) 29 - 2030  ｼｺﾙｽｷｰ式 S-76C++  1   12   （名古屋事業所） 

西春日井郡豊山

町 名古屋空港内 
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５ 緊急時ヘリコプター離着陸可能場所の選定基準 

8▐8▐ 1. 4m 7m 14m

10m 50m 100m

│ ─ ⁹ ─ │6 ─ │10 ™∏╣╙ ─ ⁹

［無障害地帯、着陸点、着陸帯の基準］

 

（１）離着陸点及び無障害地帯の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）離着地点の基盤は堅固で平坦地であること。 

450

30

305

5

10▐

450

20

205

5

15▐

450

36

366

6

8▐

450

30

306

6

14▐

450

45

4515

15

6▐

450

45

4515

15

8▐

450

100

10020

20

6▐

450

70

7020

20

8▐

( a- 1) ( OH- 6)─ ₆ ₇ ( a- 2) ( OH- 6)─ ₆ ₇

( b- 1) ( UH- 1)─ ₆ ₇ ( b- 2) ( UH- 1)─ ₆ ₇

( c- 1) ( V- 107 ┘UH- 60J)─ ₆ ₇ ( c- 2) ( V- 107 ┘UH- 60J)─ ₆ ₇

( d- 1) ( CH- 47)─ ₆ ₇ ( d- 2) ( CH- 47)─ ₆ ₇
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６ 緊急時ヘリコプター離着陸可能場所 

 

７ ヘリポートの表示 

離着陸地点には、下記基準の H 記号を風と平行方向に向けて標示するとともに、ヘリポ

ートの近くに上空から風向、風速の判定ができる吹き流しを掲揚する。 

 

ア H 記号の基準             イ 吹き流しの基準 

 

 

 

 

 

 

 

名  称 電話番号 
施設等 

管理者 

面 積 

（㎡） 

至 近 水 利 

までの距離

（m） 

所在地 

機 種 別 

備  考 

（広さ） 

巾m× 

長さm 

大

型 

中

型 

小

型 

豊山中学校 28 - 0021  学校長 1 1,225  20  
豊場字前池

39  
  ○ 72 ×106  

志水小学校 28 - 5580  〃 7,332  50  
豊場字下戸

1  
  ○ 50 ×82  
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８ 輸送の期間等 

各救助の実施期間中とする。 

（１）災害対策基本法施行令第 33 条第２項に基づく緊急通行車両の標章 

１ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文

字を赤色、「登録（車両）番号」及び「日」

の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、

月及び日を表示する部分は白色、地は銀色

とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角

度に応じて変化する措置を施す。 

３ 図示の長さの単位はセンチメートルとす

る。 

（２）証明書 

（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

資 料（１）貨物自動車      （資料編第６章１） 

（２）町有自動車      （資料編第６章２） 

（３）舟   艇      （資料編第６章３） 

（４）ヘリコプターの保有  （資料編第６章４（１）） 

（５）ヘリコプター調達   （資料編第６章４（２）） 

（６）ヘリポート可能箇所  （資料編第６章６） 



資料編 第７章 要員の確保 
 

 

 78  

第７章 要員の確保 

 

 

１ 日赤奉仕団 

（日本赤十字社） 

（令和５年３月３1 日現在） 

機 関 名 区 分 
単位 

団数 
団員数 備      考 

日本赤十字社 

愛知県支部 

地域奉仕団 65  1 6 ,833  
市町村毎に赤十字奉仕団が結成されて

いる。 

特殊奉仕団 1 3  1,274  

（名 称） 

愛知県赤十字国際人道法普及奉仕団 

名古屋国際婦人赤十字奉仕団 

三河湾赤十字海難救助奉仕団 

三河赤十字救急奉仕団 

愛知県赤十字安全奉仕団 

尾張赤十字救急奉仕団 

愛知県赤十字救急奉仕団 

愛知県赤十字救護奉仕団 

愛知県赤十字救助奉仕団 

愛知県赤十字無線奉仕団 

愛知県青少年赤十字賛助奉仕団 
愛知県柔道整復師会災害救護赤十字奉仕団 

青年奉仕団 5  293  

（名 称） 

名城大学薬学部青年赤十字奉仕団 

日本赤十字豊田看護大学青年奉仕団 
名古屋学芸大学青年赤十字奉仕団 

南山大学青年赤十字奉仕団 

愛知県青年赤十字奉仕団 

 

 

２ 愛知県防災ボランティアグループ 

（県防災局） 

（平成 30 年 10 月 23 日現在） 

グループ数 活動員数 グ ル ー プ の 内 容 

団体 

54  

人 

1,103  

一般作業、アマチュア無線、救援物資の運搬、応急手当、 

建設土木、救出、捜索 
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３ 災害対策基本法第 33 条の規定に基づく派遣職員に関する資料 

（県防災安全局防災部防災危機管理課） 

（令和 5 年 7 月 3 １日現在） 

職  種  区  分 A B 計 備  考 

建 設 機 械 操 作 職 0   0   0    

作 業 船 操 作 職 4   3 6   40    

作 業 船 機 関 職 7   6   1 3    

医 

学 

職 

医 師 70   7   77    

歯 科 医 師 7   0   ７   

獣 医 師 182   40   222    

薬 剤 師 167  57   224    

X 線 技 師 4   1   5    

看 護 師 １42   193   ３35    

保 健 師 94   90   184    

助 産 師 ０  ０  ０   

准 看 護 師 ０  0   ０   

衛 生 検 査 技 師 28   ３  ３1    

建 築 職 1 ４7   55   202    

土 

木 

職 

一 般 土 木 ８27   2 40   1,0 67    

農 業 土 木 195   ７6   ２71    

林 業 土 木 157   57   ２14    

電 気 職 52   19   7 1    

無 線 通 信 職 3   21   ２4    

栄 養 士 14   9   ２3    

合     計 2,100   910   3,01 0    

（注）A……設計、監督、操作等当該業務を独立して遂行する能力を有する者 

B……補助的業務に従事する者（A 以外の者） 
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４ 災害対策基本法第 30 条第 2 項に基づく災害派遣職員に関する資料 

（総務課） 

建 設 機 械 

操 作 職 

作 業 船 

操 作 職 

作 業 船 

機 関 職 

自 動 車 

運 転 手 

A B 計 A B 計 A B 計 A B 計 

            

 

医         学         職 

医 師 獣 医 師 薬 剤 師 X 線 技 師 

A B 計 A B 計 A B 計 A B 計 

            

 

医         学         職 

助 産 師 保 健 師 看 護 師 准 看 護 師 

A B 計 A B 計 A B 計 A B 計 

   5   5        

 

医  学  職 土      木      職 

衛 生 検 査 技 師 一 般 土 木 農 業 土 木 林 業 土 木 

A B 計 A B 計 A B 計 A B 計 

   2   2        

 

建 築 職 電 気 職 合    計 

A B 計 A B 計 A B 計 

      7   7  
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第８章 予警報の地域細分及び予報警報等の種類と発表基準 

 

 

１ 予警報の地域細分 

府県 

予報区 

一次 

細分区域 

市町村等を  

まとめた地域 
二 次 細 分 区 域 

愛知県 

西 部 

尾 張 東 部 
名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、 

尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 

尾 張 西 部 

一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、 

清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、豊山町、 

大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛鳥村 

知 多 地 域 
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 

阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 

西 三 河 南 部 
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、 

高浜市、幸田町 

西三河北西部 豊田市西部（豊田市東部の区域を除く）、みよし市 

東 部 

西三河北東部 
豊田市東部（旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支

所管内に限る） 

東 三 河 北 部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

東 三 河 南 部 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 
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２ 気象・水象に関する予報警報 

（名古屋地方気象台） 

名古屋地方気象台が異常気象等によって県下に災害が起こるおそれがあると予想したと

き発表するもの。                    （令和 7 年 5 月 29 日現在） 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 19  

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 － 

洪水 

流域雨量指数基準 大山川流域＝20. 4  

複合基準 － 

指定河川洪水予報

による基準 

庄内川［志段味］、愛知県庄内川水系 

新川［水場川外水位］ 

暴風 平均風速 20m/s  

暴風雪 平均風速 20m/s  雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm  

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 13  

土壌雨量指数基準 1 3 0  

洪水 

流域雨量指数基準 大山川流域＝16. 3  

複合基準 － 

指定河川洪水予報

による基準 
－ 

強風 平均風速 13m/s  

風雪 平均風速 13m/s  雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 5cm  

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 100m  

乾燥 最小湿度 30 ％で、実効湿度 60 ％ 

なだれ  

低温 冬季：最低気温- 4 ℃以下 

霜 晩霜期に最低気温 3 ℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（着雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 1 時間雨量 100m m 

 備 考  １ 土壌雨量指数基準値*は１ｋｍ四方毎に設定している。大雨の欄中、

土壌雨量指数基準には、市町村内における基準値の最低値を示す。 

        ２ 洪水の欄中、「大山川流域＝○○.○」は、「大山川流域の流域雨量

指数*○○.○以上」を意味する。 

        ３ 複合基準は、（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによ

る基準値を表しています。 

      

           *土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性

を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、

降水短時間予報をもとに、５ｋｍ四方の領域ごとに算出する。 
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           *流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性

を示す指標で、対象となる地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示

す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、５ｋｍ四方の領域ごと

に算出する。 

 

３ 火災気象通報 

（名古屋地方気象台・愛知県防災局災害対策課） 

（１）実施官署等 

火災気象通報の実施官署、担当区域、通報先及び通報手段は、次のとおりとする。 

実 施 官 署 担 当 区 域 通 報 先 通 報 手 段 

名古屋地方気象台 愛 知 県 愛知県防災局災害対策課 防災情報提供システム 

 

（２）通報基準 

火災気象通報実施基準値（基準値は名古屋地方気象台の値）は、次のとおりとする。 

ア 実効湿度が 60% 以下になり、かつ、最小湿度が 35% 以下になる見込みのとき。 

イ 実効湿度が 60% 以下で最小湿度が 40% 以下になり、かつ、最大風速が 10 m/s 以

上になる見込みのとき。 

ウ 最大風速12m/s 以上になる見込みのとき。ただし、降雨、降雪中は通報しないこと

もある。 

（３）通報時刻等 

ア 原則として、午前 10 時までに実施する。 

イ 通報事項の有効期間は、発表時から翌日午前１０時までとする。 

 

４ 気象庁震度階級 

（１）人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地

震計には記録される。 
－ － 

１ 

屋内で静かにしている人

の中には、揺れをわずかに

感じる人がいる。 

－ － 

２ 

屋内で静かにしている人

の大半が、揺れを感じる。

眠っている人の中には、目

を覚ます人もいる｡  

電灯などのつり下げ物が、わず

かに揺れる。 
－ 
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３ 

屋内にいる人のほとんど

が、揺れを感じる。歩いて

いる人の中には、揺れを感

じる人もいる。眠っている

人の大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てるこ

とがある。 
電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩い

ている人のほとんどが、揺

れを感じる。眠っている人

のほとんどが、目を覚ま

す。 

電灯などのつり下げ物は大きく

揺れ､棚にある食器類は音を立

てる。座りの悪い置物が、倒れ

ることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運転して

いて、揺れに気付く人がいる。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚え、

物につかまりたいと感じ

る。 

電灯などのつり下げ物は激しく

揺れ､棚にある食器類、書棚の本

が落ちることがある。座りの悪

い置物の大半が倒れる。固定し

ていない家具が移動することが

あり、不安定なものは倒れるこ

とがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。電柱が揺れるのがわかる。道路に被

害が生じることがある｡ 

５強 

大半の人が、物につかまら

ないと歩くことが難しい

など、行動に支障を感じ

る。 

棚にある食器類や書棚の本で、

落ちるものが多くなる。テレビ

が台から落ちることがある。固

定していない家具が倒れること

がある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。補

強されていないブロック塀が崩れること

がある。据付けが不十分な自動販売機が

倒れることがある。自動車の運転が困難

となり、停止する車もある。 

６弱 
立っていることが困難に

なる。 

固定していない家具の大半が移

動し、倒れるものもある｡ドアが

開かなくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する

ことがある。 

６強 立っていることができず、

はわないと動くことがで

きない。揺れにほんろうさ

れ、動くこともできず、飛

ばされることもある。 

固定していない家具のほとんど

が移動し、倒れるものが多くな

る。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する

建物が多くなる。補強されていないブロ

ック塀のほとんどが崩れる。 

７ 

固定していない家具のほとんど

が移動したり倒れたりし、飛ぶ

こともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する

建物がさらに多くなる。補強されている

ブロック塀も破損するものがある。 

 

（２）木造建物（住宅）の状況 

震度

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀

裂がみられることがある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。 

６強 
壁などにひび割れ・亀裂がみ

られることがある。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。 

傾くものや、倒れるものが多くなる。 
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７ 

壁などのひび割れ・亀裂が多

くなる。 

まれに傾くことがある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注１）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほ

ど高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982

年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性

に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではな

い。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注２）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上

壁（ラス、金網下地を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況

でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注３）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年

（2008 年）岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。  

 

（３）鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。 

６弱 

壁、梁（はり）、柱などの部材

に、ひび割れ・亀裂が入るこ

とがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 

６強 

壁、梁（はり）、柱などの部材

に、ひび割れ・亀裂が多くな

る。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割れ・亀裂がみら

れることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材

に、ひび割れ・亀裂がさらに

多くなる。 

1 階あるいは中間階が変形し、

まれに傾くものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割れ・亀裂が多く

なる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。 

（注１）鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね

昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が

高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅が

あるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既

存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注２）鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび

割れがみられることがある。  
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（４）地盤・斜面等の状況 

震度

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂※1 や液状化※2 が生じるこ

とがある。 
落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることが

ある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがあ

る※3。 
７ 

※1  亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記してい

る。 

※2  地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、

地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮

き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

※3  大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成される

ことがある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

（５）ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮

断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることが

ある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、 

高速道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、

運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確

認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネッ

ト等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふく

そう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあっ

た地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板

などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全の

ため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給

が停止することがある。  

 

（６）大規模構造物への影響 

長周期地震動※による超

高層ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に

比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期

地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の
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弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場

所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのスロッシ

ング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる

現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがあ

る。 

大規模空間を有する施

設の天井等の破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に

大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落

することがある。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達し

て、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなること

がある。  
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マグニチュード（Ｍ）と地震の程度 

マグニチュード（M） 地  震  の  程  度 過 去 の 大 地 震 

9 以上 ・地震観測がはじまって以来おこっていない。  

8.5 ～9  
・最大級の大地震 

・全世界を通じて 10 年に１度位しかおこらない。 

東日本大震災（9.0 ） 

 （平23.3.11 ） 

8 ～8.5  

・第一級の大地震 

・内陸におこると大被害 

・海底におこると大津波 

・日本付近で10 年に1 回位発生 

濃尾地震（8.4 ） 

（明24.10.28 ） 

三陸沖地震（8.3 ） 

（昭8.3.3 ） 

東南海地震（8.0 ） 

（昭19.12.7 ） 

南海地震（8.1 ） 

（昭21 .12 .2 1 ） 

7 ～8  

・かなりの大地震 

・内陸におこると大被害を生ずることがある。 

・海底におこると津波を伴う。 

・日本付近で1 年に1 回位発生 

関東地震（7.9 ） 

（大12.9.1 ） 

三河地震（7.1 ） 

（昭2 0 .1.13 ） 

福井地震（7.3 ） 

（昭23.6.28 ） 

新潟地震（7.5 ） 

（昭39.6.16 ） 

伊豆大島近海地震（7.0 ） 

（昭53.1.14 ） 

宮城県沖地震（7.4 ） 

（昭53.6.12 ） 

浦河沖地震（7.1 ） 

（昭57.3.21 ） 

日本海中部地震（7.7 ） 

（昭58.5.26 ） 

阪神・淡路大震災（7.3 ） 

 （平7.1.17 ） 

熊本地震（7.3 ） 

 （平28.4.16 ） 

令和6 年能登半島地震（7.6 ） 

 （令6.1.1 ） 

6 ～7  

・内陸におこると（とくに震源が浅いとき）被害を生

ずることがある。 

・日本付近で1 年に10 回位発生 

長野県西部地震（6.8 ） 

（昭59.9.14 ） 

4 ～6  

・被害を生ずることは、ほとんどない。 

時々感じる地震の大部分はこの程度のもの 

・日本付近で1 年に100 回位発生  

3 ～4  ・震源地の近くで人体に感じることがある。  

2 以下 ・高倍率の地震計によって観測される。  
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５ 東海地震に関連する情報（東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関連する調

査情報） 

東海地震に関する観測データに有意な変化を観測した場合、気象庁がその原因等の評価

を行い、以下のような「東海地震に関連する情報」を発表する。 

 

種 類 内   容   等 防災対応 

東海地震 

予知情報 

東海地震が発生するおそれがあると認められた

場合に発表される。 

また、東海地震発生のおそれがなくなったと認

められた場合には、その旨が本情報で発表される。 

・警戒宣言 

・地震災害警戒本部設置 

・地震防災応急対策 

東海地震 

注意情報 

東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認め

られた場合に発表される。 

また、東海地震発生のおそれがなくなったと認

められた場合には、その旨が本情報で発表される。 

・準備行動の実施 

・県民への広報 

東海地震に

関連する 

調査情報 

臨時  観測データに通常とは異なる変化が観

測された場合、その変化の原因について

の調査の状況が発表される。 

・情報収集連絡体制 

定例 毎月の定例の判定会で評価した調査結

果が発表される。 
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６ 南海トラフ被害予測結果 

〇想定震度分布図「理論上最大想定モデル」による想定（陸側） 
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〇全壊棟数率分布（「理論上最大想定モデル」による想定（陸側）） 
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〇液状化危険度予想図（「理論上最大想定モデル」による想定（陸側）） 
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第９章 防災組織等 

 

１ 豊山町災害対策本部組織図 
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〈標識等〉 

 

① 本部標識板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 腕 章 
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③ ヘルメット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 標 旗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 第９章 防災組織等 
 

 

 96  

２ 豊山町防災会議委員名簿 

役 職 職         名 備  考 

会  長 豊山町長  

１ 号 委 員 東海農政局企画調整室長  

２ 号 委 員 陸上自衛隊第３５普通科連隊第３中隊長  

３ 号 委 員 西枇杷島警察署長  

４ 号 委 員 豊山町教育長  

６ 号 委 員 西春日井広域事務組合消防本部消防長  

６ 号 委 員 豊山町消防団長  

７ 号 委 員 中部電力パワーグリッド株式会社北営業所長  

７ 号 委 員 
東邦ガスネットワーク株式会社地域計画部 

東部計画センター春日井事業所長  

７ 号 委 員 ＮＴＴ西日本株式会社東海支店設備部部長  

８ 号 委 員 豊山小学校区自主防災会会長  

８ 号 委 員 新栄小学校区自主防災会会長  

８ 号 委 員 志水小学校区自主防災会会長  

８ 号 委 員 防災士  

９ 号 委 員 とよ山内科クリニック副院長  

９ 号 委 員 北名古屋水道企業団事務局長  

９ 号 委 員 豊山町赤十字奉仕団委員長  

９ 号 委 員 尾張中央農業協同組合豊場支店次長  

９ 号 委 員 西春日井農業協同組合青山支店長  

９ 号 委 員 豊場区委員  

９ 号 委 員 青山区委員  

９ 号 委 員 愛知県尾張県民事務所長  

９ 号 委 員 愛知県尾張建設事務所長  
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３ 災害対策本部救助別簿冊 

救 助 別 項 目 整  備  す  べ  き  簿  冊 

避難及び避難所の設置 被災者台帳 

罹災証明書（仮罹災証明書） 

避難所収容台帳 

避難所用物品受払簿 

避難所設置及び収容状況 

避難命令（勧告）記録簿 

避難所設置に要した支払証拠書類 

避難所設置に要した物品支払証拠書類 

様式第 4  

様式第 5 、6  

様式第 7  

様式第 8  

様式第 9  

様式第 10  

 

救  出 罹災者救出状況記録簿 

罹災者救出用機械器具燃料受払簿 

罹災者救出用機械器具修繕簿 

罹災者救出用関係支払簿証拠書類 

様式第11  

様式第12  

様式第13  

 

食品の供給 炊出し給与簿 

食糧現品給与簿 

炊出し、その他による食品給与物品受払簿 

炊出し用物品借用簿 

炊出し、その他による食品給与のための食糧 

購入代金等支払証拠書類 

炊出し、その他による食品給与のための物品 

受払証拠書類 

様式第14  

 

様式第15  

様式第16  

 

飲料水の供給 飲料水供給記録簿 

給水用機械器具燃料及び浄水用薬品、資材受払簿 

給水用機械器具修繕簿 

様式第17  

様式第18  

様式第19  

被服・寝具・その他の 

生活必需品の給与又は 

貸与 

世帯構成員別被害状況 

物資購入（配分）計画表 

物資受払簿 

物資給与及び受領簿 

物資購入関係支払証拠書類 

様式第2 0  

 

様式第21  

様式第22  

医療・助産 医療班診療記録 

保健予防班医薬品衛生材料使用簿 

医療班・保健予防班の編成及び活動記録 

医薬品衛生材料受払簿 

病院・診療所医療実施状況 

医薬品、衛生材料等購入関係支払証憑書類 

助産台帳 

助産関係支出証憑書類 

様式第23  

様式第24  

様式第25  

様式第26  

様式第27  

 

様式第28  
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救 助 別 項 目 整  備  す  べ  き  簿  冊 

遺体の捜索、処理、埋葬 遺体捜索状況記録簿 

遺体捜索用機械・器具・燃料受払簿 

遺体捜索用機械・器具修繕簿 

遺体捜索用関係支出証拠書類 

遺体処理台帳 

遺体処理費支出関係証拠書類 

埋火葬台帳 

埋葬費支出関係証拠書類 

様式第45  

様式第46  

様式第47  

 

様式第48  

 

様式第49  

防疫・保健衛生   

住居の仮設応急修理 

及び障害物の除去 

障害物除去の状況記録簿 

障害物除去費支出関係証拠書類 

様式第36  

文教災害対策 学用品購入（配分）計画表 

学用品給与簿（親権者の受領印を徴すること） 

学用品出納に関する帳簿（受払関係） 

学用品購入関係支出証拠書類 

様式第41  

様式第42  

防  犯   

交  通   

輸  送   

水道対策   

公共土木施設   

防災営農   

水  防   

消  防   

危険物災害対策   

労  務 奉仕団の名称及び人員又は氏名 

奉仕した作業内容及び期間 

災害労務者従事台帳 

その他参考事項 

 

 

 

 

生業資金貸与 生業資金貸与申請書 

生業資金借用証書 

生業資金貸付台帳（裏面、災害対策救助法に 

基づく生業資金償還表） 

災害救助法に基づく生業資金借入申込者名簿 

生業資金支払証拠書類 

様式第43  

(その1 ) 

様式第43  

(その3 ) 

様式第44  

自衛隊の災害派遣   

他の地方公共団体との 

応援要請   
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第10章 災害情報の収集・伝達 

 

 

１ 報告先 

区分 第 1 非常配備 
第 2 非常配備 

（準備体制） 

第 2 非常配備 

（警戒体制） 
第 3 非常配備 

勤 

務 

時 

間 

内 

配備場所 
尾張県民事務所 防災安全課 

(三の丸庁舎 4 階) 

災害対策センター 

(三の丸庁舎地下 2 階災害対策室) 

NTT  

庁舎代表 052 -961 - 7211  庁舎代表 052 -961 - 7211  

防災 

内線 
1101 、2436 、

2437  
内線 2901 、 2428  

直通 052 -961 - 1474  直通 052 -973 - 4595  

消防 

内線 2432 、 2438  

  

直通 052 -961 - 1464  

保安 

内線 2433 ～ 2435  

直通 052 -961 - 1519  

NTT （FAX ） 052 -951 - 9106  直通 052 -973 - 4596  

防災行政無線 

防災 
無線発信番号- 602 - 1101 、

2436 、2437  
総括班 無線発信番号- 602 - 2901  

消防 
無線発信番号- 602 - 2432 、

2438  
総務班 無線発信番号- 602 - 1101  

保安 
無線発信番号- 602 - 2433

～2435  
情報班 

無線発信番号

- 602 - 1102 、2428  

  

無線発信番号

- 602 - 1105 、1106  

緊急物資班 052 -973 - 45 95  

支援班 無線発信番号- 602 - 1107  

県民相談 

無線発信番号

- 602 - 2271 、2313 、

2522 、2602  

防災行政無線

（FAX)  
無線発信番号- 602 - 1150  無線発信番号- 602 - 1151  
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勤

務

時

間

外 

配備場所 
尾張県民事務所 防災安全課 

（三の丸庁舎 4 階） 

上記勤務時間内の欄に同じ 

NTT  
庁舎代表 052 -961 - 7211  

直通 052 -961 - 1474  

NTT （FAX ） 052 -951 - 9106  

防災行政無線 
無線発信番号- 602 - 1101 、2436 、

2437  

防災行政無線 

（FAX)  
無線発信番号- 602 - 1150  

※ただし、尾張方面本部（尾張県民事務所）に連絡が取れない場合は、県庁災害対策本部（災害対策課）とす

る。
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２ 県災害対策本部連絡先 

 
平常時 第1 非常配備 第2 非常配備 

（準備体制） 

第2 非常配備 

（警戒体制） 

第3 非常配備 

本庁舎2 階防災局内 自治センター6 階災害情報センター 

勤

務

時

間

内 

NTT  052 －951 －3800 （災害対策課） 

052 －951 －1382 （消防保安課） 

052 －961 －2111 （代表） 

内 線  2512 （災害） 

内 線  2512 （特殊災害） 

内 線  2522 （火災） 

内 線  2522 （危険物） 

内 線  2539 （救急・救助） 

 

（直通）052 －954 －6193 （災害、特殊災害） 

    052 －954 －6141 （救急・救助） 

    052 －954 －6144 （火災、危険物） 

052 －971 －7104 （広報部 広報班） 

052 －971 －7105 （総括部 総括班） 

052 －961 －2111 （代表） 

内 線 5302 ～530 4 （総括部総括班） 

内 線 5306 ～5307 （総括部渉外班） 

内 線 5314 ～5310 （総括部復旧班） 

内 線 53 08 ～53 10 （広報部広報班） 

内 線 53 11 ～53 12 （情報部整理班） 

内 線 53 13 ～53 16 （情 報 部 局 ・ 公 共 機 関 班） 

内 線 53 17 ～53 19 （情報部方面班） 

内 線 53 28 （情報部調査班） 

内 線 532 3 ～532 4 （運用部庶務班） 

内 線 532 5 ～53 27 （運用部運用班） 

内 線 53 28 （運用部財務会計班） 

NTT （FAX ） 052 －954 －6912 （2階災害対策課内(災害･特殊災害)） 

052 －954 －6922 （6 階災害対策課通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

052 －954 －6913 （2階消防保安課内(火災・危険物)） 

052 －954 －6994 （1 階消防保安課内(救急・救助)） 

052 －971 －7103  

052 －971 －7106  

052 －971 －4107  

防災行政無線 600 －2512 （2 階災害対策課内） 

600 －2512 （災害） 

600 －25 12 （特殊災害） 

600 －2522 （火災） 

600 －2522 （危険物） 

600 －2539 （救急・救助） 

600 －1360 ～136 2 （総括部統括班） 

600 －136 3 （総括部渉外班） 

600 －136 7 （総括部復旧班） 

600 －136 4 （広報部広報班） 

600 －136 5 （情報部局・公共機関班） 

600 －136 6 （情報部方面班） 

600 －1368 （情報部調査班） 

600 －13 21 （県警連絡員） 

600 －1324 （自衛隊連絡員） 

防災行政無線 

(FAX ) 

600 －1510  600 －1514  

勤
務
時
間
外 

NTT  052 －954 －6844 （宿日直室） 上記勤務時間内の欄に同じ 

NTTFAX  052 －954 －6995 （宿日直室）  同 上 

防災行政無線 600 －5250 ～5253 （宿日直室）  同 上 

防災行政無線 

(FAX ) 

600 －4695( 宿日直室)  同 上 

ｅ- mail  saigaitaisaku ＠pref .aichi.lg.jp  aichi - saitaihonbu21@lion.ocn.ne.jp  

防災web メール kensaitai@bousai.pref.aichi.jp  
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３ 被害判定基準 

被 害 区 分 判  定  基  準 

人 

の 

被 

害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、遺体を確認した者、又は遺体は確認できないが、

死亡したことが確実な者 

行 方 不 明 者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者 

負 傷 者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者。 

（重傷）１か月以上の治療を要する見込みの者 

（軽傷）１か月未満で治療できる見込みの者 

住 
 

 
 

 

家 
 

 
 

 

の 
 

 
 

 
被 

 
 

 
 

害 

（ 住 家 ） 
現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

棟 

一つの建築物をいう。 

母屋より延べ面積の小さい建築物（同じ宅地内にあるもので、非住家とし

て計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場）が付着してい

る場合は同一棟とみなす。 

また、渡り廊下のように、２つ以上の母屋に付着しているものは折半して、

それぞれの母屋の付属建物とみなす。 

世 帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。（同一家屋内の親子夫婦であ

っても、生活の実態が別々であれば当然２世帯となるわけである。また、

主として学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿、その他これらに類する施

設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者については、原則としてその

寄宿舎等を１世帯として取扱う。） 

全 壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部

が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修に

より元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、

焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70 ％以上に

達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合を表し、その住家の損害割合が50 ％以上に達した程度のも

のとする。 

半 壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住

家の損傷が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、

具体的には損壊部分が、その住家の延床面積の20 ％以上70 ％未満のもの、

又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が20 ％以上50 ％未満のものとする。 

一 部 破 損 
全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のも

のとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂、

竹木等の堆積により一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 

非
住
家
の
被
害 

（ 非 住 家 ） 

住家以外の建物で、この報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。なお、

この被害は全壊・半壊の被害を受けたもののみ記入する。 

公 共 建 物 役場庁舎、公民館、保育所等公用又は公共の用に供せる建物とする。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 
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被 害 区 分 判  定  基  準 

そ 
 

 
 

の 
 

 
 

他 

田の流失・埋没 
田の耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能になつたものとす

る。 

田 の 冠 水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失・埋没 

畑 の 冠 水 

田の例に準じて取り扱うものとする。 

文 教 施 設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚

園における教育の用に供する施設とする。 

道 路 
道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条１項に規定する道路のうち、

橋梁を除いたものとする。 

 

損 壊 
道路の全部又は一部の損壊又は崩土により通行不能あるいは通行規制にな

ったもの及び応急修理が必要なものとする。 

冠 水 
道路が水をかぶり通行不能となったもの及び通行規制が必要なものとす

る。 

(通行不能) 道路の損壊又は冠水等により通行が不能となったものとする。 

橋 梁 
道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋で全部又は一部が

流失したもの及び損壊により応急修理が必要なものとする。 

河 川 

河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、若しくは準用される河

川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、

水制、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必

要とする河岸とする。 

 

破 堤 堤防等の破堤により水が堤内にあふれ出たものとする。 

越 水 
堤防等は破堤していないが、水が堤防等を乗り越えて堤内へ流れ込む状態

のものとする。 

そ の 他 
破堤や越水はしていないが、堤防法面が損壊する等応急修理が必要なもの

とする。 

土 石 流 土石流による災害で、人命、人家、公共的建物に被害のあったものとする。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

水 道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点にお

ける戸数とする。 

電 気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とす

る。 

電 話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

ガ ス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多

く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 
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被 害 区 分 判  定  基  準 

火 

災 

発 

生 

（ 火 災 ） 地震又は火山噴火の場合のみとすること。 

建 物 

土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧の

ための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、倉庫、

その他これらに類する施設をいい、貯蔵その他これに類する施設を除く。 

危 険 物 
消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 11 条に起因する市長村長が許可

した製造所等 

そ の 他 建物及び危険物以外のもの 

罹 災 世 帯 
災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できな

くなった生計を一にしている世帯とする。 

罹 災 者 罹災世帯の構成員とする。 

公 立 文 教 施 設 公立の文教施設をいう。 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和

25 年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、

農地、農業用施設、林業用施設及び共同利用施設とする。 

公 共 土 木 施 設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）によ

る国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、林地荒廃防止施

設、道路、下水道及び公園とする。 

その他の公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、

例えば庁舎、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施

設及びその他の公共施設については、査定済額を記入し、未査定額（被害

見込額）はカッコ書きするものとする。 

公共施設被害数 
公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被

害を受けた箇所数 

そ 

の 

他 

農 産 被 害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等

の被害とする。 

林 産 被 害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

畜 産 被 害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

商 工 被 害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

 

被害の程度及び応急対策状況（経過）、要請事項欄の記載の主たるものを例示すると、次の

とおりである。 

・人、住家の被害状況及びこれに対する災害救助活動状況 

・避難の状況 

・主要河川、ため池等の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込 

・主要道路、交通機関の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込 

・学校、病院、庁舎等重要公共施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況 
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・電力、ガス、水道、通信施設等公益事業施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動

状況、復旧見込 

・農林水産施設、農林水産物の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込 

・応援要請又は職員派遣の状況 
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第11章 参考資料 

 

 

１ 豊山町防災関係機関 

（１）警察 

機  関  名 所   在   地 電  話 

豊 山 交 番 豊場字高前90 番地 052 -501 -0 11 0  

（２）農協 

機  関  名 所   在   地 電  話 

尾張中央農業協同組合 

豊場支店 
豊場字前池46 番地1  28 - 0002   

西春日井農業協同組合 

青山支店 
青山1346 番地 28 - 1321   

（３）郵便局 

機  関  名 所   在   地 電  話 

豊 山 郵 便 局 豊場字高前196 番地 28 - 1515   

（４）学校（小・中） 

機  関  名 所   在   地 電  話 

豊 山 小 学 校 豊場字中之町10 番地 28 - 0 004   

新 栄 小 学 校 青山字東川100 番地 28 - 3457   

志 水 小 学 校 豊場字下戸1 番地 28 - 5580   

豊 山 中 学 校 豊場字前池39 番地 28 - 0021   

（５）医療機関 

医 院 診 療 所 名 所  在  地 電 話 診療科目 病床数 

杉 山 医 院 豊場字幸田25 番地1  28 - 11 81  
外科、内科、消化器科 

整形外科、皮膚科 
19  

Ｎ．キッズファミリー 

ク リ ニ ッ ク 
〃 高前80 番地 28 - 2321  

小児科、内科、アレルギ

ー科 
 

と よ 山 内 科 

ク リ ニ ッ ク 
青山字東川46 番地2  39 - 3800  

内科、消化器科、リハビリテ

ーション科、小児科 
－ 

わ か ば フ ァ ミ リ ー 

ク リ ニ ッ ク 
豊場字高前183 番地1  29 - 3911  

内科、小児科、アレルギー科、 

消化器科、循環器科、皮膚科 
－ 
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２ 防災関係機関及び連絡窓口 

（１）指定行政機関 

機 関 名 連 絡 窓 口 電話番号 所   在   地 
郵便 
番号 

内 閣 府 総 括 担 当 
（03 ） 

3501 -5408  
東京都千代田区永田町 

1 - 6 - 1  
100 -  
8914  

〃 防 災 計 画 担 当 
（03 ） 

3501 -6996  
〃 〃 

〃 被 災 者 行 政 担 当 
（03 ） 

3501 -5191  
〃 〃 

〃 調 査 ・ 企 画 担 当 
（03 ） 

3501 -5693  
〃 〃 

〃 
災害緊急事態 

対処担当 
（03 ） 

3501 -5695  
〃 〃 

国 家 公 安 委 員 会  
（03 ） 

358 1 -0141  
東京都千代田区霞ケ関 

2 - 1 - 2  
100 -  
8974  

警 察 庁 警 備 局 警 備 課 
（03 ） 

358 1 -0141  
〃 〃 

金 融 庁 総務企画局政策課 
（03 ） 

3506 -6000  
東京都千代田区霞ケ関 

3 - 2 - 1  
100 -  
8967  

消 費 者 庁 総 務 課 
（03 ） 

3507 -8800  
東京都千代田区永田町 

2 - 11 - 1  
100 -  
6178  

総 務 省 官 房 総 務 課 
（03 ） 

5253 -5 111  
東京都千代田区霞ケ関 

2 - 1 - 2  
100 -  
8926  

消 防 庁 防 災 課 
（03 ） 

5253 -7525  
東京都干代田区霞ケ関 

2 - 1 - 2  
100 -  
8927  

〃 応 急 対 策 室 
（03 ） 

5253 -7527  
〃 〃 

〃 防 災 情 報 室 
（03 ） 

5253 -7526  
〃 〃 

法 務 省 官房秘書課広報室 
（03 ） 

3580 -4111  
東京都干代田区霞ケ関 

1 - 1 - 1  
100 -  
8977  

外 務 省 
官房総務課 

危機管理調整室 
（03 ） 

3580 -3311  
東京都千代田区霞ケ関 

2 - 2 - 1  
100 -  
8919  

財 務 省 官 房 総 合 政 策 課 
（03 ） 

3581 -4111  
東京都千代田区霞ケ関 

3 - 1 - 1  
100 -  
8940  

文 部 科 学 省 
官房文教施設企画部 

施設企画課 
（03 ） 

5253 -4111  
東京都千代田区霞ケ関 

3 - 2 - 2  
100 -  
8959  

文 化 庁 官 房 政 策 課 
（03 ） 

5253 -4111  
〃      〃 

厚 生 労 働 省 官 房 総 務 課 
（03 ） 

5253 -1111  
東京都干代田区霞ケ関 

1 - 2 - 2  
100 -  
8916  
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農 林 水 産 省 
大臣官房文書課 

災害総合対策室 
（03 ） 

3502 -8111  
東京都干代田区霞ケ関 

1 - 2 - 1  
100 -  
8950  

経 済 産 業 省 官 房 総 務 課 
（03 ） 

3501 -1327  
東京都千代田区霞ケ関 

1 - 3 - 1  
1 00 -  
8901  

資源エネルギ- 庁 総 合 政 策 課 
（03 ） 

3501 -2669  
〃 〃 

中 小 企 業 庁 事業環境部企画課 
（03 ） 

3501 -0459  
東京都千代田区霞ケ関 

1 - 3 - 1  
1 00 -  
89 12  

国 土 交 通 省 河 川 局 防 災 課 
（03 ） 

5253 -8111  
東京都千代田区霞ケ関 

2 - 1 - 3  
100 -  
8918  

国 土 地 理 院 企画部企画調整課 
（029 ） 

864 -1111  
茨城県つくば市北郷1  

305 -  
0811  

気 象 庁 総 務 部 企 画 課 
（03 ） 

3212 -8341  
東京都干代田区大手町 

1 - 3 - 4  
100 -  
8122  

海 上 保 安 庁 
警備救難部 

環境防災課 
（03 ） 

359 1 -63 61  
東京都千代田区霞ケ関 

2 - 1 - 3  
100 -  
8918  

環 境 省 官 房 総 務 課 
（03 ） 

3581 -3351  
東京都干代田区霞ケ関 

1 - 2 - 2  
100 -  
8975  

原子力規制委員会 
原子力災害対策・ 

核物質防護課 
（03 ） 

3581 -3252  
東京都港区六本木1 - 9 - 9  

10 6 -  
8450  

防 衛  
運用企画局 

事態対処課 
（03 ） 

5366 -3111  
東京都新宿区市谷本村町 

5 - 1  
162 -  
8801  

 

（２）指定地方行政機関 

機 関 名 連 絡 窓 口 電話番号 所   在   地 
郵便 
番号 

中 部 管 区 警 察 局 
総務監察・広域調整部 

広域調整第二課 
（052 ） 

951 -6000  
名古屋市中区三の丸 

2 - 1 - 1  
460 -  
0001  

中 部 管 区 行 政 局 
総務行政相談部 

行政相談課 
(052)  

972 -7411  
名古屋市中区三の丸 

2 - 5 - 1  
460 -  
0001  

東 海 総 合 通 信 局 総務部総務課文書係 
（052 ） 

971 -9210  
名古屋市東区白壁 

1 - 15 - 1  
461 -  
8795  

東 海 財 務 局 総 務 部 総 務 課 
（052 ） 

951 -177 2  
名古屋市中区三の丸 

3 - 3 - 1  
460 -  
8521  

東 海 北 陸 厚 生 局 総 務 課 
（052 ） 

971 -883 1  
名古屋市東区白壁 

1 - 15 - 1  
461 -  
0011  

愛 知 労 働 局 総 務 部 総 務 課 
（052 ） 

972 -025 1  
名古屋市中区三の丸 

2 - 5 - 1  
460 -  
8507  

東 海 農 政 局 企 画 調 整 室 
（052 ） 

201 -7271  
名古屋市中区三の丸 

1 - 2 - 2  
460 -  
8516  

中 部 森 林 管 理 局 
名古屋事務所 

連絡調整官 
（052 ） 

683 -920 6  
名古屋市熱田区熱田西町 

1 - 2 0  
456 -  
8620  
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中 部 経 済 産 業 局 総 務 課 
（052 ） 

951 -2683  
名古屋市中区三の丸 

2 - 5 - 2  
460 -  
8510  

 

中 部 近 畿 産 業 
保 安 監 督 部 

管 理 課 
（052 ） 

951 -0558  
〃 〃 

中 部 地 方 整 備 局 防 災 室 
（052 ） 

953 -8357  
名古屋市中区三の丸 

2 - 5 - 1  
46 0 -  
8514  

中 部 運 輸 局 
総務部安全防災・ 

危機管理課 
（052 ） 

952 -8 002  
名古屋市中区三の丸 

2 - 2 - 1  
460 -  
8528  

大 阪 航 空 局 
中部空港事務所 

総務部総務課 
（05 69 ） 

38 -2155  
常滑市セントレア1 - 1  

479 -  
8787  

中 部 地 方 測 量 部 防 災 情 報 管 理 官 
（052 ） 

961 -5644  
名古屋市中区三の丸 

2 - 5 - 1  
460 -  
0001  

名古屋地 方気象台 防 災 グ ル ー プ 
（052 ） 

751 -5124  
名古屋市千種区日和町 

2 - 18  
464 -  
0039  

第 四 管 区 
海 上 保 安 本 部 

警備救難部 
環境防災課 

（0 52 ） 
661 -1611  

名古屋市港区入船 
2 - 3 - 12  

455 -  
8528  

名古屋海上保安部 
警備救難課 

海上防災係 
（052 ） 

661 -1615  
〃 

455 -  
0032  

中 部 地 方 
環 境 事 務 所 

総 務 課 
（052 ） 

95 5 -2130  
名古屋市中区錦3 - 4 - 6  

460 -  
00 03  

近 畿 中 部 防 衛 局 
東 海 防 衛 支 局 

施 設 企 画 課 
（052 ） 

95 2 -8223  
名古屋市中区三の丸 

2 - 2 - 1  
460 -  
0001  

 

（３）自衛隊 

機 関 名 連 絡 窓 口 電話番号 所   在   地 
郵便 
番号 

陸 上 自 衛 隊 
第 1 0 師 団 

司令部第3 部防衛班 
（052 ） 

791 -2191  
名古屋市守山区守山 

3 - 12 - 1  
463 -  
8686  

陸 上 自 衛 隊 
第35 普通科連隊 

第 3 科 
（052 ） 
79 1 ー2191  

〃 
463 -  
8686  

陸 上 自 衛 隊 
第 1 0 特 科 連 隊 
（ 豊 川 駐 屯 地 ） 

第 3 科 
（0533 ） 

86 -3151  
豊川市穂ノ原1 - 1  

442 -  
8602  

海 上 自 衛 隊 
横須賀地 方総監部 

防 衛 部 第 3 幕 僚 室 
（046 ） 

8 22 -3500  
神奈川県横須賀市 

西逸見町一丁目無番地 
238 -  
0046  

航 空 自 衛 隊 
小 牧 基 地 

第１輸送航空隊 
司令部防衛部 

（0568 ） 
76 -2191  

小牧市春日寺1 - 1  
485 -  
0952  

 

（４）指定公共機関 

機 関 名 連 絡 窓 口 電話番号 所   在   地 
郵便 
番号 
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独 立 行 政 法 人 
国 立 病 院 機 構 

東海北陸グループ 
人事担当（総務課） 

（052 ） 
968 -5171  

名古屋市中区三の丸 
4 - 1 - 1  

460 -  
0001  

 

独 立 行 政 法 人 
地域医療機能推進機構 

東海北陸事務所 
総務部総務経理課 

（052 ） 
698 -2283  

名古屋市南区三条 
1 - 1 - 10  

457 -  
0866  

独 立 行 政 法 人 
水 資 源 機 構 

中部支社事業部 
水管理・防災課 

（052 ） 
2 31 -7541  

名古屋市中区三の丸 
1 - 2 - 1  

460 -  
0001  

独 立 行 政 法 人 
都 市 再 生 機 構 

本社災害対応支援室 
（045 ） 

650 -0424  
神奈川県横浜市中区 

本町6 - 50 - 1  
231 -  

8315  

日 本 銀 行 名 古 屋 支 店 文 書 課 
（052 ） 

222 -2 000  
名古屋市中区錦2 - 1 - 1  

460 -  
8708  

日 本 赤 十 字 社 
愛知県支部事業部 

救護・事業推進課 
（052 ） 

971 -1591  
名古屋市東区白壁1 - 50  

461 -  
8561  

日 本 放 送 協 会 
名古屋拠点放送局 
企画総務部（計画管理） 

（052 ） 
952 -7 000  

名古屋市東区東桜 
1 - 13 - 3  

461 -  
8725  

中日本高速道路株
式 会 社 

名古屋支社 
保全・サービス事業部 

企画統括課 

（052 ） 
222 -1 620  

名古屋市中区錦 
2 - 18 - 19  

460 -  
0 003  

中 部 国 際 空 港 
株 式 会 社 

空港運用本部 
空港運用部付 
（防災・危機管理担当） 

（05 69 ） 
38 -7 777  

常滑市セントレア1 - 1  
479 -  

8701  

東 海 旅 客 鉄 道 
株 式 会 社 

東海鉄道事業本部 
管理部総務課 

（052 ） 
564 -2396  

名古屋市中村区名駅 
1 - 3 - 4  

45 3 -  
8520  

日 本 貨 物 鉄 道 
株 式 会 社 

東 海 支 社 総 務 部 
（05 0 ） 
2017 -4022  

名古屋市中区錦三丁目 
1 - 1  

4 60 -  
000 3  

西日本電信電話 
株 式 会 社 

名古屋支店整備部 
災害対策室 

（052 ） 
291 -3226  

名古屋市中区大須 
4 - 9 - 6 0  

460 -  
8319  

日本郵便株式会社 
東海支社経営管理本部 
総務人事部危機管理室 

（052 ） 
446 -822 9  

名古屋市中村区名駅 
1 - 1 - 1  

469 -  
8797  

東 邦 瓦 斯 
株 式 会 社 

総務部 
防災統括グループ 

（052 ） 
87 2 -9681  

名古屋市熱田区桜田町 
19 - 18  

456 -  
8511  

日 本 通 運 
株 式 会 社 

名古屋支店 
総務チーム 

（052 ） 
551 -9851  

名古屋市中村区名駅南 
4 - 12 - 17  

450 -  
0003  

福 山 通 運 
株 式 会 社 

総 務 部 総 務 課 
（0 84 ） 

924 -2007  
広島県福山市東深津町 

4 - 20 - 1  
721 -  

8555  

ヤ マ ト 運 輸 
株 式 会 社 

中部支社ＣＳＲ担当 
（0 565 ） 

77 -1010  
豊田市生駒町切戸21 - 1  

4 73 -  
0 928  

佐 川 急 便 
株 式 会 社 

東京本社ＣＳＲ推進部 
事業継続推進課 

（03 ） 
3699 -3340  

東京都江東区新砂 
2 - 2 - 8  

136 -  
0075  

西 濃 運 輸 
株 式 会 社 

総 務 部 
（0584 ） 

82 -1111  
岐阜市大垣市田口町1  

503  
8501  

中 部 電 力 
株 式 会 社 

総務・広報・地域共生 
本部防災危機管理グループ 

（052 ） 
9 51 -82 11  

名古屋市東区東新町1  
46 1 -  

8680  

関 西 電 力 
株 式 会 社 

東海支社コミュニケーション 
統括グループ 

（052 ） 
93 1 -1521  

名古屋市東区泉 
2 - 27 - 14  

461 -  
8540  
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株 式 会 社 
J E R A  

西日本支社西日本総務部 
総務ユニット 

（052 ） 
740 -6842  

名古屋市中村区名駅 
1 - 1 - 1JP タワー18 階 

4 50 -  
6318  

電 源 開 発 
株 式 会 社 

中部支店 
（05 68 ） 

8 1 -2 300  
春日井市十三塚町1 - 43  

486 -  
0815  

ＫＤＤＩ株式会社 中 部 総 支 社 管 理 部 
（052 ） 

7 47 -8071  
名古屋市西区名駅 

2 - 2 7 - 8  
451 -  

8610  

株 式 会 社 
Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

東海支社ネットワーク部 
災害対策室 

（052 ） 
968 -7938  

名古屋市東区東桜 
1 - 1 - 10  

461 -  
8565  

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼ
ｮ ﾝ ｽ ﾞ 株 式 会 社 

プラットフォームサービス
本部事業推進部危機管理室 

（05 70 ） 
03 -9909  

東京都千代田区大手町 
2 - 3 - 5  

100 -  
0004  

ソ フ ト バ ン ク 
株 式 会 社 

関 西 ・ 東 海 総 務 課 
（052 ） 

566 -3231  
名古屋市中村区名駅 

1 - 1 - 3  
450 -  

6104  

イオン株式会社 
イオン小牧 

危機管理センター 
（0568 ） 

74 -2010  
小牧市東1 - 126  

485 -  
0831  

ユニー株式会社 
業務本部総務部 

危機管理 
（0587 ） 

24 -8030  
稲沢市天地五反田町1  

492 -  
8680  

株式会社セブン＆アイ・ 
ホールディングス 

総 務 部 渉 外 
（03 ） 
6238 -3000  

東京都千代田区二番町 
8 - 8  

102 -  
8452  

株 式 会 社 
イトーヨーカ堂 

総 務 部 渉 外 
（03 ） 
6238 -3000  

東京都千代田区二番町 
8 - 8  

102 -  
8452  

株式会社セブン-
イレブン・ジャパン 

リスクマネジメント室 
（03 ） 
6238 -3711  

東京都千代田区二番町 
8 - 8  

102 -  
8452  

株式会社ローソン リ ス ク 統 括 部 
（03 ） 
5435 -1594  

東京都品川区大崎 
1 - 11 - 2  

141 -  
8643  

株 式 会 社 
ファミリーマート 

総合企画本部経営企画 
部経理企画グループ 

（03 ） 
6436 -7565  

東京都港区芝浦3 - 1 - 2  
141 -  

8643  

一 般 社 団 法 人 
日本建設行連合会 

中 部 支 社 
（052 ） 

261 -3808  
名古屋市中区栄 

3 - 28 - 21  
460 -  

0 008  

 

 

（５）指定地方公共機関 

機 関 名 連 絡 窓 口 電話番号 所   在   地 
郵便 
番号 

愛 知 県 土 地 改 良 
事 業 団 体 連 合 会 

総 務 部 総 務 課 
（052 ） 

551 -3611  
名古屋市西区栄生 

1 - 18 - 25  
451 -  
0 0 52  

愛 知 県 尾 張 水 害 
予 防 組 合 

事 務 局 
（05 86 ） 

72 -8555  
一宮市今伊勢町本神戸 

字立切1 - 4  
4 91 -  
0053  

名 古 屋 港 
管 理 組 合 

総 務 部 危 機 管 理 課 
（052 ） 

654 -78 1 8  
名古屋市港区港町1 - 11  

455 -  
003 3  

サ ー ラ エ ナ ジ ー 
株 式 会 社 

サーラＥ＆Ｌ東三河 
㈱管理グループ 

（0532 ） 
3 2 -5511  

豊橋市神野新田町 
字テノ割1  

441 -  
8511  

犬 山 瓦 斯 
株 式 会 社 

供 給 部 供 給 2 課 
（0568 ） 

61 -0002  
犬山市犬山中野2  

484 -  
0081  
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津 島 瓦 斯 
株 式 会 社 

供 給 課 
（0567 ） 

28 -1331  
津島市錦町2  

496 -  
0802  

一般社団法人愛知県 
ト ラ ッ ク 協 会 

総 務 部 総 務 課 
（052 ） 

871 -1921  
名古屋市瑞穂区新開町 

12 - 6  
467 -  
8555  

名 古 屋 鉄 道 
株 式 会 社 

鉄道事業本部 
計画部管理課 

（052 ） 
825 -3102  

名古屋市熱田区三本松 
18 - 1  

45 6 -  
0032  

近 畿 日 本 鉄 道 
株式会社鉄道事業本部 

名古屋鉄道本部統括部 
運輸部運行課 

（059 ） 
354 -7021  

三重県四日市市鵜の森 
1 - 16 - 11  

510 -  
0 0 74  

豊 橋 鉄 道 
株 式 会 社 

内 部 統 制 室 
（0532 ） 

53 -2131  
豊橋市駅前大通1 - 46 - 1  

440 -  
8604  

名 古 屋 臨 海 鉄 道 
株 式 会 社 

総 務 部 
（052 ） 

613 -5001  
名古屋市南区滝春町 

12 - 3  
457 -  
0819  

衣 浦 臨 海 鉄 道 
株 式 会 社 

総 務 部 総 務 課 
（0569 ） 

22 -9681  
半田市11 号地19 - 2  

475 -  
0831  

愛 知 環 状 鉄 道 
株 式 会 社 

総 務 部 総 務 人 事 課 
（056 5 ） 

3 3 -2931  
岡崎市北野町二番訳68  

444 -  
09 51  

株 式 会 社 
東 海 交 通 事 業 

鉄 道 部 輸 送 課 
（052 ） 

504 -3002  
名古屋市西区八筋町8 - 1  

452 -  
0815  

名古屋臨海高速鉄
道 株 式 会 社 

総 務 部 総 務 課 
（052 ） 

383 -0954  
名古屋市港区十一屋 

1 - 46  
455 -  
0831  

愛 知 高 速 交 通 
株 式 会 社 

総 務 部 総 務 課 
（0561 ） 

61 -4781  
長久手市茨ケ廻間 

1533 - 736  
480 -  
1342  

株 式 会 社 
中 日 新 聞 社 

編 集 局 
（052 ） 

2 0 1 -8811  
名古屋市中区三の丸 

1 - 6 - 1  
460 -  
8511  

株 式 会 社 
朝 日 新 聞 社 

名古屋本社 
統括センター 

（052 ） 
231 -8 131  

名古屋市中区栄1 - 3 - 3  
460 -  
8488  

株 式 会 社 
毎 日 新 聞 社 

中部本部 
代表室総務グループ 

（052 ） 
564 -1400  

名古屋市中区平池町 
4 - 60 - 12  

4 53 -  
6109  

株 式 会 社 
読 売 新 聞 社 

東京本社中部支社 
編集センター 

（052 ） 
211 -1151  

名古屋市中区栄1 - 2 - 1  
46 0 -  
8470  

株 式 会 社 
中 部 経 済 新 聞 社 

編 集 局 
（052 ） 

561 -521 2  
名古屋市中村区名駅 

4 - 4 - 10  
450 -  
8561  

株 式 会 社 
日 本 経 済 新 聞 社 

名古屋支社 
総務グループ 

（052 ） 
243 -33 11  

名古屋市中区栄 
4 - 16 - 33  

460 -  
8366  

株 式 会 社 
産 業 経 済 新 聞 社 

編 集 局 地 方 部 
（0 6 ） 
6633 -1221  

名古屋市中村区名駅南 
1 - 1 4 - 19  

556 -  
8661  

株 式 会 社 
時 事 通 信 社 

名 古 屋 支 社 編 集 部 
（052 ） 

231 -4583  
名古屋市中区錦2 - 2 - 13  

460 -  
0003  

社 団 法 人 
共 同 通 信 社 

名 古 屋 支 社 編 集 部 
（052 ） 

211 -2821  
名古屋市中区三の丸 

1 - 6 - 1  
460 -  
0001  

株 式 会 社 
Ｃ Ｂ Ｃ テ レ ビ 

報道情報政策局 
報道部 

（052 ） 
241 -8111  

名古屋市中区新栄 
1 - 2 - 8  

460 -  
8405  

株 式 会 社 
Ｃ Ｂ Ｃ ラ ジ オ 

編 成 制 作 局 編 成 部 
（052 ） 

241 -8111  
〃       〃 
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東 海 ラ ジ オ 放 送 
株 式 会 社 

報 道 制 作 局 
（052 ） 

951 -2525  
名古屋市東区東桜 

1 - 14 - 27  
461 -  
8503  

東 海 テ レ ビ 放 送 
株 式 会 社 

報 道 部 
（052 ） 

95 1 -2511  
〃      

461 -  
8501  

名 古 屋 テ レ ビ 
放 送 株 式 会 社 

報道局ニュース 
情報センター 

（052 ） 
331 -8111  

名古屋市中区橘2 - 10 - 1  
460 -  
8311  

中 京 テ レ ビ 放 送 
株 式 会 社 

報道局報道グループ 
（052 ） 

588 -457 1  
名古屋市平池町 

4 - 60 - 11  
4 53 -  
8 704  

株 式 会 社 
エ フ エ ム 愛 知 

編 成 制 作 部 
（052 ） 

263 -514 1  
名古屋市中区千代田 

2 - 1 5 - 18  
460 -  
8388  

テ レ ビ 愛 知 
株 式 会 社 

報道制作局 
報道情報グループ 

（052 ） 
20 3 -0250  

名古屋市中区大須 
2 - 4 - 8  

460 -  
8325  

株 式 会 社 
Ｚ Ｉ Ｐ ― Ｆ Ｍ 

編 成 局 編 成 制 作 部 
（052 ） 

97 2 -0 778  
名古屋市中区丸の内 

3 - 20 - 17  
460 -  
8578  

愛 知 県 道 路 公 社 事 業 部 事 業 課 
（052 ） 

96 1 -1 621  
名古屋市中区丸の内 

3 - 19 - 30  
460 -  
0002  

名 古 屋 
高 速 道 路 公 社 

総 務 部 総 務 課 
（052 ） 

919 -5400  
名古屋市北区志水 

4 - 17 - 30  
46 2 -  
0844  

公 益 社 団 法 人 
愛 知 県 医 師 会 

医 療 業 務 部 第 １ 課 
（052 ） 

241 -4136  
名古屋市中区栄 

4 - 1 4 - 28  
460 -  
0008  

一 般 社 団 法 人 
愛知県歯科医師会 

調 査 ・ 広 報 課 
（052 ） 

962 -8020  
名古屋市中区丸の内 

3 - 5 - 18  
460 -  
0002  

一 般 社 団 法 人 
愛知県薬 剤 師 会 

総 務 部 業 務 課 
（052 ） 

953 -4555  
名古屋市中区丸の内 

3 - 4 - 2  
460 -  
0002  

公 益 社 団 法 人 
愛 知 県 看 護 協 会 

 
（052 ） 

871 -0711  
名古屋市昭和区円上町 

26 - 18  
466 -  
0054  

一 般 社 団 法 人 
愛 知 県 病 院 協 会 

事 務 局 
（052 ） 

263 -0800  
名古屋市中区栄 

4 - 14 - 28  
460 -  
0008  

一般社団法人愛知県 
Ｌ Ｐ ガ ス 協 会 

業 務 課 
（052 ） 

261 -2896  
名古屋市中区大須 

4 - 15 - 1 2  
46 0 -  
0011  

一 般 社 団 法 人 
愛知県建設業協会 

 
（052 ） 

242 -4191  
名古屋市中区栄 

3 - 28 - 21  
460 -  
0008  

一 般 社 団 法 人 
土 木 研 究 会 

 
（052 ） 

931 -6911  
名古屋市東区泉 

2 - 11 - 22  
461 -  
0001  
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（６）愛知県 

愛知県（本庁及び主な地方機関） 

機  関  名 電 話 番 号 所   在   地 郵便番号 

愛 知 県 庁 

（ 防 災 局 ） 

（052 ）961 -2111  

内線2 51 1  

名古屋市中区三の丸3 - 1 -2  

460 -85 01  〔愛知県災害対策本部 

広報部〕 

直通（052 ） 

971 -7 1 0 4  

FAX      971 -7106  

〃 

（事務所） 

尾 張 県 民 事 務 所 

（052 ）961 -721 1  

（052 ）961 -1424  
名古屋市中区三の丸2 - 6 -1  460 -85 1 2  

（建設事務所） 

尾 張 建 設 事 務 所 
（052 ）961 -7211  〃 460 -0001  

（保健所） 

清 須 保 健 所 
（052 ）401 -2100  清須市春日振形129  452 -0961  

（農林水産事務所） 

尾 張 農 林 水 産 事 務 所 
（052 ）961 -7211  名古屋市中区三の丸2 - 6 -1  460 -00 0 1  

 

（７）愛知県警察 

機  関  名 電 話 番 号 所   在   地 郵便番号 

愛 知 県 警 察 本 部 

（警備部災害対策課） 

（052 ）951 -1611  

内線5922  
名古屋市中区三の丸2 - 1 -1  460 -8502  

西 枇 杷 島 警 察 署 

（052 ）501 -0110  

衛星携帯電話 

080 -2601 -0262  

清須市西枇杷島町弁天32 -2  452 -0 0 0 6  

 

（８）浸水想定区域内の要配慮者施設一覧 

  種類 施設名 所在地 電話 

1  保育施設 豊山保育園 豊場字新栄 68 番地 28 - 2888  

2  保育施設 冨士保育園 豊場字流川 46 番地 28 - 3459  

3  保育施設 青山保育園 青山字東栄 12 番地 28 - 3562  

4  福祉施設 総合福祉ｾﾝﾀｰしいの木 豊場字諏訪 270 番地 39 - 0776  

5  福祉施設 総合福祉ｾﾝﾀｰ南館ひまわり 豊場字神戸 188 番地 39 - 3600  

6  福祉施設 総合福祉ｾﾝﾀｰ北館さざんか 青山字東栄 12 番地 28 - 2088  

７ 病院施設 杉山医院 豊場字幸田 25 番地 1  28 - 1181  

８ 病院施設 N.キッズファミリークリニック 豊場字高前 80 番地 28 - 2321  

９ 病院施設 とよ山内科クリニック 青山字東川 46 番地 2  39 - 3800  

10  病院施設 わかばファミリークリニック 豊場字高前 183 番地 1  29 - 3911  

1 1  高齢者施設 高齢者総合施設 とよやまの憩 豊場字流川 22 番地 28 - 0750  

1 2  高齢者施設 そんぽの家 豊山 豊場字志水 37 番地 39 - 2888  
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第12章 条 例 等 

 

 

○災害対策基本法（抄） 

 

制  定 昭和 36 年 11 月 15 日 法律第 223 号 

最終改正 平成 28 年 5 月 20 日 法律第 47 号 

（目的） 

第1条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に

関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確

立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災

害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、

総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福

祉の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地

滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程

度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 

二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害

の復旧を図ることをいう。 

三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 

イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項

及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三

条第二項に規定する機関 

ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十

号）第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関 

ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家

行政組織法第八条の二に規定する機関 

ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する

機関 

四 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第四十三条及び第五十

七条（宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。）並びに宮内庁法第十七条

第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。）その他の国の地方行政機関

で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 

五 指定公共機関 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条

第一項に規定する独立行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他

の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大
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臣が指定するものをいう。 

六 指定地方公共機関 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八

号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）及び港湾法（昭和二十五年法律

第二百十八号）第四条第一項の港務局（第八十二条第一項において「港務局」という。）、

土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第五条第一項の土地改良区その他の公共的

施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業

を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。 

七 防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。 

八 防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。 

九 防災業務計画 指定行政機関の長（当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項

若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げ

る機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政

機関。第十二条第八項、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、

以下同じ。）又は指定公共機関（指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務

又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関）が

防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。 

十 地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。 

イ 都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が

作成するもの 

ロ 市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村

長が作成するもの 

ハ 都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地

域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの 

ニ 市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域に

つき、市町村防災会議の協議会が作成するもの 

（市町村の責務） 

第5条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並

びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地

方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に

基づきこれを実施する責務を有する。 

２ 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当

該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図る

ほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮する

ように努めなければならない。 

３ 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項

に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければなら

ない。 

（地方公共団体相互の協力） 

第5条の 2 地方公共団体は、第四条第一項及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすた

め必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。 
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（住民等の責務） 

第7条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定に

よる防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定める

ところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。 

２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とす

る者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとと

もに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するよ

うに努めなければならない。 

３ 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料

水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防

災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取

組により防災に寄与するように努めなければならない。 

（市町村防災会議） 

第 16 条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進す

るほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議する

ため、市町村防災会議を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議

を設置することができる 

３ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会

議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項の規定にかかわらず、市町村防災

会議を設置しないことができる。 

４ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき（第二項の規定

により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。）は、速やかにその旨を都道府県知

事に報告しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴く

ものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をすること

ができる。 

６ 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じ

て、当該市町村の条例（第二項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約）

で定める。 

（市町村災害対策本部） 

第23条の2 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合にお

いて、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画

の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。 

２ 市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。 

3  市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員を

置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名する消防

吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。 

4  市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行

う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係

地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければ
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ならない。 

一 当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。 

二 当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための

方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。 

5  市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地

にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部

を置くことができる。 

6  市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害

予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。 

7  前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項

中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。 

8  前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で

定める。 

（市町村地域防災計画） 

第 42 条 市市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の

市町村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係

る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると

認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計

画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触する

ものであつてはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体

その他防災上重要な施設の管理者（第四項において「当該市町村等」という。）の処理す

べき事務又は業務の大綱 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓

練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、

避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項

別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物

資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者

及び当該地区に事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地区居住者等」とい

う。）が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、

災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活

動に関する計画（同条において「地区防災計画」という。）について定めることができる。 

４ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合にお

いて当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配

慮するものとする。 

５ 市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したとき

は、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都
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道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に

対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

7  第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は

修正する場合について準用する。 

（市町村相互間地域防災計画） 

第 44 条 市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相互間

地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認

めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村相互間地域防

災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触

するものであつてはならない。 

２ 市町村相互間地域防災計画は、第四十二条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部につい

て定めるものとする。 

３ 第四十二条第四項から第六項までの規定は、市町村相互間地域防災計画について準用する。

この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議の協

議会」と読み替えるものとする。 

（発見者の通報義務等） 

第 54 条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町

村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 

２ 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 

３ 第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しな

ければならない。 

４ 第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨

を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。 

（市町村長の警報の伝達及び警告） 

第56条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、

自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報

をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予

報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝

達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民

その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難

のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者が第六

十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難の

ための立退きを行うことができるよう特に配慮しなければならない。 

（市町村長の出動命令等） 

第 58 条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の

定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、

又は消防吏員（当該市町村の職員である者を除く。）、警察官若しくは海上保安官の出動を求

める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若し

くは求めなければならない。 
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（市町村長の事前措置等） 

第 59 条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてそ

の災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に

対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その

他必要な措置をとることを指示することができる。 

２ 警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長（以下この項、第六十四条及び

第六十六条において「警察署長等」という。）は、市町村長から要求があつたときは、前項

に規定する指示を行なうことができる。この場合において、同項に規定する指示を行なつた

ときは、警察署長等は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

（市町村長の避難の指示等） 

第 60 条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、

必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認め

るときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要がある

と認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指

示することができる。 

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行

うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村

長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のため

の安全確保に関する措置（以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。）を指示するこ

とができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、若しく

は立退き先を指示し、又は前項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示したとき

は、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

５ 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

前項の規定は、この場合について準用する。 

６ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発

生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町

村の市町村長が第一項から第三項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又

は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。 

７ 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、

その旨を公示しなければならない。 

８ 第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

（市町村の応急措置） 

第 62 条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとして

いるときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の

発生を防禦（ぎよ）し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」

という。）をすみやかに実施しなければならない。 

２ 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者そ

の他法令の規定により応急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る災害が



資料編 第１2 章 条例等 
 

 

 121  

発生し、又はまさに発生しようとしているときは、地域防災計画の定めるところにより、市

町村長の所轄の下にその所掌事務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長

の実施する応急措置に協力しなければならない。 

（市町村長の警戒区域設定権等） 

第 63 条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体

に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定

し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁

止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権

を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察

官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合にお

いて、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、

その旨を市町村長に通知しなければならない。 

３ 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者が

その場にいない場合に限り、自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第八十三条第二項

の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官（以下「災害派遣を命

ぜられた部隊等の自衛官」という。）の職務の執行について準用する。この場合において、

第一項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ち

に、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

４ 第六十一条の二の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について

準用する。 

（他の市町村長等に対する応援の要求） 

第 67 条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、災害応急対

策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求め

ることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長

等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 

２ 前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町村長

等の指揮の下に行動するものとする。 
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○災害救助法施行細則（抄） 

 

制  定 昭和 40 年 10 月 29 日 県規則第 60 号 

最終改正 平成 29 年 ７月 28 日 県規則第 33 号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）、災害

救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号。以下「令」という。）及び災害救助法施行規則

（昭和 22 年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第 1 号。以下「規則」と

いう。）の施行に関する事項を定めるものとする。 

（救助実施区域の公告） 

第3条 知事は、法による救助（以下「救助」という。）を実施するときは、すみやかに救助

を実施する市区町村の区域を公告するものとする。 

（救助の程度、方法及び期間） 

第5条 令第 3 条の救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期

間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）に定めるところによる。ただ

し、知事は、これによることができない特別の事情があると認めるときは、その都度内閣

総理大臣に協議し、これを超えて救助を実施するものとする。 

（物資の保管等に関する公用令書等） 

第 6条 規則第 1 条の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書（以下次条及び第 8 条にお

いて「公用令書等」という。）は、次の各号に掲げる様式による。 

（１）物資の保管を命ずる場合の公用令書 様式第 1  

（２）物資を収用し、施設を管理し、又は土地、家屋若しくは物資を使用する場合の公用令書 

 様式第 2  

（３）公用変更令書 様式第 3  

（４）公用取消令書 様式第 4  

（受領書） 

第7条 前条の公用令書等の交付を受けた者は、受領書を直ちに知事に提出しなければならな

い。 

（強制物件台帳） 

第8条 第 6 条の公用令書等を交付したときは、強制物件台帳（様式第 5 ）に所要事項及びそ

の後の経過を記録しておくものとする。 

（受領調書） 

第9条 規則第 2 条第 3 項の受領調書は、様式第 6 による。 

２ 当該吏員は、前項の受領調書を作成するときは、物資の引渡しをした所有者又は占有者

を立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでな
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い。 

（損失補償請求書） 

第10条 規則第 3 条第 1 項の損失補償請求書は、様式第 7 によらなければならない。 

（従事命令に関する公用令書等） 

第11条 規則第4 条第 1 項及び第3 項の公用令書及び公用取消令書は、次の各号に掲げる様

式による。 

（１）公用令書 様式第 8  

（２）公用取消令書 様式第 9  

（受領書に関する規定の準用） 

第12条 第 7 条の規定は、前条の公用令書又は公用取消令書の交付を受けた者の受領書につ

いて準用する。 

（救助従事者台帳） 

第 13 条 第 11 条の公用令書又は公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳（様式第

10 ）に所要事項及びその後の経過を記録しておくものとする。 

（従事不能の場合の届出） 

第14条 規則第 4 条第 2 項の規定による届出は、従事不能届（様式第 11 ）に次の各号に掲

げる書類を添えてしなければならない。 

（１）負傷又は病気により救助に関する業務に従事することができない場合においては、医師

の診断書。ただし、やむを得ない事情により医師の診断書が得られないときは、警察官

の証明書 

（２）天災その他避けることのできない事故により救助に関する業務に従事することができな

い場合においては、市区町村長、警察官又はその他適当な公務員の証明書 

（実費弁償の程度） 

第15条 法第 7 条第 5 項の規定による実費弁償の程度は、別表第 1 のとおりとする。 

（実費弁償請求書） 

第16条 規則第 5 条の実費弁償請求書は、様式第 12 によらなければならない。 

（身分を示す証票） 

第 17 条 法第 10 条第 3 項において準用する法第 6 条第 4 項の身分を示す証票は、様式第

13 による。 

（扶助金支給申請書） 

第18条 規則第 6 条第 1 項の扶助金支給申請書は、様式第 14 によらなければならない。 

２ 前項の扶助金支給申請書には、規則第 6 条第 2 項各号の書類のほか、次に掲げる書類を

添えなければならない。 

（１）療養扶助金を除く各扶助金の支給申請書については、令第 8 条第 2 項の支給基礎額の

認定に必要な書類 
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（２）休業扶助金支給申請書については、前号に定める書類のほか、療養のため休養を必要と

する旨の医師の診断書及び負傷し、又は病気にかかつたため、従前得ていた収入を得る

ことができず、かつ、ほかに収入を得ることができない等特に扶助金の支給を必要とす

る理由を詳細に記載した書類 

（３）打切扶助金支給申請書については、第 1 号に定める書類のほか、療養の経過、症状、治

癒までの見込期間等に関する医師の意見書 

（扶助金の支給基礎額） 

第19条 令第 8 条第 2 項第 2 号及び第 3 号の扶助金の支給基礎額は、別表第 2 のとおりと

する。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 愛知県災害救助法施行細則（昭和 23 年愛知県規則第５号）は、廃止する。 

附 則（平成 29 年 7 月 2 8 日規則第 33 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別表第1（第 15 条関係） 

１ 令第 4 第 1 号から第 4 号までに規定する者 

（１）日当 

県の常勤の職員で救助に関する業務に従事した者に相当するものの給与を考慮してそ

の都度決定する額以内 

（２）時間外勤務手当 

日当の額を 8 で除して得た額を勤務１時間当たりの給与額として職員の給与に関する

条例（昭和 42 年愛知県条例第 3 号）第 15 条の規定の例により算定される額以内 

（３）旅費 

職員等の旅費に関する条例（昭和 29 年愛知県条例第 1 号）別表第 1 の 1 による一般

職員相当額以内 

２ 令第４条第５号から第１０号までに規定する者 

業者のその地域における慣行料金による支出実績に、手数料としてその１００分の３を加

算した額以内 
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別表第2（第 19 条関係） 

対  象  者 扶 助 金 の 支 給 基 礎 額 

法第 7 条の規定に

より救助に関する業

務に従事した者のう

ち、労働基準法（昭和

22 年法律第 49 号）

に規定する労働者で

ない者 

事故発生の年の前１年間におけるその者の所得（当該事業又は

当該業務に伴う所得以外の所得及び退職金等の臨時所得を除く。

以下同じ。）の額を 365 で除して得た額（以下「基準収入額」

という。）に相当する額。ただし、その者の基準収入額が、その

地方で、同種同規模の事業を営み、又は同様の業務に従事する者

の前１年間における所得の額の平均額を 365 で除して得た額

（以下「標準収入額」という。）を超えるときは、原則として、

標準収入額に相当する額とする。 

法第 8 条の規定に

より救助に関する業

務に協力した者（以下

「協力者」という。） 

１ ８,８00 円。ただし、この額が、その者の基準収入額を下回

るときは、原則として、基準収入額に相当する額とするが、最

高額は、14, 100 円とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者で、事故の発生した日にお

いて、他に生計のみちがなく主として協力者の扶養を受けてい

たものを扶養親族とし、扶養親族のある協力者については、前

項の金額に、第 1 号に該当する扶養親族については 433 円を、

第 2 号から第 5 号までのいずれかに該当する扶養親族につい

ては１人につき 217 円（協力者に配偶者がない場合にあつて

は、そのうち１人については 367 円）を、それぞれ加算して

得た額 

（１）配偶者 

（２）満 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあ

る子及び孫 

（３）満 60 歳以上の父母及び祖父母 

（４）満 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にあ

る弟妹 

（５）身体又は精神に著しい障害がある者で終身労務に服するこ

とができないもの 

３ 扶養親族たる子のうちに満 15 歳に達する日後の最初の４月

１日から満 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間

（以下「特定期間」という。）にある子がいる場合にあっては、

前項の規定にかかわらず、167 円に特定期間にある当該扶養

親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算し

た額 
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様式第1（第 6 条関係） 

 

 

公   用   令   書 

 

住    所 

氏    名 

 

 

 

災害救助法第 9 条第１項の規定により、次のとおり物資の保管を 

命じます。 

 

年  月  日 

愛知県知事 氏     名 印  

 

種類 数量 保管場所 保管期間 備考 

     

     

     

注 この令書を受領したときは、右の受領書を直ちに提出してく 

ださい。 

物資保管 第号 
 

 

受    領    書 

 

年  月  日   

 

愛知県知事 殿 

 

住    所 

氏    名         印 

 

 

 

 

 

 

 

公用令書を受領しました。 

 

物資保管 第号 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A5 の２枚接続とする。 

名 称 及 び 
代表者氏名 

名 称 及 び 
代表者氏名 



 
 

 

1
2

8
 

資
料

編
 

第
1

２
章

 
条

例
等

 

様式第2（第 6 条関係） 

 

 

 

 

公   用   令   書 

住    所 

氏    名 

 

 

収容 

災害救助法第 9 条第１項の規定により、次のとおり 管理 します。 

使用 

年  月  日 

愛知県知事 氏     名 印  

種類 

名称 

数

量 
所在場所 

範

囲 

期

間 
引渡期日 引渡場所 備考 

     ・ ・   

     ・ ・   

     ・ ・   

注 この令書を受領したときは、右の受領書を直ちに提出してく 

ださい。 

物資収容 

第号 

施設管理 

土地 

家屋 

物資 

使用 

 

 

 

 

 

受    領    書 

 

年  月  日   

 

愛知県知事 殿 

 

住    所 

氏    名         印 

 

 

 

 

公用令書を受領しました。 

 

物資収容 

第号 

施設管理 

土地 

家屋 

物資 

使用 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A5 の２枚接続とする。 

名 称 及 び 
代表者氏名 

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第3（第 6 条関係） 

第  号 

 

公  用  変  更  令  書 

 

住    所 

氏    名 

 

 

 

災害救助法第 9 条第１項の規定による処分（公用令書 年 月 

日 第  号）を、次のとおり変更しました。 

 

年  月  日 

 

愛知県知事 氏     名 印  

変更前の処分の内容 変更後の処分の内容 

  

注 この令書を受領したときは、右の受領書を直ちに提出してく 

ださい。 

 

 

 

受    領    書 

 

年  月  日   

 

愛知県知事 殿 

 

住    所 

氏    名         印 

 

 

 

 

 

 

公用変更令書を受領しました。 

 

公用 

変更令書 
第号 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A5 の２枚接続とする。 

名 称 及 び 
代表者氏名 

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第4（第 6 条関係） 

第  号 

 

公  用  取  消  令  書 

 

住    所 

氏    名 

 

 

 

災害救助法第 9 条第１項の規定による処分（公用令書 年 月 

日 第  号）を取り消しました。 

 

年  月  日 

 

愛知県知事 氏     名 印  

 

 

 

注 この令書を受領したときは、右の受領書を直ちに提出してく 

ださい。 

 

 

 

受    領    書 

 

年  月  日   

 

愛知県知事 殿 

 

住    所 

氏    名         印 

 

 

 

 

 

 

公用取消令書を受領しました。 

 

公用 

取消令書 
第号 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A5 の２枚接続とする。 

名 称 及 び 
代表者氏名 

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第5（第 8 条関係） 

 

強  制  物  件  台  帳 

公用令書 

物資保管 

第    号 年  月  日 

物資収用 

施設管理 

土地 

家屋 

物資 

 使用 

所有者の住所及 

び氏名（名称及 

び代表者氏名） 

 

 

 

 

占有者の住所及 

び氏名（名称及 

び代表者氏名） 

 

 

 

 

公用令書の内容 

種類 

名称 
数量 

保管場所 

又は所在 

場所 

範囲 期間 
引渡 

期日 

引渡 

場所 
備考 

 

 

          

変更事項及びそ 

の理由 

 

 

          

取消理由 

 

 

 

損失補償 

種類 

名称 
請求額 

請 求 

年 月 

日 

請求者 補償額 

補 償 

年 月 

日 

備考 

 

 

  

   

  

   

 
 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とする。 
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様式第6（第 9 条関係） 

 

受   領   調   書 

 

収用 

災害救助法第 9 条第１項の規定により    する物資を、次のとおり受領しました。 

使用 

 

よって、受領調書 2 通を作成し、それぞれ 1 通を所持するものとします。 

 

年  月  日 

受領者 

愛知県事務（技術）吏員 

氏        名  印 

 

物資の所有者又は占有者 

氏        名  印 

 

公 用 令 書 

物 資 収 用 

第 号 年  月  日   
物 資 使 用 

種類及び数量 

 

 

 

 

受 領 年 月 日 

 

年  月  日 

 

受 領 場 所 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 
 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とする。 



資料編 第 1 ２章 条例等 
 

 133  

様式第7（第 10 条関係） 

 

損  失  補  償  請  求  書 

 

年  月  日  

 

 

愛知県知事 殿 

 

 

住   所 

氏   名           印 

 

 

 

災害救助法第 9 条第 2 項において準用する同法第 5 条第 3 項の規定による 

損失補償として、下記の金額を請求します。 

 

請求金額         円 

請求理由 

 

公 用 令 書 

物 資 保 管 

第 号 年  月  日 

物 資 収 用 

施 設 管 理 

土 地 
家 屋 
物 資 

使 用 

 

添付書類 

１ 算出明細書 

２ 受領調書（写し） 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 版とする。 

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第8（第 11 条関係） 

（表） 

 

公   用   令   書 

住    所 

職    業 

氏    名 

年  月  日生 

 

災害救助法第 7 条第１項の規定により、次のとおり救助に関する業務

に従事することを命じます。 

年  月  日 

愛知県知事 氏     名 印  

従 事 す る 業 務  

従 事 す る 場 所  

従 事 す る 期 間 
年   月   日から 

日間 
年   月   日まで 

出 頭 す る 日 時 

及 び 場 所 
 

備 考  
 

従事命令 第号 
 

 

受    領    書 

 

年  月  日   

 

愛知県知事 殿 

 

住    所 

職    業 

氏    名         印 

年  月  日生 

 

 

 

 

午前 

公用令書を    時  分受領しました。 

午後 

従事命令 第号 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A5 の２枚接続とする。 

名 称 及 び 
代表者氏名 

名 称 及 び 
代表者氏名 
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（裏） 

 公用令書の交付を受けた者の心得 

 

１ この令書を受領したときは、令書に添付してある受領書に所要事項

を記入し、記名押印の上、直ちに知事に提出してください。 

２ あなたは、この令書を持って指定の日時、場所に出頭し、係員に届

け出てください。 

３ あなたが負傷、病気等により指定の日時に出頭できない場合は、従

事不能届に医師の診断書（やむを得ない事情により医師の診断書が得ら

れないときは、警察官の証明書）を添えて、速やかに知事に提出してく

ださい。 

４ あなたが天災その他避けることのできない事故により指定の日時、

場所に出頭できない場合は、従事不能届に市区町村長、警察官、駅長、

船長等の証明書を添えて、速やかに知事に提出してください。 

５ あなたが正当な理由なくこの命令に従わないときは、災害救助法第

31 条の規定により 6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処せられ

ます。 
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様式第9（第 11 条関係） 

 

 

 

公  用  取  消  令  書 

 

住    所 

職    業 

氏    名 

 

 

 

災害救助法第 7 条第１項の規定による処分（公用令書 年 月 

日 第  号）を取り消しました。 

 

年  月  日 

 

愛知県知事 氏     名 印  

 

 

注 この令書を受領したときは、右の受領書を直ちに提出してく 

ださい。 

公用 

取消令書 
第号 

 

 

 

受    領    書 

 

年  月  日   

 

愛知県知事 殿 

 

住    所 

氏    名         印 

 

 

 

 

 

 

公用取消令書を受領しました。 

 

公用 

取消令書 
第号 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A5 の２枚接続とする。 

名 称 及 び 
代表者氏名 

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第10（第 13 条関係） 

救  助  従  事  者  台  帳 

公 用 令 書 第          号 年  月  日  

従 事 者 

住 所  職 業  

氏 名 

 

  

生 年 月 日 

 

従 事 す る 業 務  

従 事 す る 場 所  

従 事 す る 期 間 
年  月  日から 

日間 
年  月  日まで 

出頭する日時及び場所  

公 用 令 書 取 消 理 由  

負傷、病気、死亡事故 

発生の日時及び場所  

事 故 発 生 の 原 因 

及 び 状 況  

  

事故発生のとき、本人 

と親族関係にあった主 

な者の状況 

氏 名 
本人との 

続 き 柄 
生年月日 職 業 備 考 

  ・ ・   

  ・ ・   

  ・ ・   

  ・ ・   

実 費 弁 償 

実 費 弁 償 の 内 訳 

支給年月日 備 考 
日 当 

超 過 勤 務 

手 当 
旅 費 計 

円 
 

円 円 円 
・ ・  

扶 助 金 

扶 助 金 の 種 類 金 額 支給年月日  備 考 

 円 ・ ・  

  ・ ・  

  ・ ・  

  ・ ・  
 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とする。

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第11（第 14 条関係） 

 

従   事   不   能   届 

 

年  月  日  

愛知県知事 殿 

 

住   所 

職   業 

氏   名         印 

年  月  日生 

 

 

災害救助法第 7 条第 1 項の規定による公用令書（ 年 月 日 従事命令第  号）の交付を

受けましたが、下記の理由により、救助に関する業務に従事することができないので、関係書類

を添えてお届けします。 

 

記 

 

理 由 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とする。

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第12（第 1 6 条関係） 

 

実  費  弁  償  請  求  書 

 

年  月  日  

 

愛知県知事 殿 

 

住   所 

職   業 

氏   名         印 

年  月  日生 

 

 

災害救助法第 7 条第 5 項の規定による実費弁償として、下記の金額を請求します。 

 

請求金額         円 

 

公 用 令 書 従 事 命 令 第     号 年  月  日  

従 事 し た 業 務 
 

従 事 し た 場 所 
 

従 事 し た 期 間 
年   月   日から 

日間 
年   月   日まで 

 

添付書類 

算出明細書 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とする。

名 称 及 び 
代表者氏名 
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様式第13（第 17 条関係） 

(表) 

 

第   号 

証         票 

 

所 属 

職 名   氏      名 

 

上記の者は、災害救助法第 10 条の規定による立入検査の権限を有する者であることを証明す

る。 

なお、この証票の有効期間は、  年  月  日までとする。 

年  月  日 交付 

愛知県知事  氏      名 印 

 

備考 用紙の大きさは、縦 6 センチメートル、横 9 センチメートルとする。 

 

（裏） 

災害救助法抜粋 

（都道府県知事の立入検査等） 

第 10 条 前条第１項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保

管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事は、当該職員に施設、土

地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができ

る。 

２ 都道府県知事は、前条第１項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、

又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。 

３ 第６条第３項から第５項までの規定は、前２項の場合に準用する。 

（指定行政機関の長等の立入検査等） 

第６条 １及び２ 略 

３ 前２項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知 

しなければならない。 

４ 当該職員が第１項又は第２項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しな

ければならない。 

５ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

注意 １ この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

２ この証票は、有効期間が経過したとき、又は不用になったときは、速やかに返還しなけれ

ばならない。 
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様式第14（第 18 条関係） 

療 養 

休 養 

障 害  扶 助 金 支 給 申 請 書 

遺 族 

葬 祭 

打 切 

年   月   日   

愛知県知事 殿 

住 所 

氏 名        印 

 

災害救助法第 12 条の規定による扶助金として、下記の金額を支給してくださるよう関係書類

を添えて申請します。 

申請金額        円 

 

公 用 令 書 第         号 年  月  日 

従事者又 

は協力者 

住 所  職 業  

氏 名  生年月日 ・  ・ 

従事又は協力して 

い た 救 助 業 務 

 

事 故 発 生 の 日 時 

及 び 場 所 

 

事 故 発 生 の 原 因 

及 び 状 況 

 

傷病名、傷病の程 

度及び身体の状況 

 

療養又は休業を要 

す る 見 込 期 間 

 

事故発生のとき、 

本人と親族関係に 

あった主な者の状 

況 

氏 名 
本人との 
続 き 柄 

生 年 月 日 職 業 備 考 

  ・ ・   

  ・ ・   

  ・ ・   

  ・ ・   

添付書類 

算出明細書 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とする。
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○災害救助法の適用基準 

 

１ 適用の要件 

（1 ）災害のため一定規模以上の被害を生じた場合で、被災者が現に応急救助を必要としてい

ること。 

（2 ）法による救助の要否は市(区)、町、村単位で判定すること。 

（3 ）原則として同一の原因による災害であること。 

２ 適用基準（災害救助法施行令第１条第１項） 

（1 ）住家等への被害が生じた場合 

ア 市(区)町村内の全壊、全焼、流失等による住家の滅失した世帯数がそれぞれ次の世帯

数以上に達したとき（第１号）。 

市 （ 区 ） 町 村 の 人 口 被 害 世 帯 数 

 5,000 人未満  30 世帯    

5,000 人以上 15,000  〃   40  〃     

15,000  〃  30,000  〃   50  〃     

30,000  〃  50,0 0 0  〃   60  〃     

50,000  〃  100,000  〃   80  〃     

100,000  〃  300,000  〃   1 00  〃     

300, 0 00  〃   150  〃     

 

イ 被害世帯数がアの基準に達しないが、県下で住家滅失世帯数が 2,500 世帯以上に達

した場合であって、市(区)町村の住家滅失世帯数が次に示す世帯以上に達したとき（第

２号）。 

市 （ 区 ） 町 村 の 人 口  被 害 世 帯 数 

 5,000 人未満  15 世帯    

5,000 人以上 15,000  〃   20  〃     

15,000  〃  30,000  〃   25  〃     

30, 000  〃  50,000  〃   30  〃     

50,000  〃  100,000  〃   40  〃     

100,000  〃  300,000  〃   50  〃     

30 0 ,000  〃   75  〃     

 

ウ 被害世帯数がア又はイの基準に達しないが、県下で住家滅失世帯数が 12,000 世帯

以上に達した場合であって、市(区)町村で多数の世帯の住家が滅失したとき（第３号前

段）。 

エ 被害世帯数が、ア、イ及びウに該当しないが、下記の特別な事情がある場合であって、

市(区)町村で多数の世帯の住家が滅失したとき（第３号後段）。 

災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法

を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 
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（注）適用の基準となる被害世帯の換算等の計算は、次の方法による。 

① 住家の減失した世帯の算定にあたっては、全焼、全壊、流出等により住家の減失し

た世帯数のほか、住家が半壊半焼等著しく損傷した世帯においては２世帯をもって、

床上浸水又は土砂たい積等により一時的に居住することができない状態になった世

帯は３世帯をもって、それぞれ住家の減失した一の世帯とみなす。 

② 被害世帯数は、家屋の棟数あるいは戸数とは関係なく、あくまでも世帯数で計算す

る。例えば、被害戸数は 1 戸であっても、３世帯が居住していれば３世帯として計算

する。 

③ 飯場、下宿等の一時的寄留世帯については、生活本拠の所在地等総合的条件を考慮

して実情に即した決定をする。 

④ 多数の世帯とは、四囲の状況に応じて個々に判断されるべきものであるが、最低５

世帯以上をいう。 

（２）生命・身体への危害が生じた場合 

被害が、ア、イ、ウ及びエに該当しないが、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又

は受けるおそれが生じた場合であって、下記の基準に該当したとき（第 4 号）。 

災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的

に救助を必要とすること。 

災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法

を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

（３）町災害救助法適用基準世帯数早見表 

人     口 
災害救助法適用基準世帯数 

ア 適  用 イ 適  用 

1 5,000 人以上～ 

30 ,00 0 人未満  
50 世帯 25 世帯 
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○大規模地震対策特別措置法（抄） 

 

制  定 昭和 53 年 6 月 15 日 法律第 73 号 

最終改正 平成 2 7 年 6 月 2 4 日 法律第 47 号 

（目的） 

第1条 この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、

地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項

及び地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることによ

り、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資すること

を目的とする。 

（定義） 

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発そ

の他の異常な現象により生ずる被害をいう。 

二 地震防災 地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減を

あらかじめ図ることをいう。 

三 地震予知情報 気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十一条の二第一項に規

定する地震に関する情報及び同条第二項に規定する新たな事情に関する情報をいう。 

四 地震防災対策強化地域 次条第一項の規定により指定された地域をいう。 

五 指定行政機関 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第三号に規

定する指定行政機関をいう。 

六 指定地方行政機関 災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。 

七 指定公共機関 災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。 

八 指定地方公共機関 災害対策基本法第二条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。 

九 地震防災計画 地震防災基本計画、地震防災強化計画及び地震防災応急計画をいう。 

十 地震防災基本計画 中央防災会議が地震防災対策強化地域について地震防災に関し作

成する基本的な計画をいう。 

十一 地震防災強化計画 災害対策基本法第二条第九号に規定する防災業務計画、同条第十

号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四

号）第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、第六条第一項各号

に掲げる事項について定めた部分をいう。 

十二 地震防災応急計画 第七条第一項又は第二項に規定する者が地震防災応急対策に関

し作成する計画をいう。 

十三 警戒宣言 第九条第一項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警戒

宣言をいう。 

十四 地震防災応急対策 警戒宣言が発せられた時から当該警戒宣言に係る大規模な地震

が発生するまで又は発生するおそれがなくなるまでの間において当該大規模な地震に関

し地震防災上実施すべき応急の対策をいう。 
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（都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置） 

第 16 条 警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道

府県地震災害警戒本部（以下「都道府県警戒本部」という。）又は市町村地震災害警戒本部

（以下「市町村警戒本部」という。）を設置するものとする。 

（市町村警戒本部の組織及び所掌事務等） 

第18条 市町村警戒本部の長は、市町村地震災害警戒本部長とし、市町村長をもつて充てる。 

２ 市町村警戒本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 当該市町村の地域に係る地震防災応急対策等の実施及び実施の推進に関すること。 

二 次項の規定により市町村地震災害警戒本部長の権限に属する事務 

三 前二号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

３ 市町村地震災害警戒本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る

地震防災応急対策等を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。 

４ 前三項に規定するもののほか、市町村警戒本部の組織その他必要な事項は、当該市町村の

条例で定める。 

（住民等の責務） 

第 22 条 警戒宣言が発せられたときは、強化地域内の居住者等は、火気の使用、自動車の運

行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備その他当該地震に係る地震災害の発生の防止又

は軽減を図るため必要な措置を執るとともに、市町村長、警察官、海上保安官その他の者が

実施する地震防災応急対策に係る措置に協力しなければならない。 

（市町村長の指示等） 

第 23 条 市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第七条第六項又は第八条第二項

の規定による送付をした者（政令で定める者を除く。）が第二十一条第二項の規定による地

震防災応急対策の実施をしていないことが明らかであると認めるときは、その者に対し、直

ちにその実施をすべきことを指示することができる。 

２ 市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、第七条第一項又は第二項に規定する者

で同条第六項又は第八条第二項の規定による送付をしていないもの（政令で定める者を除

く。）が管理し、又は運営する施設又は事業に関し、当該地震の発生により危険な事態が生

ずるおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、その者に対し、

執るべき措置を明示してこれを直ちに実施すべきことを指示することができる。 

３ 市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、当該地震の発生により危険な事態を生ずるお

それがあると認められる物件の占有者、所有者又は管理者（第六条第一項又は第七条第一項

若しくは第二項に規定する者を除く。）に対し、地震災害の発生の防止又は軽減を図るため

必要な限度において、直ちに当該物件の除去、保安その他必要な措置を執るべきことを指示

することができる。 

４ 前三項に規定するもののほか、市町村長は、警戒宣言が発せられた場合において、当該地

震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要があると認めるときは、前三項に規

定する者に対し、必要な措置を執るべきことを要請し、又は勧告することができる。 

５ 都道府県知事、警察本部長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長は、市町村長

から要求があつたときは、前各項に規定する指示、要請又は勧告をすることができる。 
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（応急公用負担の特例） 

第 27 条 市町村長は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があると認め

るときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工

作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用することができる。 

２ 災害対策基本法第六十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 

３ 都道府県知事は、第二十一条第一項第四号から第八号までに掲げる事項について地震防災

応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法(昭和二十

二年法律第百十八号)第八条から第十条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命令

を発し、土地、家屋若しくは物資を使用し、若しくは物資を収用し、又はその職員に物資の

所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた

者から必要な報告を徴することができる。 

４ 前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その

一部を市町村長が行うこととすることができる。 

５ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、第二十一条第一項第四号から第八号まで

に掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認め

るときは、地震防災強化計画の定めるところにより、当該措置の実施に必要な物資の生産、

集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し、その取り扱う物資の保管を命じ、

又はその職員に物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若し

くは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。 

６ 国又は地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による処分が行われたときは、そ

れぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

７ 第三項又は第五項の規定による処分については、都道府県知事若しくは市町村長又は指定

行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用

令書を交付して行わなければならない。 

８ 前項の公用令書には、政令で定めるところにより、次の事項を記載しなければならない。 

一 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務

所の所在地） 

二 当該処分の根拠となつた法律の規定 

三 保管命令にあつては保管すべき物資の種類、数量、保管場所及び期間、土地又は家屋の

使用にあつては使用する土地又は家屋の所在する場所及び当該使用に係る期間、物資の使

用又は収用にあつては使用又は収用する物資の種類及び数量、物資の所在する場所並びに

当該使用又は収用に係る期間又は期日 

９ 災害対策基本法第八十三条の規定は、第三項の規定により都道府県の職員が立ち入る場合

及び第五項の規定により指定行政機関又は指定地方行政機関の職員が立ち入る場合に準用

する。 

（避難状況等の報告） 

第 28 条 市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町

村の居住者等の避難の状況等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。この場合にお

いて、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要を警戒本部に通知しなければならな

い。 

２ 市町村長は都道府県警戒本部に対し、指定行政機関の長、指定公共機関の代表者、都道府

県地震災害警戒本部長又は石油コンビナート等防災本部の本部長は警戒本部に対し、それぞ
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れ、政令で定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置の実施状況を報告しなければ

ならない。 



資料編 第１２章 条例等 
 

 148  

 

○豊山町防災会議条例 

 

制  定 昭和 38 年 3 月 25 日 条例第 4 号 

最終改正 平成 25 年 3 月 26 日 条例第 10 号 

 

（趣旨） 

第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第６項の規定に

基づき、豊山町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務、組織及び運営に関する

事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

（１）豊山町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

（２）町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議し、町長に意見を述べ

ること。 

（３）水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 33 条に規定する水防計画を調査審議すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第3条 防災会議は、会長及び委員 23 人以内をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１）豊山町の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関から町長が任命する者 

（２）豊山町を警備区域とする陸上自衛隊から町長が任命する者 

（３）愛知県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

（４）豊山町の教育委員会の教育長 

（５）町長がその部内の職員のうちから指名する者 

（６）豊山町の消防機関の長のうちから町長が任命する者 

（７）豊山町の地域にあって業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから

町長が任命する者 

（８）豊山町の自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

（９）町長が特に必要と認めて任命する者 

６ 前項第７号及び第８号の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その

前任者の残任期間とする。 

７ 委員は、再任されることができる。 
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（専門委員） 

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員をおくことができる。 

２ 専門委員は、豊山町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから

町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（会議） 

第5条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 防災会議は、委員の総数の２分の１以上の出席がなければ、会議を開き議決をすること

ができない。 

３ 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

（雑則） 

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し

必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年 3 月 26 日条例第 10 号） 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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○豊山町災害対策本部条例 

 

制  定 昭和38 年12 月25 日 条例第 5 号 

最終改正 平成25 年 3 月26 日 条例第10 号 

（趣旨） 

第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２３条の２第８項の規

定に基づき、豊山町災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関する事項を

定めるものとする。 

（災害対策本部長及び災害対策副本部長） 

第2条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、本部の職員を

指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

（部） 

第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。 

２ 部に部長及び部員を置く。 

３ 部長は災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。 

４ 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 

５ 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。 

（雑則） 

第4条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定

める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 8 年 3 月 29 日条例第 4 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年 3 月 26 日条例第 10 号） 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例 

 

制  定 昭和 38 年 3 月 25 日条例第 2 号 

最終改正 平成 17 年 9 月 26 日条例第１9 号 

（趣旨） 

第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第

84 条第１項の規定に基づき、災害に伴う応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関

する事項を定めるものとする。 

（損害補償） 

第2条 法第 65 条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定又は同条第２

項において準用する第63 条第２項の規定により、災害に伴う応急措置の業務に従事させら

れた者がそのため死亡し、若しくは疾病にかかり、又は障害となったときは、非常勤消防

団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年政令第 335 号）中消防法（昭和 23

年法律第 186 号）第 25 条第２項若しくは第 29 条第５項（同法第 36 条において準用す

る場合を含む。）の規定により消防作業に従事した者又は水防法（昭和 24 年法律第 193

号）第 24 条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により、その者又は

その者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 58 年 3 月 26 日条例第 9 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 8 年 3 月 29 日条例第 5 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 17 年 9 月 26 日条例第 19 号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成 17 年 7 月 1 日から適用する。 
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○豊山町災害派遣手当の支給に関する条例 

 

制  定 昭和 38 年 3 月 25 日条例第 3 号 

最終改正 令和 5 年 12 月 15 日条例第 29 号 

（趣旨） 

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 288 号）第 19 条及び大規

模災害からの復興に関する法律施行令（平成２５年政令第２３７号）第４３条の規定に基づ

き、災害応急対策又は災害復旧等のため派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に対

する災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を

含む。以下同じ。）に関する事項を定めるものとする。 

（災害派遣手当） 

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて豊山町内に滞在することを要するときは、当該派遣

職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当を支給する。 

（支給方法） 

第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、豊山町職員に支給される諸手当の例によ

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 57 年 4 月 1 日条例第 16 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 7 年 6 月 29 日条例第 12 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 16 年 12 月 21 日条例第 34 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年 3 月 26 日条例第 11 号） 

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)の施行の日か

ら施行する。 

附 則（平成 26 年 3 月 25 日条例第 3 号） 

この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

施設の利用区分 

豊山町に 

滞在する期間 

公用の施設又はこれに準ずる施設 

（1 日につき） 

その他の施設 

（1 日につき） 

30 日以内の期間 3,970 円 6,620 円 

30 日を超え60 日以内の期間 3,970 円 5,870 円 

60 日を超える期間 3,970 円 5,140 円 
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○豊山町防災行政用無線局管理運用規程 

 

制  定 平成３年３月 30 日 訓令第１号 

（目的） 

第1条 この規程は、豊山町防災行政用無線局の適正な運用について必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語の定義） 

第2条 この規程に用いる用語の解釈は、次の各号に定めるところによる。 

（１）無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的

とするものを含まない。 

（２）固定局 特定の二以上の受信施設に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をい

う。 

（３）基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。 

（４）移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を

除く。)をいう。 

（５）無線設備 無線通信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 

（無線局の目的） 

第3条 無線局は、豊山町の地域における防災及び行政活動の円滑な実施に資することを目的

とする。 

（無線局の構成及び設置場所） 

第4条 無線局の構成及び設置場所は、別表のとおりとする。 

（無線管理者） 

第5条 無線局の適正な管理運営を図るため無線局に管理責任者(以下「無線管理者」という。)

を置く。 

２ 無線管理者は、防災安全課長をもって充てる。 

３ 無線管理者は、当該無線局の事務を掌理する。 

（運用主任者及び通信担当者） 

第6条 無線局に運用主任者及び通信担当者を置く。 

２ 運用主任者及び通信担当者は、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 41 条に定める免許

を有する無線従事者の中から無線管理者が指名する。 

３ 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。 

４ 通信担当者は、運用主任者のもとで通信の操作及び無線設備の維持の実務を行う。 

（通信の管理） 

第7条 通信の運用は、すべて無線管理者の管轄として、別に定める。 
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（運用時間） 

第8条 無線局の運用は、原則として固定局は常時とし、移動局は随時とする。ただし、移動

局を開局し、又は閉局するときは、無線管理者に報告し確認を得るものとする。 

（通信の種類） 

第9条 通信の種類は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）非常通信 地震、台風、洪水、津波、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する恐

れがある場合において、有線通信を利用することができないか、又はこれを利用すること

が著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序維持のた

めに行う無線通信をいう。 

（２）緊急通信 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、人命及び財産の保護

並びに国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を

逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。 

（３）一斉通信 同一事項について二以上の相手方と同時に行う通信をいう。 

（４）試験通信 無線設備の保守点検等のため試験的に行う通信をいう。 

（５）普通通信 前号以外の通信をいう。 

（通信の優先順位） 

第10条 通信の取扱順位は、次のとおりとする。 

第１順位 非常通信 

第２順位 緊急通信 

第３順位 一斉通信 

第４順位 その他の通信 

（通信統制） 

第 11 条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあると認めた

ときは、普通通信を制限する等必要な措置を取ることができる。 

（災害時における通信体制） 

第 12 条 無線管理者は、次の各号に該当するときは、通信の確保に必要な措置を取らなけれ

ばならない。 

（１）県下に気象、地象、水象に関する注意報が発表されたとき。 

（２）前号の警報が発表されたとき。 

（３）大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。 

（４）その他状況により、町長が警戒体制を命じたとき。 

２ 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者の動員

計画（非常呼集計画）等を整備しておかなければならない。 

３ 無線管理者は、非常事態の発生に備え、常に無線設備の移動状況を把握するとともに、

あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。 

４ 無線管理者は、随時移動局の感度交換通信(試験通信)を行い非常の場合の活用に備えなけ

ればならない。
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（定期点検等） 

第13条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、年 2 回以上無線設備

の点検整備を行わなければならない。 

（通信訓練） 

第 14 条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、所属職員に対し取扱要領について

年 2 回の通信訓練を実施しなければならない。 

（書類の備付） 

第15条 無線管理者は、電波法第 60 条並びに電波法施行規則(昭和 25 年電波管理委員会規

則第 14 号)第 38 条の規定により無線局に備え付けなければならない書類のほか、無線局

の管理に必要と認められる書類を備え付けておかなければならない。 

２ 運用主任者は、無線局業務日誌及び保全点検簿を整理するとともに、毎月 1 回以上無線

管理者の検閲を受けなければならない。 

３ 運用主任者は、本条に定められた備付書類を適正に管理し、保存しなければならない。 

（無線従事者の選解任） 

第 16 条 無線管理者は、運用主任者又は通信担当者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者

選解任届を東海総合通信局長に提出しなければならない。 

２ 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに、適時有資格者の確保

に努めなければならない。 

（委任） 

第 17 条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用について必要な事項は無線管理者が定

める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 2 年 5 月 20 日訓令第 11 号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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別表 

無  線  局  設  置  箇  所 

ア 固定系 

種   別 呼 出 名 称 設置又は常置場所 摘   要 

固  定  局 こうほうとよやま 
防 災 室 遠 隔 制 御 装 置 親 機 

宿 直 室 遠 隔 制 御 装 置 

 

イ 固定系子局 

番号 名      称 設 置 場 所 

1  延命寺 豊山町大字青山字北浦1227 番地 

2  青山児童遊園 〃  青山字居屋敷1714 番地1  

3  正法寺 〃  青山字下屋敷653 番地 

4  新栄小学校 〃  青山字東川100 番地 

5  社会教育センター 〃  豊場字和合72 番地 

6  幸田緑道 〃  豊場字幸田193 番地 

7  豊山保育園 〃  豊場字新栄68 番地 

8  豊山小学校 〃  豊場字中之町10 番地 

9  新田地内 〃  豊場字新田町133 番地 

10  西之町児童遊園 〃  豊場字流川58 番地 

11  東部学習等供用施設 〃  豊場字諏訪261 番地 

12  総合福祉センター南館ひまわり 〃  豊場字神戸188 番地 

13  若宮児童遊園 〃  豊場字若宮40 番地 

14  総合福祉センター南館ひまわり 〃  豊場字神戸188 番地 

15  八反地内 〃  豊場字八反33 番地2  

16  野田地内 〃  豊場字野田28 番地先 

17  神明公園 〃  青山字神明120 番地1  

18  志水小学校 〃  豊場字下戸1 番地 
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ウ 移動系 

種 別 呼 出 名 称 設置又は常置場所 摘    要 

基地局 ぎょうせいとよやま 防災室 統制台 

移動局 

とよやま１０２ 防災室 半固定型／動態管理装置 

とよやま２０１ 社会教育センター 

半固定型 

とよやま２０２ 総合福祉センターしいの木 

とよやま２０３ 総合福祉センター北館さざんか 

とよやま２０４ 総合福祉センター南館ひまわり 

とよやま２０５ 豊山保育園 

とよやま２０６ 冨士保育園 

とよやま２０７ 豊山小学校 

とよやま２０８ 新栄小学校 

とよやま２０９ 志水小学校 

とよやま２１０ 豊山中学校 

とよやま２１１ 新栄学習等供用施設 

とよやま２１２ 東部学習等供用施設 

とよやま２１３ 冨士学習等供用施設 

とよやま２１４ 久田良木川排水機場 

とよやま３０１ 

防災安全課 携帯型 

とよやま３０２ 

とよやま３０３ 

とよやま３０４ 

とよやま３０５ 

とよやま３０６ 

とよやま３０７ 

とよやま３０８ 

とよやま３０９ 

とよやま３１０ 

とよやま３１１ 

とよやま３１２ 

とよやま３１３ 

とよやま３１４ 

とよやま３１５ 

とよやま３１６ 

とよやま４０１ 消防１号車 

車載型 

とよやま４０２ 消防２号車 

とよやま４０３ 消防指令車 

とよやま４０４ 消防トラック 

とよやま４０５ 公用車No.２ 

とよやま４０６ 公用車No.３ 

とよやま４０７ 公用車No.４ 

とよやま４０８ 公用車No.５ 

とよやま４０９ 公用車No.６ 

とよやま４１０ 公用車No.７ 

とよやま４１１ 公用車No.８ 

とよやま４１２ 公用車No.９ 
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○避難所開設基準 

 

１ 目 的 

地震、風水害等により災害が発生した際、家屋の損壊やライフラインの途絶により、多く

の住民が長期間にわたり避難生活を余儀なくされ、精神的に極めて不安定な状態の中、避難

所での共同生活を強いられる事態となることが予想される。 

災害発生時は行政主体で避難所を開設するのが基本ではあるが、地域住民の自主防災会等

が自ら避難所運営に関わる体制を迅速に確立し、互いの協力のもと避難所内の様々な活動を

担っていくことが大切である。 

もとより避難所運営にあたっては、自主防災会をはじめ、施設管理者、医療機関、ボラン

ティア等が連携、協力、支援し、各関係者がそれぞれの活動を理解し共有することが、不可

欠である。 

この基準は、避難所開設・運営及び各関係機関の役割等に関し、避難所での生活をできる

限り円滑に営むための基本的手続きや約束事項をまとめたものであり、避難所運営に係る関

係者の手引書として活用するものある。 

 

２ 避難所に関する基本的事項 

（１）避難所の定義 

災害対策基本法第４２条及び豊山町地域防災計画の規定に基づき災害の危険から住民

の身の安全を確保し、その後の生活支援のための防災拠点を、指定避難所と定めている。 

 

（２）避難所で受け入れる避難者 

ア 災害時に避難が必要な人 

イ 避難勧告等の対象地域に住む人 

ウ 災害による家屋の倒壊等により自宅では生活できない人 

エ 災害によりライフラインの途絶で生活できなくなった人 

オ 勤務場所等で災害に遭遇し帰宅が困難となった人 

 

（３）災害区分 

ア 風水害 

イ 地震 

ウ その他（原子力災害、航空機事故等） 
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（４）避難所の開設基準 

ステージ 災害区分 
条   件 

風水害 地震 

Ⅰ 
第二次非常配備 

（風水害、地震） 

大雨・暴風・洪水

警報が発表された場

合 

本町で震度５弱を

観測し、避難者が多

数集まると予想さ

れ、又は発生した場

合 

Ⅱ 
第三次非常配備 

（風水害、地震） 

風水害において全

町にわたり被害が特

に大きくなると予想

される場合、また突

発的に甚大な被害が

発生した場合 

本町で震度５強以

上を観測し、避難者

が多数集まると予想

され、又は発生した

場合 

Ⅲ その他 

あらゆる災害に対し、想定外の被害を受

け、想定収容人数を越える避難者が発生す

ると予想され、または発生した場合に災害

対策本部長が必要と判断した場合 

※開設場所については、適宜の場所を調整

し最小限の施設とする。 

 

（５）避難所の開設区分 

No  名   称 

ステージ 

備 考 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

風

水

害 

地

震 

風

水

害 

地

震 

そ

の

他 

1  豊山小学校  ○ ○ ○ ○  

2  新栄小学校  ○ ○ ○ ○  

3  志水小学校  ○ ○ ○ ○  

4  豊山中学校    ○ ○  

5  社会教育センター     ○ 地域内輸送拠点 

6  東部学習等供用施設 ○  ○  ○  

7  冨士学習等供用施設 ○  ○  ○  

8  新栄学習等供用施設 ○  ○   地震時は医療救護所 

9  総合福祉センターしいの木   ○ ○ ○ 福祉避難所 

10  総合福祉センター北館さざんか ○  ○  ○  

11  総合福祉センター南館ひまわり     ○  

12  冨士保育園     ○  

13  豊山保育園     ○  

 

※避難所開設の判断は、地域防災計画に基づき災害対策本部が設置され気象条件及び被

害程度に応じ施設を点検した後に、利用可能と判断される場合に開設する。 
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３ 避難所運営の基本方針 

  避難所は、地域の人々の安全を確保し、生活再建を始めるための地域の拠点となるよう、

次のような方針のもとで運営する。 

◆避難所は、行政の管理の基に住民の自治による運営をめざす。 

避難は、在宅の避難者及び避難所以外での避難を含む地域コミュニティの場となるた

め、原則として地域住民による自主運営に努める。 

◆避難所は、自立支援、コミュニティの活性化の場として取り組む。 

大規模な災害の場合は、避難所生活は数週間から数ヶ月の長期化を余儀なくされるこ

とも想定し、避難所で暮らしながら生活再建をはじめられるよう、自立に向けた取り組

みを行う。 

また、避難所での生活体験が地域の絆を強め、地域コミュティのさらなる活性化につ

ながるような避難所運営をめざす。 

◆人に優しい避難所づくりに取り組む。 

特別なニーズのある要配慮者については、避難所内レイアウトやトイレの使用など、

介助者の有無や障害者の種類・程度等に配慮した避難所を運営する。 

また、避難所運営には女性も積極的に参加し、男女の違いに配慮し、避難者が生活し

やすいような避難所運営を行う。 

 

４ 避難所の設置・運営の細部実施要領 

（１）避難所運営マニュアル 

ア 初動期（災害発生当日）の対応 

イ 展開期（２日目から１週間程度）の対応 

ウ 安定期（１週間目から３週間程度）の対応 

エ 撤収期（ライフライン回復時）の対応 

別冊「豊山町避難所運営マニュアル」（平成３１年４月）参照 

 

（２）基準等の周知 

本基準及び豊山町避難所運営マニュアルを避難所関係者（施設管理者、自主防災会等）

に配布し、実施要領等の統一を図る。 
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５ 避難所運営関係者の役割 

区分 実施内容 備考 

災害対策本部 

・避難所開設に関わる決定 

・施設管理者との使用区分協議 

・班員派遣の決定 

・救援物資及び避難生活資器材等の運搬、管理 

・避難所 

教育班 

・福祉避難所 

福祉班 

派遣班員 

・避難所運営に関わる全般事項 

・避難所運営委員会の設置、委員会議の開催 

・災害対策本部への報告、連絡 

 

施設管理者 

・建物（施設）の安全点検 

・施設開錠 

・避難所運営委員会への参加 

・その他 

 

自主防災会 

（地域住民含む） 

・避難者の受け入れ 

・避難名簿作成 

・避難情報所開設 

・避難所運営委員会への参加 

・炊き出し等の実施 

・救援物資配給 

 

医療関係 
・巡回診療 

・医療救護所開設（状況による） 

 

災害ボランティア 
・避難所運営に関わる支援 

・避難者ニーズへの支援 

主管：社会福祉

協議会 

  

６ 避難所開設・運営に関わる協議 

（１）目的 

避難所運営に関する規定及び各種内容等について、町、施設管理者、自主防災会等間の

情報共有と認識の統一を推進することを目的に実施する。 

 

（２）参加者 

ア 防災安全課 

イ 教育委員会事務局 

ウ 施設管理者 

（協議内容により関係する者をその都度指名） 

エ 自主防災会等の代表者 
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○災害時の情報交換に関する協定 

 

国土交通省中部地方整備局長（以下「整備局長」という。）と、豊山町長（以下「町長」と

いう。）とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及

び町長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目

的とする。 

（情報交換の実施） 

第2条 整備局長及び町長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員（リエゾ

ン）が派遣されている間とする。 

  一 豊山町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき 

  二 豊山町災害対策本部が設置されたとき 

  三 その他整備局長又は町長が必要と認めたとき 

（情報交換の内容） 

第3条 整備局長及び町長の情報交換の内容は、次のとおりとする。 

  一 一般被害状況に関すること 

  二 公共土木施設（道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等）被害状況に関するこ

と 

  三 その他必要な事項 

（現地情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第4条 第 2 条の各号いずれかに該当し、町長から要請があった場合又は整備局長が必要と判

断した場合に、整備局長から町長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員（リエゾン）

を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び町長は、相互の連絡窓口を明確に

しておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

（平素の協力） 

第5条 整備局長及び町長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等

の資料の整備に協力するものとする。 

（協議） 

第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備

局長及び町長が協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

本協定は３通作成し、各自１通を保有する。 
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平成２３年８月１５日 

 

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号 

国土交通省 中部地方整備局長  足立 敏之 

 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町長  鈴木 幸育 

 

（立会人） 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

愛知県 防災局長  中野 秀秋 
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○西春日井郡東部三か町消防相互応援協定 

 

消防組織法（昭和 22 年法律 226 号）第 21 条第２項の規定に基づき、西春日井郡豊山町、

師勝町、西春町（以下「関係町」という。）は、消防に関する相互応援について次のとおり協

定する。 

 

第1条 この協定は、関係町の区域内に発生した災害を円滑かつ迅速に防除し、被害の軽減を

図ることを目的とする。 

第2条 関係町が専用電話等により、火災等の災害を覚知したときは、通常の場合あらかじめ

関係町で定あられた区分に応じて消防隊を派遣するものとする。 

２ 火災等の災害規模が拡大し、西春日井郡東部消防組合消防長（以下「消防長」という。）

から関係町へ応援の強化が要請された場合は、特別の理由がない限り、その要請に応じて

消防隊を派遣するものとする。 

第3条 この協定に基づき応援のため出動した消防隊は、消防長の指揮下に行動することを原

則とする。 

第4条 応援に要した経費の負担については、次の区分によるものとする。 

（１）応援のための出動による消防機械器具の故障の修理費、燃料費、消防隊員の手当等の通

常経費は、応援をする側の負担とする。ただし、応援が長時間にわたる場合の現地におけ

る燃料の補給、消防隊員等の給食等に要する経費については、応援を受ける側の負担とす

る。 

（２）応援のための出動による消防機械器具の重大な破損の修理費、建物、施設、一般人等の

損害に対する賠償費、消防隊員等の公務災害補償費その他これらに類する経費の負担につ

いては、そのつど当事者町双方が協議して定めるものとする。 

第5条 この協定の運用について疑義が生じたときは、そのつど関係町が協議して定めるもの

とする。 

２ この協定の実施に係る細目的事項については、関係町の消防団長が協議して定めるもの

とする。 

第6条 この協定は、昭和 62 年４月１日から実施する。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書３通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各１通を

保管する。 

 

昭和 62 年３月 31 日 

豊山町 

代表者 豊山町長  安藤 銀次 

師勝町 

代表者 師勝町長  永津 佐一 

西春町 

代表者 西春町長  上野 政夫 
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○災害時相互応援協定書 

 

愛知県豊山町と長野県阿智村（以下「協定町村」という。）とは、平成２４年１０月６日に

締結された友好都市締結協定の理念に基づき、災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２

３号）第２条第１号に規定する災害をいう。以下同じ。）時において、応急活動及び復旧活動

が迅速かつ円滑に遂行されるよう相互の応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、協定町村のいずれかの区域内において災害が発生した場合に、協定町村

が相互に応援することにより、応急活動、復旧活動等を円滑に行うことを目的とする。 

（応援の種類） 

第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。ただし、応援は、協定

町村の過剰な負担にならない範囲内において実施するものとする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需品並びにそれらを提供するために必要な機材の提供 

（２）被災者を一時収容するために必要な施設の提供 

（３）応援に必要な職員の派遣 

（４）災害支援ボランティアのあっせん 

（５）前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項 

（応援の要請手続） 

第3条 応援を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡するとと

もに、速やかに文書により通知するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号に規定する応援に要する品目、規格、数量等 

（３）前条第３号に規定する応援に要する職員の職種、人数等 

（４）応援を受ける場所及び集結場所 

（５）応援を受ける期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援の実施） 

第4条 協定町村は、応援の要請を受けた場合は、直ちに必要な応援を可能な範囲で実施する

ものとする。 

２ 協定町村は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動す

ることが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実施するも

のとする。 

３ 自主的な判断に基づき応援を実施する場合は、応援の内容を協定町村に速やかに連絡す

るものとする。 

４ 応援の要請を受けた協定町村が応援を実施できない場合は、要請を行った協定町村にそ

の旨を速やかに通報するものとする。 

 

（連絡窓口） 

第5条 協定町村は、必要な情報等を相互に提供することにより、応援の円滑な運営を図るた
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め、あらかじめ連絡担当部課を定めるものとする。 

（指揮権） 

第6条 応援を行う協定町村の職員が応援に従事するときは、応援を受ける協定町村の災害対

策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第7条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、原則とし

て応援を受ける協定町村の負担とする。 

２ 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他特別の

定めがあるものを除くほか、自主的に応援を行う協定町村の負担とする。 

３ 前２項の規定により難いときは、その都度協定町村の間で協議して定めるものとする。 

（災害補償等） 

第8条 応援に派遣した職員が、その業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に

おける公務災害補償については、応援を行う協定町村が負担するものとする。ただし、応

援を受ける協定町村において応急治療する治療費は、応援を受ける協定町村が負担するも

のとする。 

２ 応援に派遣した職員が、その業務中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援を

受ける協定町村への往復途中において生じたものを除き、応援を受ける協定町村がその賠

償の責務を負うものとする。 

（平常時における活動） 

第9条 協定町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、総合防災訓練の相互交流

や地域防災計画その他必要な資料を交換するとともに、関係者の交流を図るものとする。 

（その他） 

第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、協定

町村が協議して定めるものとする。 

（効力の発生） 

第11条 この協定は、協定を締結した日からその効力を発生するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、協定町村長が署名の上、各１通を保

有する。 

 

平成２５年１１月１８日 

 

愛知県豊山町長 鈴 木 幸 育    長野県阿智村長 岡 庭 一 雄 
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○豊山町と東松島市との災害時相互応援に関する協定 

 

愛知県西春日井郡豊山町（以下「甲」という。）と宮城県東松島市（以下「乙」という。）と

の間において、災害時における応急対策及び復旧・復興対策（以下「応急対策等」という。）

に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、甲又は乙独

自では十分な応急対策等ができない場合に、相互に応援することにより、被災地域の応急対

策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。 

（要請） 

第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援要請に関する連絡担当課を定め、災害が発生したと

きは、必要事項を示して応援を要請する。 

（協力） 

第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その内容に従ってできる限り応

援するよう努める。 

（応援内容） 

第4条 甲又は乙が行う応援の内容は、次のとおりとする。 

（1 ）食糧及び飲料水の供給 

（2 ）応急物資（生活必需品等）の供給 

（3 ）応急対策等に要する職員の派遣及び資機材の提供 

（4 ）被災者の一時受入れ 

（5 ）前各号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による応援として行うことを相当と認め

たもの 

（輸送） 

第5条 応急物資等の輸送は、原則として応援する側が行うものとする。 

（経費の負担） 

第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した側が負担するものとし、その額につ

いては甲乙協議の上、定める。 

（住民等の援助に対する支援） 

第7条 甲又は乙は、本協定の趣旨に鑑み、個人又は団体から援助の申出があった場合は、積

極的な支援が図られるよう努めるものとする。 

（協議） 

第8条 本協定に疑義が生じた場合及び本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、

決定するものとする。 
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（協定の効力） 

第9条 この協定の効力は、協定の締結日から発生するものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方が署名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

平成２６年２月２３日 

 

甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

        豊山町長   鈴 木 幸 育 

 

 

乙  宮城県東松島市矢本字上河戸３６番地１ 

        東松島市長  阿 部 秀 保 

 

 

特別立会人 

        愛知県知事  大 村 秀 章 
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○愛知県西春日井郡豊山町と山形県東根市との災害相互援助協定書 

 

（趣旨） 

第1条 愛知県西春日井郡豊山町（以下「甲」という。）と山形県東根市（以下「乙」という。）

とは、災害時における応急対策及び復旧対策に関し、この協定に定めるところにより、相互

に援助協力を行うものとする。 

（援助要請） 

第2条 甲又は乙は、前条の規定により援助協力要請を受けた場合は、要請の内容に 従って、

援助するよう努めるものとする。 

（援助の種類） 

第3条 援助の種類は、次のとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材の提供 

（３）救護及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職及び事務職職員の派遣 

（５）被災者の一時収容のための施設の提供及び被災者の受け入れ 

（６）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（輸送） 

第4条 援助物資の輸送は、供給を要請した側が行うものとする。ただし、特別の理由により

要請した側において輸送が困難な場合は、協議によりその輸送を供給する側に依頼すること

ができるものとする。 

（経費） 

第 5 条 援助物資等の供給に要する費用（輸送費を含む。）は、当該供給を要請した側が負担

するものとし、その額については甲乙協議して決定する。 

（住民等援助に対する支援） 

第6条 甲又は乙は、本協定の趣旨に鑑み、個人又は団体から援助の申出があった場合は、そ

の旨を通報するなど、適切な支援が図られるよう努めるものとする。 

（協議） 

第7条 この協定の解釈について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、

甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

以上協定締結の証として、本協定書 2 通を作成し、甲、乙署名のうえ各 1 通を保有 

する。 

 

平成３１年２月７日 

  

甲  豊 山 町 長   服 部 正 樹 

 

乙  東 根 市 長   土 田 正 剛 
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○河北町及び豊山町における災害相互応援協定書 

 

（趣旨） 

第1条 山形県河北町及び愛知県豊山町（以下「協定町」という。）は、協定町のいずれかに

大規模な災害が発生した場合、協定町が相互に応援し、被災した協定町（以下「被災町」と

いう。）の応急対策及び復旧対策(以下「応急復旧」という。)を円滑に遂行するため、この

協定を締結する。 

（応援の種類） 

第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）被災者の救出、医療、防疫及びこれらを行うための施設の応急復旧等に必要な資器材及

び物資の提供 

（２）食料、飲料水、生活必需物資及びこれらの提供に必要な資器材の提供 

（３）救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援の要請手続） 

第3条 応援を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により行うものとする。

ただし、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請することができ、事後に文書

を提出するものとする。 

被害の状況 

前条第 1 号及び第２号に規定する資器材等の種類及び数量 

前条第３号に規定する職員の職種別人員 

応援の場所及びその経路 

応援の期間 

前各号に掲げるもののほか、必要とする事項 

（応援のため派遣された職員の指揮) 

第4条 応援のため派遣された職員（以下「派遣職員」という。）は、被災町の長の指揮の下

に活動するものとする。 

（応援経費等の負担) 

第5条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、

応援の要請を受けた協定町から特別の申し出がない限り、被災町が負担するものとする。 

２ 被災町が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災町から要請があった

場合には、応援の要請を受けた協定町は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 派遣職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は応援活動に

よる負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はそ

の遺族に対する賠償の責務は、応援の要請を受けた協定町が負うものとする。 

４ 派遣職員が応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援の要請を受

けた協定町への往復途中において生じたものを除き、被災町がその賠償の責務を負うものと

する。 
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（自主的活動） 

第6条 協定町は、大規模な災害が発生したにもかかわらず、通信の途絶等により被災町と連

絡がとれない場合は、被災町からの要請を待たずに自主的に応援活動を実施することができ

るものとする。 

（有効期限) 

第7条 この協定は、協定締結の日から発効するものとし、いずれかの協定町の長から解約の

申し出がない限り継続するものとする。 

（協議) 

第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協定町が協議

して定めるものとする。 

 

 

この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、記名押印のうえ、各１通を保有す

るものとする。 

 

令和２年３月２４日 

 

山形県西村山郡河北町谷地戊８１番地 

河北町長 森 谷 俊 雄 

 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町長 服 部 正 樹 
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○愛知県東尾張地区における災害時相互応援協定 

 

 東尾張地区における瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名

古屋市、長久手市、東郷町、豊山町（以下「東尾張九市二町」という。）は、災害時における

相互の応援協力に関する協定を次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第 1条 この協定は、東尾張九市の行政区域内に災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法

律第 223 号）第２条第１号に規定する災害が発生した場合において、被災した市（以下「被

災市町」という。）独自では十分な応急復旧活動が実施できない場合の応援及び、円滑な応

援実施を目的とした平時の連携について、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第 2条 被災市町は、応援が必要となった場合は、東尾張九市二町のうち応援が可能な市町（以

下「応援可能市町」という。）に対して応援を要請することができる。 

（応援の種類等） 

第 3条 応援の種類及び内容は、次のとおりとし、応援可能市町の可能な範囲で実施するもの

とする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援、医療、防疫、資機材及び物資搬送等、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

（５）ボランティアの斡旋 

（６）応援可能市の管理する住宅等への被災者の受入れ 

（７）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（要請の手続） 

第 4条 被災市町は、応援可能市町に対して応援要請書（別記様式）を提出することにより応

援の要請をするものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後速や

かに応援要請書を提出するものとする。 

（応援の実施） 

第 5条 要請を受けた応援可能市は、速やかに応援を実施するものとする。 

２ 被災市町に甚大な被害等が発生し、連絡が不通の状態となった場合は、被災市町の状況把

握に努めるとともに、必要と認めたときは、前条の要請を受けることなく応援を実施するこ

とができる。 

３ 第３条第４号の規定により派遣された職員は、原則として被災市町の指示に基づき活動す

るものとする。 

（経費の負担） 

第 6 条 第３条に規定する応援に要する経費負担は、法令その他別に定めがあるものを除き、
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次のとおりとする。 

（１）職員の派遣に要する経費は、応援可能市町が負担するものとする。 

（２）前号に掲げるもののほか、物資の調達等その他応援に要する経費は、原則として被災市

町が負担するものとする。 

（損害賠償等） 

第 7条 第３条第４号の規定により派遣された職員に係る公務災害補償については、地方公務

員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによる。 

２ 派遣職員が、応援活動中に第三者に対して損害を与えた場合は、被災市町への往復途中に

生じたものを除き、原則として被災市がその賠償の責めを負うものとする。 

（平時の連携） 

第 8条 災害発生時の被災市への円滑かつ迅速な応援を実現するため、平時における東尾張九

市二町の連携について、可能な範囲で次のとおり実施するものとする。 

（１）総合防災訓練及びその他連携を必要とする訓練への相互参加 

（２）定期的な情報交換会等の実施 

（３）担当部局及び緊急連絡先の確認 

２ 前項の実施方法は、別途協議により定めるものとする。 

（他協定との協調） 

第 9条 この協定は、東尾張九市二町が個別に締結している災害時相互応援協定を妨げるもの

ではない。 

（その他） 

第10条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、東尾張九市が協議して

定めるものとする。 

 

この協定は、平成２９年７月３１日から効力を生ずるものとする。 

平成２９年２月６日締結の「愛知県東尾張地区における災害時相互応援協定」は、この協定

の締結をもって廃止する。 

この協定の締結を証するため、本書１１書を作成し、署名の上各１通を保有する。 

 

平成２９年７月３１日 

 

愛 知 県 瀬 戸 市 

瀬 戸 市 長 伊 藤  保 徳 

愛 知 県 春 日 井 市 

春 日 井 市 長 伊 藤  太 

愛 知 県 小 牧 市 

小 牧 市 長 山下 史守朗 

愛 知 県 尾 張 旭 市 

尾 張 旭 市 長 水 野  義 則 
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愛 知 県 豊 明 市 

豊 明 市 長 小 浮  正 典 

愛 知 県 日 進 市 

日 進 市 長 荻 野  幸 三 

愛 知 県 清 須 市 

清 須 市 長 加 藤  静 治 

愛知県北名古屋市 

北名古屋市長 長 瀬  保 

愛 知 県 長 久 手 市 

長 久 手 市 長 吉 田  一 平 

愛知県東郷町 

東 郷 町 長 川 瀬  雅 喜 

愛知県豊山町 

豊 山 町 長 服 部  正 樹 
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○災害時における相互応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第1条 この協定は、２市３町広域行政研究会に参加する市町（小牧市、岩倉市、豊山町、大

口町及び扶桑町。以下「２市３町」という。）のいずれかにおいて大規模な災害が発生し、

被災した市町（以下「被災市町」という。）独自では十分な応急措置が実施できない場合に、

２市３町として被災市町の応急対策及び復旧対策が円滑に遂行できるよう、被災市町の要請

に基づき応援をするため、必要な事項について定めるものとする。 

（応援の種類等） 

第2条 応援の種類及び内容は、次のとおりとする。 

(1)  食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2)  被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3)  救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4)  救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

(5)  避難者の相互受入れ 

(6)  前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援の手続） 

第3条 被災市町は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により被災市町以外の２市３町に要

請をするものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ファクシミリ、電子メール等に

より要請をするものとし、その後速やかに文書を送付するものとする。 

(1)  被害及び被害が予想される状況 

(2)  前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及

び数量 

(3)  前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での

従事の内容 

(4)  前条第５号に掲げる受入れを要請する場合にあっては、世帯数及び人数 

(5)  応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況 

(6)  応援の期間 

(7)  前各号に掲げるもののほか、災害の応援に必要な事項 

（応援の実施） 

第4条 応援を要請された市町は、できる限り被災市町の要請に応ずるよう取り組むものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、被災市町以外の２市３町は、被災市町に甚大な災害が発生し、

被災市町との連絡がとれない場合は、被災市町の状況把握に努め、応援が必要と認めたとき

は、前条の要請を待たずに応援をするものとする。 

（経費の負担） 

第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、原則として

被災市町が負担をするものとする。ただし、職員の派遣に要する経費は、応援をする市町が

負担するものとする。 

（損害賠償等） 

第6条 第２条第４号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務



資料編 第１２章 条例等 
 

 177  

災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところ

による。 

２ 派遣職員が、業務上第三者に損害を与えた場合においては、その損害が被災市町への往復

途中に生じたものを除き、被災市町がその賠償の責めを負うものとする。 

（情報交換） 

第7条 ２市３町は、日頃から大規模な災害の発生に備え、物資の備蓄状況など情報交換を行

うものとする。 

（連絡体制） 

第8条 ２市３町は、大規模災害発生時に迅速に連絡を行うため、担当部署、担当者、電話番

号その他必要事項を年１回確認及び共有することにより、相互に連絡体制を確立するものと

する。 

（他の協定との関係） 

第9条 この協定は、２市３町が個別に締結している災害時の相互応援に関する協定を妨げる

ものではない。 

（その他） 

第 10 条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、２

市３町が協議して定めるものとする。 

 

 

 

この協定の成立を証するため、本書５通を作成し、各市町長署名のうえ各１通を保有する。 

 

平成 30 年 5 月 29 日 

 

愛知県小牧市 

小牧市長  山 下 史 守 朗 

 

         愛知県岩倉市 

               岩倉市長  久 保 田 桂 朗 

 

         愛知県豊山町 

               豊山町長  服 部 正 樹 

 

         愛知県大口町 

               大口町長  鈴 木 雅 博 

 

         愛知県扶桑町 

               扶桑町長  千 田 勝 隆
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○災害ボランティアセンターの設置等に関する協定 

 

豊山町（以下「甲」という。）と社会福祉法人豊山町社会福祉協議会（以下「乙」という。）

は、災害時におけるボランティア活動に関し、必要な対応と円滑な活動を遂行するため、次の

とおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第1条 この協定は、災害時における災害応急活動として、災害ボランティア活動を効率的に

行うため、豊山町地域防災計画に基づき、豊山町災害ボランティアセンター（以下「センタ

ー」という。）の設置と運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（センターの設置） 

第2条 甲は豊山町災害対策本部を設置し、災害救援ボランティアの活動調整等を実施する組

織の設置が必要と認めたときは、乙に対しセンターの設置及び運営等を要請するものとす

る。 

２ センターは、「豊山町総合福祉センター（しいの木）」豊山町大字豊場字諏訪２７０に設

置する。ただし、当該施設がり災し使用出来ない場合は、甲はこれに代わる施設を確保す

るものとする。 

（センターの設置・運営要請） 

第3条 甲が協定に基づき乙に要請を行う場合は、日時、条件などセンターの設置に関し必要

事項を明記した書面により行うものとする。ただし、急を要する場合は、口頭又は電話等

により要請し、後日書面をもって対応するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、運営方法及び役割について定め、センターを設置する。 

（連携及び協力） 

第4条 センターの設置及び運営に関する必要な業務は、甲・乙が連携・協力し行うものとす

る。 

（センターの業務） 

第5条 センターが実施する活動は、次に掲げるとおりとする。 

（１）被災者等からの支援要請の受付に関すること 

（２）災害ボランティアの受入及び派遣に関すること 

（３）災害ボランティア活動の記録に関すること 

（４）必要な資機材等の調達及び配給等に関すること 

（５）その他、センターの運営にあたり必要な事項 

（費用の負担） 

第6条 前条各号に規定する業務に必要な費用は、原則として甲が負担する。ただし、当該災

害ボランティア活動に係る支援募金、助成金等の収入があるときは、甲・乙協議の上これ

らの収入を当該費用に充てるものとする。 

（損害賠償） 

第7条 災害時における応急・復旧活動等に関し、ボランティアが被った損害の補償は、ボラ

ンティア保険により対応するものとする。 
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２ 前項のボランティア保険の加入に係る費用は、各災害ボランティアの自己負担とする。 

（センターの閉鎖） 

第8条 センターの閉鎖にあたっては、復旧復興の状況や活動内容収束等を慎重に見分けつつ、

甲・乙協議の上、閉鎖時期及び実施要領等を決定することとする。 

（各ボランティア団体との協力） 

第9条 甲・乙は、災害時に迅速かつ円滑な協力体制が取れるよう、平常時から各災害ボラン

ティア団体との良好な関係を構築するものとする。 

（その他） 

第 10 条 協定に定めのない事項又は協定に関し疑義を生じた場合、その都度、相互に協議し

定めるものとする。 

（協定の有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２９年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の日の１か月前までに甲・乙いずれからも解除又は変更などの申し立てがな

いときは、更に１年間継続するものとし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲・乙が記名押印の上、それぞれ１通を

保管する。 

 

平成２８年１２月２０日 

 

（甲）西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町  

町 長 服 部 正 樹 

 

（乙）西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪２７０番地 

社会福祉法人 豊山町社会福祉協議会 
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○災害時における薬剤救護に関する協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）と西春日井薬剤師会（以下「乙」という。）は、災害が発生し

た場合に必要となる医薬品及び医療材料その他医療関係物品（以下「医薬品等」という。）の

備蓄及び供給、並びに薬剤師の派遣協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、豊山町地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）に定める災害及

びこれに準じる災害が発生した場合又は大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３

号）第２条第１３号に規定する警戒宣言が発せられた場合（以下「災害時」という。）にお

いて、乙が備蓄する医薬品等の提供、甲が乙の協力を得て行う医薬品等の調達及び薬剤師の

派遣を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は、災害時の医療救護において必要な医薬品等を必要とするときは、乙に対して、

乙に属する薬剤師が営む薬局が保有し流通する医薬品等の在庫（以下「ランニング備蓄」と

いう。）及び乙の保有する医薬品等の供給について協力を要請することができる。 

２ 甲は、災害時に医療救護所又は医薬品等供給拠点等（豊山町地域防災計画第２編第３章第

１０節に記載する医療救護所をいう。以下同じ。）において必要があるときは、乙に対して

乙に属する薬剤師の派遣について協力を要請することができる。 

3  災害時に医療救護所又は医薬品等供給拠点等で実施する薬剤師の業務は、次のとおりとす

る。 

（1 ）医薬品等の調剤及び服薬指導 

（2 ）医薬品等に関する相談業務 

（3 ）医薬品等の仕分け及び管理 

（4 ）その他医療救護活動に必要な業務 

（要請手続） 

第3条 甲は、ランニング備蓄の供給については口頭により要請するものとする。 

２ 甲は、乙の保有する医薬品等の供給については出荷要請書（第１号様式）により、薬剤師

の派遣については薬剤師派遣要請書（第２号様式）により、乙に対して要請手続を行うもの

とする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに出荷要請書又は薬剤師

派遣要請書を乙に提出するものとする。 

（連絡責任者） 

第4条 第２条に規定する要請に関する事項を確実かつ円滑に伝達するため、甲においては豊

山町生活福祉部長を、乙においては薬剤師会長を連絡責任者とする。 

（医薬品等の供給） 

第5条 乙は、甲から第３条の規定による要請があったときは、速やかに医薬品等を供給する。 

（運搬及び輸送） 

第6条 医薬品等の運搬及び薬剤師の輸送は、乙又は乙が指定する者が行う。この場合におい
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て、乙は、甲に対して運搬及び輸送の協力を求めることができるものとする。 

（経費等） 

第7条 甲は、甲の要請により、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費等を負担

するものとする。 

（1 ）ランニング備蓄に関する経費 

（2 ）乙が甲の要請に応じ供給した医薬品等の実費 

（3 ）薬剤師の派遣に関する費用弁償 

２ 前項第１号に掲げる経費の額は、年額１０，０００円とし、毎年度当初に一括して支払う

ものとする。 

３ 第１項第２号および第３号に掲げる費用の額は、乙の提出する出荷確認書（第３号様式）

に基づき、甲乙協議の上決定するものとする。 

（損害補償） 

第8条 甲の要請に基づき、乙が派遣した薬剤師が第２条第３項に規定する業務に従事し、そ

のために負傷若しくは疾病にかかり、死亡又は障害となった場合の損害補償は、労働者災害

補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用がある場合を除き、甲が乙と協議して当該者

のために締結した保険契約によるものとする。 

（医療紛争） 

第9条 乙は、薬剤師が医療救護活動により傷病者との間に紛争が生じたときは、直ちに甲に

報告するものとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けたときは、速やかに調査を行い、乙と協議し、解決のため適切な

措置を講ずるものとする。 

（報告） 

第 10 条 乙は、甲の要請により薬剤師を派遣したときは、速やかに薬剤師派遣報告書（第４

号様式）により甲に報告するものとする。 

２ 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、乙に対して在庫品目、数量について資料の提出

を要請することができる。 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙協

議の上、決定する。 

（有効期間） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了日の前１か月までの間に、甲、乙双方から別段の意思表示がないときは、この協定

はさらに１年間延長するものとし、以後同様とする。 

（補則） 

第 13 条 この協定書に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項は、別に定め

る。 
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この協定の成立の証とするため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、双方各１通を保

管する。 

 

平成２９年４月１日 

 

甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

  愛知県豊山町 

  町  長   服  部  正  樹 

 

乙  愛知県北名古屋市西之保才戸２８ 

  西春日井薬剤師会 

   会  長   長  良  裕  之 
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〇災害時における薬剤救護に関する協定実施細目 

 

 

この実施細目は、平成２９年４月１日付けで豊山町（以下「甲」という。）と西春日井薬剤

師会（以下「乙」という。）との間で締結した災害時における薬剤救護に関する協定書（以下

「協定書」という。）第１３条の規定に基づき、必要な事項を定める。 

 

協定書前文に記載する備蓄医薬品等は、別紙１のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年４月１日 

 

甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

  愛知県豊山町 

  町  長   服  部  正  樹 

 

乙  愛知県北名古屋市西之保才戸２８ 

  西春日井薬剤師会 

   会  長   長  良  裕  之 
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別紙１ 

医薬品一覧 

 

 医薬品名 数 量 備  考 

解
熱
・
鎮
痛 

ロキソニン錠 60mg  １００ 錠 解熱消炎鎮痛剤 

カロナール錠 200  １００ 錠 解熱消炎鎮痛剤 

アンヒバ座剤 100mg  １０ 剤 解熱鎮痛剤 

ブスコパン錠 10mg  ５０ 錠 鎮痙剤 

消
化
器
系 

ナウゼリン 10mg  ５０ 錠 制吐・消化剤 

ビオフェルミン ２１０ 錠 整腸剤 

ロペミンカプセル 1mg  ２０ 錠 整腸剤 

ガスターＤ錠 10mg  ５０ 錠 消化性潰瘍用剤 

プルゼニド錠 12mg  ３０ 錠 下剤 

呼
吸

器
系 

メプチンエアー 10 μg 吸入 100  ３ 枚 
定量噴霧式気管支拡

張剤 

心
臓
・
血
管
系 

アムロジン錠 5mg  ５０ 錠 降圧剤 

ニトロペン舌下錠 0.3mg  ２０ 錠 冠拡張剤 

バイアスピリン錠 100mg  ５０ 錠 血栓・塞栓抑制剤 

ワーファリン錠 1mg  ５０ 錠 抗凝固剤 

内
分
泌
系 

アマリール錠 1mg  ２０ 錠 糖尿病薬 

チラーヂンＳ錠 ５０ 錠 抗甲状腺剤 

メルカゾール錠 5mg  ５０ 錠 甲状腺ホルモン剤 

抗
炎
症 

・ 

抗
菌 

セレスタミン錠 ２０ 錠 抗ヒスタミン剤 

フロモックス錠 100mg  １００ 錠 細菌死滅抗生物質 

外
用
薬 

リンデロンＶＧ軟膏 0.12%  5g  ５０ 本 
ステロイド配合外用

薬 

ロキソニンテープ 50mg  １４０ 枚 外用消炎鎮痛剤 

点
眼
薬 クラビット点眼液 0.5%  ５ 本 

結膜炎治療・抗菌作

用 
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第１号様式（第３条関係） 

 

出荷要請書 

 

年  月  日     

 

 西春日井薬剤師会 

会長          様 

 

豊山町長          印 

 

 薬剤救護に関する協定書第３条に基づき、次の物資の供給を要請します。 

 

品 名 規 格 数 量 引渡場所 引渡日時 
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第２号様式（第３条関係） 

 

薬剤師派遣要請書 

 

第     号     

年  月  日     

 

 西春日井薬剤師会 

会長          様 

 

豊山町長         印 

 

 薬剤救護に関する協定書第３条に基づき、次のとおり薬剤師の派遣を要請します。 

 

災 害 発 生 の 日 時 年  月  日（ ）  時  分 

派 遣 の 場 所  

派 遣 を 要 す る 人 数           名 

派 遣 の 期 間 年 月 日（ ）から  年 月 日（ ） 

派遣の方法（手段）  

そ の 他 必 要 な 事 項   
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第３号様式（第７条関係） 

 

出荷確認書 

 

年  月  日     

 

 豊山町長 様 

 

西春日井薬剤師会         

会長        印 

 

   年  月  日付けの出荷要請書により次の物資を供給したことを報告し

ます。 

 

品 名 規 格 数 量 備  考 

    

 

出 荷 者 

所在地 

名 称 

代表者          印 

 

納品確認者        印 
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第４号様式（第１１条関係） 

 

薬剤師派遣報告書 

 

年  月  日     

 

 豊山町長 様 

 

西春日井薬剤師会 

会長         印 

 

 薬剤救護に関する協定書第３条に基づき、  年  月  日付け第  号にて

要請のありました薬剤師の派遣を次のとおり実施しましたので報告します。 

 

派 遣 の 日 時 年  月  日（ ）  時  分 

派 遣 の 場 所  

派 遣 の 人 数       名 

派 遣 し た 者 

氏 名 住 所 生年月日 

  年 月 日 

  年 月 日 

  年 月 日 

  年 月 日 

  年 月 日 

  年 月 日 

  年 月 日 

  年 月 日 

  年 月 日 
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○災害時における医療救護に関する協定書 

 

清須市、北名古屋市及び豊山町（以下「甲」という。）と一般社団法人西名古屋医師会（以

下「乙」という。）は、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は地震等の大規模な災害が発生した場合に、甲がそれぞれ策定している地域

防災計画（以下「防災計画」という。）により、乙の協力を得て行う医療救護活動を円滑に

実施するために必要な事項を定める。 

（医師の派遣） 

第2条 甲は、前条の規定に基づく医療救護を行う必要が生じたときは、医療救護所を開設す

るため医師の派遣を乙に対して要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに甲が開設した医療救護所に医師を派遣する

ものとする。 

３ 医師の移動は、乙が実施する。ただし、道路状況等必要に応じて甲が協力する。 

（医療救護の実施場所） 

第3条 乙は、医療救護所において医療救護を実施するものとする。ただし、甲は、医療救護

所の責任者から医療施設に収容して救護を行う必要があると判断した患者があるとの報告

を受けたときは、医師等の指示のもと医療施設に搬送する。 

２ 乙は、医療施設の確保について、乙の会員の協力が得られるよう取り計らうものとす

る。 

（医師の業務） 

第4条 医療救護所で行う医師の業務は、次のとおりとする。 

（1 ）診察 

（2 ）傷病者に対する応急処置 

（3 ）傷病者の医療機関への搬送要否の判断及び搬送の優先順位の決定 

（4 ）死亡の確認 

（5 ）その他医療救護を実施する上で必要な措置 

（医薬品等の供給） 

第5条 医療救護所にて使用する医薬品及び医療材料その他医療関係物品（以下「医薬品等」

という。）は、甲が準備するものとし、乙はその確保に協力する。 

（報告） 

第6条 医師は、医療活動に関する必要な記録を行い、事後速やかに甲及び乙に報告する。 

（費用弁償） 

第7条 乙が、次の各号に掲げる医療救護に要した費用は、甲が負担する。 

（1 ）医療救護所への医師派遣に要する経費 

（2 ）前号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、甲が必要と認め

たもの 

２ 前項の内容については、甲、乙協議し別に定める。 
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（連絡責任者） 

第8条 第２条に規定する要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実かつ円滑に行

うため、甲のうち清須市においては清須市災害対策本部健康福祉部長、北名古屋市におい

ては北名古屋市災害対策本部市民健康部長を、豊山町においては豊山町災害対策本部生活

福祉部長、乙においては西名古屋医師会事務担当者を連絡責任者とする。 

（損害補償） 

第9条 医師が、本協定に基づく医療救護業務に起因し、負傷若しくは疾病にかかり、死亡又

は障害となった場合の損害補償は、災害救助法の規定又は甲を構成する各市町の消防団員

等公務災害補償条例に基づき支給する。 

（実施細目） 

第10条 この協定による医療救護の実施に関し、必要な細目は別に定める。 

（医事紛争の措置） 

第 11 条 ↓の協定に基づく医療救護業務に起因し、傷病者との間に紛争が生じたときは、乙

は直ちに甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議の上、誠意をもって紛争の

解決のため適切な措置を講ずるものとする。 

（協議） 

第12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙協

議して定める。 

（有効期間） 

第 13 条 この協定の有効期間は、平成２９年４月１日から１年間とする。ただし、この協定

の有効期間満了日の前１か月までの間に、甲、乙双方から別段の意思表示がないときは、

この協定はさらに１年間延長するものとし、以後同様とする。 

（解除） 

第 14 条 平成２９年３月３１日をもって、平成２１年１１月２５日付けで締結した災害時に

おける清須市、北名古屋市及び豊山町と西名古屋医師会との医療救護に関する協定書は解

除するものとする。 

 

この協定の成立の証とするため、本書４通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保管

する。 

平成２９年４月１日 

甲  清須市須ケ口１２３８番地 

   清須市長 加 藤 静 治 

北名古屋市西之保清水田１５番地 

北名古屋市長 長 瀬  保 

   西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

   豊山町長 服 部 正 樹 

 
乙  北名古屋市九之坪白山３９番地 
   一般社団法人 西名古屋医師会 

会 長  前 田  修 
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○災害時の歯科医療救護に関する協定書 
 

清須市、北名古屋市及び豊山町（以下「甲」という。）と西春日井歯科医師会（以下「乙」

という。）との間において、災害時の歯科医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第 1 条 この協定は、甲がそれぞれ策定している地域防災計画（以下「防災計画」という。）、

災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）又は災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）

の規定に基づき、甲が乙の協力を得て行う災害救助のうち、歯科医療救護の実施について、

必要な事項を定めるものとする。 

２ この協定において「災害」とは、災害救助法の適用となるもの、その他防災計画に基づき

甲が乙に出動を要請する必要を生じさせる規模の災害及び局地的に傷病者が多数発生する

重大な事故（大規模な車両事故、航空機事故、テロ事件等）をいう。 

（歯科医療救護班の派遣） 

第 2 条 甲は、歯科医療救護活動を実施する必要があると認める場合は、乙に対し歯科医師、

その他必要とする者（以下「歯科医師等」という。）の派遣を要請する。 

２ 乙は、前項により、甲からの要請を受けたときは、速やかに歯科医師等で構成する班（以

下「歯科医療救護班」という。）を編成し、甲の指定する災害現場に設置する救護所、避難

所、その他医療救護を必要とする場所（以下「医療救護所等」という。）に派遣するものと

する。 

３ 乙は、災害発生時において甲と連絡が不能の場合その他緊急かつやむを得ない場合、自ら

被害状況等について情報収集を行い、その結果歯科医療救護を実施する必要があると認めた

ときは、乙の判断により前項の医療救護所等に歯科医療救護班を派遣するものとする。 

４ 乙は、前項の規定により歯科医療救護班を派遣した場合、速やかに甲にその旨を報告し、

甲の承認を得るものとする。この場合において、甲が歯科医療救護班の派遣を承認したとき

は当該歯科医療救護班の派遣は、甲の要請に基づいて行われたものとみなす。 

（指示及び連絡調整） 

第3条 乙が派遣する歯科医療救護班に係る指示及び歯科医療救護に関する連絡調整は、甲の

指定する者が行うものとする。 

（歯科医療救護） 

第4条 歯科医療救護班は、原則として医療救護所等において、歯科医療救護活動を実施する

ものとする。ただし、急迫した事情のある場合で、歯科医療施設に収容して救助を行う必要

があるときは、乙は、その会員の歯科医療施設の利用について協力を得られるよう取り計ら

うものとする。 

（歯科医療救護班の業務） 

第5条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１）歯科診療を必要とする被災者に対する応急措置 

（２）医科のトリアージに立ち会い口腔領域等の被災者の早期対応 

（３）口腔領域等の治療を必要とする被災者に対する応急処置 
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（４）歯科診療記録等による身元確認の協力 

（５）その他歯科医療救護班として必要な事項 

（医薬品等の供給） 

第6条 乙の派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品及び歯科用機材等は、原則として甲が

調達するものとする。ただし、緊急の場合は、当該歯科医療救護班の携行するものを含め、

乙が供給するものとする。 

２ 甲は、医薬品等の供給、歯科医療救護班の輸送、通信の確保等歯科医療救護活動が円滑に

実施できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（医療費） 

第7条 医療救護所等において傷病者に対して行う処置にかかる医療費は、無償とする。 

２ 収容された歯科医療機関における医療費は、原則として傷病者の負担とする。ただし、命

に関わるような急迫した事情があり、やむを得ない場合において、医療救護所等から歯科医

療機関に転送された傷病者に対して行う応急的な処置に係る医療費は無償とする。 

（報告） 

第8条 乙の派遣する歯科医療救護班の班長は、必要な記録を行うとともに、甲及び乙に報告

するものとする。 

（費用弁償） 

第9条 甲の要請に基づき、乙の派遣した歯科医療救護班の歯科医療救護活動に要した次に掲

げる費用は、甲が負担するものとする。 

（１）乙における歯科医療救護班の派遣に要する経費 

（２）乙が供給した医薬品等（乙の派遣する歯科医療救護班の携行品を含む）の使用に係る経

費 

（３）前２号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、甲が必要と認

めたもの 

２ 前項に定める費用弁償の内容については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

（損害補償） 

第 10 条 甲は、第２条第１項又は第２項の規定に基づき乙が派遣した歯科医療救護班の班員

が歯科医療救護の実施を行ったことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障

害の状態となった場合は、災害救助法適用時は同法の規定に基づき、それ以外の場合にあっ

ては甲を構成する各市町の消防団員等公務災害補償条例の規定の例により補償するものと

する。 

（細目） 

第11条 この協定に定めるほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。 

（協定の有効期間） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期

間満了の日の１か月前までに甲又は乙から何らの意思表示もなされない場合は、当該有効期

間満了の日の翌日から起算して、更に１年間延長するものとし、その後もまた同様とする。 
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（協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた場合には、法令の定

めるところによるほか、その都度甲乙が協議して定める。 

 

上記の協定の成立の証とするため、この協定書４通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自

その１通を所持する。 

 

平成２４年９月２８日 

 

甲 清須市須ケ口１２３８番地 

  清須市 

   代表者 清須市長   加 藤 静 治 

 

  北名古屋市西之保清水田１５番地 

  北名古屋市 

   代表者 北名古屋市長 長 瀬   保 

 

  豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

  豊山町 

   代表者 豊山町長   鈴 木 幸 育 

 

乙 清須市新清洲１丁目９番地の１ 

  西春日井歯科医師会 

   代表者  会長    加 藤 高 行 
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○災害時における応急対策の協力に関する協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）と町内に本社を有する合資会社安藤組を始め３社（以下「乙」

という。）とは、地震、風水害その他の災害等により、甲の管理する道路施設等が被災した場

合（以下「災害時」という。）における応急復旧、その他応急処置（以下「応急対策」という。）

の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、災害時における町民の生命、身体及び財産の安全と生活を確保するため

の応急対策について、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的

事項を定めることを目的とする。 

（対象となる災害） 

第2条 この協定の対象となる災害は、次のとおりとする。 

（１）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条第１項の規定により、豊山町災

害対策本部が設置された場合 

（２）その他前号と同程度の災害で甲が乙の協力が必要であると認めた場合 

（応急対策の内容） 

第3条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策は次のとおりとする。 

（１）甲が管理する道路、河川、下水道等の公共土木施設（以下「公共施設」という。）の機

能の確保等、緊急を要する公共施設の応急復旧作業 

（２）緊急を要する建設資機材等の調達及び輸送 

（３）その他甲が必要と認める緊急応急作業 

（協力の要請） 

第4条 甲は、災害において甲のみでは十分な応急対策を実施できないときは、乙に対し協力

を要請することが出来るものとする。 

２ 乙は、甲より前項の規定による協力要請を受けたときは、甲の行う応急対策に協力するも

のとする。 

（建設資機材等の報告） 

第5条 乙は、建設資機材等の現状について甲が特に報告を求めたときは、遅滞なくその資料

を甲に提出するものとする。 

２ 乙は災害時に協力できるよう常に建設資機材等の整備に努めるものとする。 

（要請の方法） 

第6条 甲は、第４条第１項の規定により乙に対しその協力を要請するときは、応急対策の内

容、日時、場所、必要資機材その他必要な事項を明らかにして、文書により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに文

書を交付するものとする。 

（完了の報告） 

第7条 乙は、甲より要請された応急対策を完了した場合は、甲に対して文書により次の事項
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について報告するものとする。ただし、文書をもって報告する暇がないときは、口頭で報告

し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

（１）応急対策に従事した施工業者名及び人員数、車種、台数等の支援に係る建設資機材等の

内訳 

（２）応急対策の内容、期間及び場所 

（３）その他必要事項 

（経費の負担） 

第8条 乙が応急対策に要した費用は、甲が負担する。 

２ 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域における適正価格を基準

として、甲乙協議して定めるものとする。 

（経費の請求） 

第9条 乙は、応急対策完了後、当該作業に要した実費を甲に請求するものとする。 

２ 甲は前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとす

る。 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙

協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日の

１月前までに、甲又は乙から相手方に対し別段の意思表示が無い場合、さらに１年継続する

ものとし、以後この例による。 

 

この協定の締結を証するため本協定書４通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有する。 

 

平成２３年７月１日 

 

         甲 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

           豊山町 

代表者 豊山町長 鈴 木 幸 育 

 

         乙 西春日井郡豊山町大字豊場字新田町１４１番地１ 

           合資会社 安藤組 

           代表社員     安 藤   髙 

 

           西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山３５２番地 

           株式会社 秋田組 

           代表取締役    秋 田 和 久 

 

           西春日井郡豊山町大字青山１５６６番地 

           共立建設 株式会社 

代表取締役    井 上 俊 輝 
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○災害時における相互連携に関する協定 

 

豊山町（以下「甲」という。）と中部電力パワーグリッド株式会社（以下、「乙」という。）

は、災害時に相互に連携して対応にあたることとし、次のとおり連携に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、豊山町内で地震、風水害及び雪害等による災害（以下、「災害」という。）

が発生し、又は発生が予測される場合に、甲乙が連携し、対応することにより、豊山町民生

活の早期復旧に資することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第2条 この協定の適用範囲は、豊山町内とする。 

 

（連携事項） 

第3条 甲及び乙は、第１条の目的を達成するため、次の事項について連携するものとする。 

（１）甲及び乙は、災害発生時又は発生が予想される場合には、相互に連絡体制を確立し、連

携して停電情報等必要な情報の共有に努めるものとする。 

（２）甲及び乙は、災害発生時に、乙の所有する設備が甲の管理する道路の通行に支障を来た

した場合は、甲乙が連携して通行の確保に努めるとともに、甲が管理する緊急輸送道路等

については、これを可能な限り優先的に実施するものとする。 

（３）乙は、早期の停電復旧のため、甲に対して必要な箇所の道路啓開作業を要請できるもの

とし、甲は、緊急の業務に支障のない範囲において、協力するものとする。 

（４）乙は、停電復旧作業に必要となる活動拠点について、甲又は甲を介して関係機関へ協力

を要請できるものとし、甲はこれに協力するものとする。 

（５）甲及び乙は、甲乙が保有する連絡・通信手段等を利用し、豊山町民に対して停電情報及

び復旧見通し情報等を適時適切に発信するものとする。 

（６）甲及び乙は、病院、避難所等の優先的に停電復旧すべき重要施設について、平時から確

認・調整等情報を共有するとともに、甲は重要施設に対して自家発電設備の設置等の停電

対策の促進に努めるものとする。 

（７）甲及び乙は、災害時における道路の寸断及び停電を未然に防止するため、被害を及ぼす

恐れのある樹木の除去等、事前対策に取り組むものとする。 

（８）甲及び乙は、この協定に基づく連携を円滑に実施するため、甲乙が実施する訓練等に積

極的に協力するものとする。 

 

 

（連携方法） 

第4条 前条の連携に関する詳細、実施方法、役割分担その他必要となる事項については、甲

乙協議の上、別途定めるものとする。 

 

（費用負担） 

第5条 この協定に基づいて甲及び乙が実施した事項に要した費用負担等については、甲乙協
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議の上、別途決定する。 

 

（秘密保持） 

第6条 甲及び乙は、この協定の実施を通じて知り得た相手方に関する秘密情報及び第三者の

個人情報を、他人に開示し、又は漏えいしてはならない。 

 

（安全管理） 

第7条 この協定の実施にあたっては、甲及び乙が相互に協力し、甲乙の従事者並びに第三者

の安全確保には万全を期すものとする。 

 

（協議） 

第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙協

議の上、別途定めるものとする。 

 

（期間） 

第9条 この協定は、協定締結日から、令和３年３月 31 日まで効力を有するものとする。た

だし、期間満了日までに甲乙いずれからも、書面による変更又は廃止の申し出がないときは、

期間満了日の翌日から１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

（申合せ書の失効） 

第10条 甲乙間で締結した申合せ書（2019 年 12 月 2 日付）は、この協定の適用開始をも

って失効するものとする。 

 

この協定の締結を相互に証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 

 

令和３年１月４日 

 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

甲  豊山町        

豊山町長    鈴 木   尚 

 

愛知県名古屋市御成通４－８ 

乙  中部電力パワーグリッド株式会社 

北営業所長   塚 腰  浩 章 
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○災害時等における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 

 

（趣旨） 

第1条 豊山町（以下「甲」という。）とユニー株式会社アピタ名古屋空港店（以下「乙」と

いう。）は、豊山町内に風水害、地震等の大規模災害発生時又は東海地震の警戒宣言発令時

等（以下「災害時等」という。）において、相互に協力して災害時等の町民生活の早期安定

を図るため、応急生活物資供給等の協力に関する事項について協定を締結する。 

（協力事項の発動） 

第 2条 この協定に定める災害時等の協力事項は、原則として甲が豊山町地域防災計画の

定めるところにより豊山町災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもっ

て発動する。 

（応急生活物資供給の協力要請） 

第 3条 災害時等において、甲のみでは被災者への十分な物資供給が困難な場合には、状

況により、乙に対して乙の取扱商品で調達できる範囲内での供給について協力を要請す

ることができる。 

（応急生活物資供給の協力実施） 

第 4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取扱商品の供給、運搬に対

する協力等に努めるものとする。 

（要請手続等） 

第 5条 第３条の要請は、甲が供給要請書（様式第１号）により要請するものとする。た

だし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに供給要請書を提出するものと

する。 

（応急生活物資の運搬及び納品） 

第 6条 物資の運搬は、原則として乙が納品確認書（様式第２号）を添えて行うものとす

る。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、当該場所への物資運搬は乙の指定業者が行うことを予め承諾する。 

（費用の負担及び支払） 

第 7条 第４条及び前条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の

費用については、甲が費用を負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、運搬終了後において、乙は納品確認書等に基づき、災害時等

直前における適正価格を基準として甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項で決定した費用について、乙からの支払の請求を受けたときは、速やかに

支払うものとする。 

（協議） 

第 8条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。 
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（有効期間） 

第 9条 この協定の有効期間は、平成２０年１０月２１日から１年間とする。ただし、有

効期間満了の日前までに甲、乙いずれからも何らかの意思表示がないときは、この協定

は更に１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通

を保管する。 

 

平成２０年１０月１４日 

 

（甲）西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

          豊山町長 鈴 木 幸 育 

 

 

（乙）西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８ 

   エアポートウォーク名古屋 

          支配人 浅 野 光 世 
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様式第１号（第５条関係） 

第     号 

  年  月  日 

様 

豊山町長 

 

供給要請書 

 

「災害時等における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」第５条に基づき、下記のと

おり供給を要請します。 

連 絡 日 時      年  月  日（  ） 午前・午後   時   分 

要請する物資

の種類・数量 

品       目 数  量 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

搬 入 先 

所在地 

名 称                 電話 

現地担当者名 

搬入希望日時 
   年  月  日（  ）    午前・午後   時   分 

連 絡 担 当 者        電話 

備 考 
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様式第２号（第６条関係） 

 

納品確認書 

 

年  月  日付け    第    号の供給要請書により、下記のとおり物資

を納品したことを確認します。 

 

納品した物

資の種類・数

量 

品    目 数 量 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

年  月  日 

 

         納入業者                  ㊞ 

 

豊山町 確認者               ㊞ 
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○災害時における支援協力に関する協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）と株式会社赤ちゃんデパート水谷（以下「乙」という。）とは、

災害時における支援協力に関する協定を次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、災害時において、甲が乙の協力を得て行う物資の調達を円滑に実施する

ため、必要な事項を定めるものである。 

（協力の要請） 

第2条 甲は、災害時において物資の調達が必要となった場合は、乙に対して協力を要請する

ことができる。 

（物資の種類） 

第3条 物資の種類は、次のとおりとし、災害時において乙は甲に対し、乙の可能な範囲で供

給を行うものとする。 

（１）紙おむつ 

（２）粉ミルク 

（３）離乳食 

（４）その他乙の取扱商品 

（要請の手続） 

第4条 甲は、乙に対して出荷要請書（第１号様式）をもって、供給の要請をするものとする。

ただし、緊急を要する時は、電話等により要請し、事後速やかに出荷要請書（第１号様式）

を提出するものとする。 

（物資の運搬） 

第5条物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙又は乙の指定する者において搬送するものとし、

甲は職員を派遣し、調達物資を確認の上、これを受取るものとする。なお、乙は必要に応じ

て甲に対して運搬の協力を求めることができるものとする。 

（支払） 

第 6 条 甲は、乙が供給した物資の代金及び運搬に要した経費（以下「代金等」という。）に

ついては、遅滞なくその支払いを行うものとする。 

２ 甲が支払うべき代金等は、災害の発生した直前の適正価格を基準とし、物資の供給及び搬

出後、乙の提出する出荷確認書（第２号様式）に基づき、甲乙協議して決定するものとする。 

（有効期間） 

第7条 この協定の期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の日から１か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申し出がないとき

は、さらに期間満了の日の翌日から１年間延長されるものとし、以降も同様とする。 

（協議） 

第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲
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乙協議の上決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する

ものとする。 

 

 

平成２４年２月１日 

 

 

 

甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 番地 

豊山町 

代表者 豊山町長 鈴 木 幸 育 

 

 

乙  三重県桑名市内堀 56  

株式会社赤ちゃんデパート水谷 

代表取締役社長  水 谷   明 
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第１号様式（第４条関係） 

 

出 荷 要 請 書 

 

年  月  日 

 

株式会社赤ちゃんデパート水谷 

代表取締役社長       様 

 

豊山町長        印 

 

災害時における支援協力に関する協定書第４条の規定に基づき、次の物資の供給を要請しま

す。 

品 目 規 格 数 量 引渡場所 引渡日時 

     

 

要 請 者 

所属           

氏名           
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第２号様式（第６条関係） 

 

出 荷 確 認 書 

 

年  月  日 

 

豊山町長 様 

 

                      株式会社赤ちゃんデパート水谷 

        代表取締役社長      印 

 

年 月 日付けの出荷要請書（第１号様式）に基づき、次の物資を供給したので報告します。 

品 名 規 格 数 量 備 考 

    

 

供 給 者 

所属              

氏名              

 

受取確認者 

          所属              

氏名              
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○災害時における支援協力に関する協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）とセッツカートン株式会社（以下「乙」という。）とは、災

害時における避難所生活に必要な段ボール製品等（以下「物資」という。）の支援協力につい

て、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第1条 この協定は、豊山町において災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第

１号に規定する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の協

力を得て行う物資の調達を円滑に実施するために、必要な事項を定めるものとする。  

（協力要請） 

第2条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、乙に対して乙の保有する物資につい

て調達の協力を要請することができる。 

（物資の種類） 

第3条 甲が乙に要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資と する。 

（1 ）別表に掲げる物資 

（2 ）その他甲が指定する物資 

（要請の手続） 

第4条 甲は、物資調達要請書（別紙様式）により、乙に対して物資の調達の要請を行うもの

とする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに物資調達要請書を提

出するものとする。 

（調達の実施） 

第5条 乙は、前条の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、その要請に基づく物資の

調達を速やかに実施するとともに、その状況を甲に連絡するものとする。   

２ 乙は、前条の要請に応じることが困難な場合は、その旨及び今後の出荷見通しを甲に連

絡するものとする。 

（運搬） 

第 6 条 災害発生直後の運搬は、交通規制を考慮し、甲又は甲の指定する者が行うものとす

る。 

２ 交通規制の解除以後の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。この場合にお

いて、運搬が困難なときは、乙は、甲に対して運搬の協力を求めることができるものとす

る。 

（物資の代金等） 

第7条 甲が調達した物資の代金及び運搬に要した経費（以下「代金等」という。）は、第４

条の要請時直前における価格を参考に、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（代金等の請求及び支払） 

第8条 乙は、前条の規定による代金等の決定後、納品書及び請求書により、代金等を甲に請
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求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認後、速やかに代金等を支払うものと

する。 

（報告） 

第9条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、乙に対して連絡責任者、在庫品目、数量等

について資料の提出を求めることができる。  

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から１年間とする。ただし、この協定の

有効期間満了の日前１か月以内に、甲乙いずれからもこの協定の延長について何らかの申

出がないときは、更に期間満了の日の翌日から１年間この協定を更新するものとし、以後

同様とする。 

（事業所運営） 

第 11 条 この協定に基づく甲の物資調達の要請に関しては、いかなる場合でも乙の事業所運

営を阻害するものではない。 

（協議）  

第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議

の上、決定する。  

 

この協定の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有す

る。  

 

平成２４年２月１４日 

 

甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 番地 

豊山町 

代表者 豊山町長   鈴 木 幸 育 

 

 

乙  大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目１５番２８号 

みてじまグリーンビル５階 

セッツカートン株式会社 

代表取締役社長    岩 本 英 昭 
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別表（第３条関係） 

区  分 品  目 

段ボール製品 

段ボールシート（高さ(幅)1750 ｍｍ×幅(流れ)3000 ｍｍ以下） 

間仕切り用台座 

段ボール製簡易ベッド 

イス（組立式） 

段ボールケース 

その他取扱製品 

クラフトテープ 

ストレッチフィルム 

その他包装資材 
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別紙様式（第４条関係） 

 

物 資 調 達 要 請 書 

年  月  日 

セッツカートン株式会社 

代表取締役社長         様 

 

 豊山町長            印 

 

災害時における支援協力物資に関する協定書第４条に基づき、次の物資の調達を要請します。 

品  目 数  量 引渡場所 引渡日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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○名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあいちとの 

災害時応急生活物資供給等の協力に関する協定 

 

（趣旨） 

第1条 この協定は、愛西市、阿久比町、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、

大治町、大府市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、刈谷市、北名古屋市、清須市、江南市、

小牧市、瀬戸市、武豊町、知多市、津島市、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、

豊田市、豊山町、長久手市、名古屋市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、南知多町、美

浜町、みよし市及び弥富市（以下「市町村」という。）において、地震、風水害等による広

域的かつ大規模な災害が発生した場合（以下「災害時」という。）に、応急生活物資供給を

必要とする市町村に迅速かつ円滑に供給が行えるよう必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（協定当事者） 

第2条 この協定は、市町村（以下「甲」という。）と生活協同組合コープあいち（以下「乙」

という。）との間において締結するものとする。 

（協力事項の発動） 

第3条 この協定に定める協力事項は、甲の全部又は一部が災害救助法（昭和２２年法律第１

１８号）第２条の規定に基づく救助の対象となった場合において、甲が乙に対し応急生活物

資の供給の要請を行ったときをもって発動する。 

２ 前項の要請は、災害救助法第２条の規定に基づく救助の対象如何にかかわらず、甲がそ

れぞれに行うことができるものとする。 

第4条 甲は、前条の要請を行う場合には、愛知県を通じて行うものとする。 

２ 甲は、前条の要請を行うときは、愛知県に対し、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２

３号）第７０条第１項の規定に基づく応急措置として、乙に対して応急生活物資の供給の要

請を行うよう、求めるものとする。 

（応急生活物資供給の協力実施） 

第5条 乙は、第３条の規定に基づく要請を受けたときは、応急生活物資の供給に係る協力に

積極的に努めるものとする。 

（応急生活物資の運搬） 

第6条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、乙に対し、必要に応じて応急生活物資の運搬の協力を求めることができる。 

（費用負担） 

第7条 乙が供給した応急生活物資の対価及びその運搬の費用は、甲が負担する。 

２ 前項の費用の額は、運搬終了後において、乙の提出する出荷確認書に基づき、災害発生

直前における適正価格を基準として、甲乙が協議して決定する。 

（その他) 

第8条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

附 則 
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この協定は、平成２６年７月２２日から施行する。 

 

この協定を証するため本書４０通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保管する。 

 

平成２６年７月２２日 

 

甲  愛西市長 日永 貴章 阿久比町長 竹内 啓二 

   あま市長 村上 浩司 一宮市長 谷  一夫 

   稲沢市長 大野 紀明 犬山市長 田中 志典 

   岩倉市長 片岡 恵一 大口町長 鈴木 雅博 

   大治町長 村上 昌生 大府市長 久野 孝保 

   尾張旭市長 水野 義則 春日井市長 伊藤  太 

   蟹江町長 横江 淳一 刈谷市長 竹中 良則 

   北名古屋市長 長瀬  保 清須市長 加藤 静治 

   江南市長 堀   元 小牧市長 山下史守朗 

   瀬戸市長 増岡 錦也 武豊町長 籾山 芳輝 

   知多市長 宮島 壽男 津島市長 日比 一昭 

   東海市長 鈴木 淳雄 東郷町長 川瀬 雅喜 

   常滑市長 片岡 憲彦 飛島村長 久野 時男 

   豊明市長 石川 英明 豊田市長 太田 稔彦 

   豊山町長 鈴木 幸育 長久手市長 吉田 一平 

   名古屋市長 河村たかし 日進市長 萩野 幸三 

   半田市長 榊原 純夫 東浦町長 神谷 明彦 

   扶桑町長 江戸  滿 南知多町長 石黒 和彦 

   美浜町長 山下 治夫 みよし市長 小野田賢治 

   弥富市長 服部 彰文 

 

 

乙  愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀２５番地の１ 

生協法人 生活協同組合コープあいち 

理事長 夏 目 有 人 
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○災害時等における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 
 

豊山町（以下「甲」という。）とヨシヅヤ豊山テラス（以下「乙」という。）は、甲に大規

模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第９条に規定する地震災害警戒宣言が発令

された場合、又は災害対策基本法（昭和３６年法律第２３号）第２条第１号に規定する災害が

発生した場合（以下「災害時等」という。）における、応急活動及び復旧活動が迅速かつ円滑

に遂行されるための協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、災害時等において、次条に規定する乙が有する応急生活物資及び店舗

（以下「応急生活物資等」という。）を提供することをもって、迅速に被災者の支援に寄与

することを目的とする。 

（応急生活物資等供給の協力要請） 

第2条 災害時等において、甲のみでは被災者への十分な物資供給が困難な場合には、状況に

より乙に対して、次の各号に掲げる施設の支援及び物資の緊急調達の協力を要請すること

ができる。 

（１）炊き出し用かまど 

（２）簡易組み立て式トイレ 

（３）緊急用の生活水 

（４）駐車場を避難待機場所等としての利用 

（５）食料品・飲料水 

（６）被服・下着・寝具・衛生用品等 

（７）その他必要となるもの 

（応急生活物資等供給の協力実施） 

第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取扱商品の供給、運搬等に対す

る協力に努めるものとする。 

（要請手続等） 

第4条 第２条の要請は、甲が供給要請書（様式第１号）により要請するものとする。ただし、

緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに供給要請書を提出するものとする。 

（応急生活物資等の納品） 

第5条 物資の納品要領は、甲、乙協議のうえ決定し、納品確認書（様式第２号）をもって行

うものとする。なお、乙の協力が得られる場合には、乙又は乙の指定する者が行う。 

（費用の負担及び支払） 

第6条 第４条及び前条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用

については、甲が費用を負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、納品終了後において、乙は納品確認書等に基づき、災害時等直

前における適正価格を基準として甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項で決定した費用について、乙からの支払の請求を受けたときは、速やかに支
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払うものとする。 

 

（協議） 

第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、

甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

（有効期間） 

第8条 この協定の有効期間は、平成２６年１２月５日から１年間とする。ただし、有効期間

満了日の前までに甲、乙いずれからも異議の申し立てがないときは、更に１年間継続する

ものとし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通を保

管する。 

 

平成２６年１２月５日 

 

（甲）西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町長 鈴 木 幸 育 

 

（乙）西春日井郡豊山町大字豊場字幸田１９７－１ 

ヨシヅヤ豊山テラス 

店  長 福 岡 淳 次 
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様式第１号 

第     号 

  年  月  日 

様 

豊山町長 

 

供給要請書 

 

「災害時等における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」第４条に基づき、下記のと

おり供給を要請します。 

連 絡 日 時      年  月  日（  ） 午前・午後   時   分 

要請する物資

の種類・数量 

品       目 数  量 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

納 品 場 所 

所在地 

名 称                 電話 

現地担当者名 

納品希望日時 
   年  月  日（  ）    午前・午後   時   分 

連 絡 担 当 者        電話 

備 考 
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様式第２号 

 

納品確認書 

 

年  月  日付け    第    号の供給要請書により、下記のとおり物資

を納品したことを確認します。 

 

納品した物

資の種類・ 

数量 

品    目 数 量 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

年  月  日 

 

         納入業者                   

 

豊山町 確認者                
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○災害時等における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）と株式会社クリエイトエス・ディー（以下「乙」という。）

は、甲に大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第９条に規定する地震災害警

戒宣言が発令された場合、又は災害対策基本法（昭和３６年法律第２３号）第２条第１号に規

定する災害が発生した場合（以下「災害時等」という。）における、応急対処活動及び復旧活

動が迅速かつ円滑に遂行されるための協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、災害時等において、次条に規定する乙が取扱う応急生活物資に該当する

商品等（以下「応急生活物資等」という。）及び帰宅困難者への施設利用並びに一時避難の

ための駐車場利用（以下「その他の災害協力」という。）を提供することをもって、迅速に

被災者の支援に寄与することを目的とする。 

（応急生活物資等の供給及びその他の災害協力の要請） 

第2条 甲は、災害時等において被災者への十分な応急生活物資等の供給が困難となった場合

及びその他の災害協力を要する事由が発生した場合には、必要により乙に対して、次の各

号に掲げる応急生活物資等の緊急調達及び施設利用の協力を要請することができる。 

（１）応急生活物資等の供給 

ア 医薬品・医薬部外品 

イ 衛生及び介護用品 

ウ 食料品及び飲料水 

エ その他生活必需品等 

（２）店舗施設の利用 

ア 帰宅困難者への施設利用（トイレ及び休憩場所の提供等） 

イ 一時避難のための駐車場利用 

（協力の実施） 

第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な理由がない限り乙の営業

に支障がない範囲において、可能な限り協力するものとする。 

（応急生活物資等の供給要請） 

第4条 甲は、供給要請書（様式第１号）により要請する。ただし、緊急を要する場合は、口

頭で要請し、事後速やかに供給要請書を提出するものとする。 

（応急生活物資等の納品） 

第5条 物資の納品要領は、甲、乙協議のうえ決定し、納品確認書（様式第２号）をもって行

うものとする。なお、乙の協力が得られる場合には、乙又は乙の指定する者が行う。 

（費用の負担及び支払） 

第6条 甲は、前条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用を負

担する。 

２ 乙は、納品確認書（様式第２号）に基づき災害時等直前における適正価格を基準として甲

に請求する。 
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３ 甲は、乙からの支払の請求を受けたときは、速やかに支払いを行う。ただし、支払う暇

がないと客観的に判断される場合は、甲、乙相互調整により支払い時期を決定するものと

する。 

（品目等の要請） 

第7条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、乙に対し応急生活物資に該当する商品の在

庫品目、数量等について資料提供を要請することができる。 

（施設の利用協議） 

第8条 甲は、第２条第２項で示す施設の利用を要する事態となった場合は、その都度乙と協

議の上、利用するものとする。但し、緊急を要し乙と連絡が取れない場合は、店舗代表者

との調整により施設利用が応諾されたものとみなし、利用することができる。 

２ 甲は、甲職員を派遣させ店舗代表者の指示に従い施設利用者等を統制するものとする。 

（協議） 

第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、

甲、乙協議のうえ、決定するものとする。 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、平成２７年５月２１日から１年間とする。ただし、有効期

間満了日の前までに甲、乙いずれからも異議の申し立てがないときは、更に１年間継続す

るものとし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通を保

管する。 

 

平成２７年５月２１日 

 

（甲）愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町長    鈴 木 幸 育 

 

（乙）神奈川県横浜市青葉区荏田西２丁目３番地２ 

株式会社クリエイトエス・ディー 

代表取締役社長 廣 瀨 泰 三 
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様式第１号 

第     号 

  年  月  日 

様 

豊山町長 

 

供給要請書 

 

「災害時等における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」第４条に基づき、下記のと

おり供給を要請します。 

連 絡 日 時      年  月  日（  ） 午前・午後   時   分 

要請する物資

の種類・数量 

品       目 数  量 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

納 品 場 所 

所在地 

名 称                 電話 

現地担当者名 

納品希望日時 
   年  月  日（  ）    午前・午後   時   分 

連 絡 担 当 者        電話 

備 考 
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様式第２号 

 

納品確認書 

 

年  月  日付け    第    号の供給要請書により、下記のとおり物資

を納品したことを確認します。 

 

納品した物

資の種類・ 

数量 

品    目 数 量 備 考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

年  月  日 

 

         納入業者                   

 

豊山町 確認者                
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○災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 豊山町（以下「甲」という。）と愛知県ＬＰガス協会尾張支部西春分会（以下「乙」

という。）とは、地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）に

おける液化石油ガス及び燃焼器具（以下「液化石油ガス等」という。）の優先供給について

協定を締結する。 

（協力事項の発動） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、か

つ、災害救助法が適用された場合において、甲が乙に対して要請を行ったときをもって発

動する。 

２ 甲は、災害救助法が適用されない場合に、液化石油ガス等の供給について、甲が要請し

たときは、乙は液化石油ガス等を供給するものとする。 

（要請手続） 

第３条 前条第１項の規定による協力の要請は、災害時協力要請書（第１号様式）をもって行

うものとする。ただし、災害時協力要請書による要請が困難な場合は、甲は、電話、ファ

クシミリ等で要請し、その後、速やかに災害時協力要請書を乙に送付するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先し

て協力するものとする。 

（保安に関する業務） 

第４条 液化石油ガス等の供給に必要な保安に関する業務については、乙又は乙の指定する

者が行うものとする。 

（実施報告） 

第５条 乙は、第３条第１項の要請による協力を実施したときは、災害時要請業務実施報告

書（第２号様式）により甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 第３条第１項の要請により乙から供給を受けた液化石油ガス等の費用については、

甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害の発生直前における適正価格を基準とし、甲乙協議 

の上、決定するものとする。 

（協力体制の整備） 

第７条 乙は、災害時に円滑な協力が図られるよう、協力体制及び情報収集伝達体制の整備

に努めるものとする。 

（災害時の情報提供） 

第８条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を積極的に甲に提供するものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、協力業務を行う場合において知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはなら

ない。 
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（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、

甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から令和３年３月３１日までとする。た

だし、協定期間満了日の１月前までに甲又は乙から書面による申し出がないときは、更に

１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

この協定の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

令和２年３月２６日 

 

甲 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町長 服 部 正 樹 

 

乙 愛知県ＬＰガス協会尾張支部 

西春分会 分会長 

株式会社エネアーク中部 深田知己 
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第１号様式 

番     号 

年  月  日 

 

災 害 時 協 力 要 請 書 

 

 一般社団法人愛知県ＬＰガス協会 

尾張支部 西春分会長 宛て 

 

豊山町長 

 

 災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定書第３条第１項の規定

に基づき、次のとおり協力を要請します。 

要請担当者 

所  属            

職・氏名 

電話番号 

電話・ファクシミリ

等 に よ る 要 請 日 時 
  年  月  日（  ）   時   分 

要請 

内容 

品 名 

数 量 
 

期 間   年  月  日～    年  月  日 

対象

施設 

名 称  

所在地  

担当者 

所  属 

職・氏名 

電話番号 

備 考  
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第２号様式 

 番     号 

年  月  日 

 

災 害 時 要 請 業 務 実 施 報 告 書 

 

 豊山町長 殿 

 

一般社団法人愛知県ＬＰガス協会 

尾張支部 西春分会長 

 

 災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定書第５条の規定に基づ

き、次のとおり報告します。 

要請担当者 

所  属 

職・氏名 

電話番号 

電話・ファクシミリ

等 に よ る 要 請 日 時 
  年  月  日（  ）   時   分 

供給

実績 

品 名 

数 量 
 

期 間   年  月  日～    年  月  日 

対象

施設 

名 称  

所在地  

担当者 

所  属 

職・氏名 

電話番号 

供給実施者 

会社名 

所在地 

担当者 

電話番号 

備  考  
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○災害時におけるペットの飼養管理に係る物資の提供等の支援に関する協定書 

 

豊山町(以下「甲」という。)と株式会社犬の家(以下「乙」という。)は、豊山町域において

大規模な災害が発生した時(以下「災害時」という。)におけるペットの飼養管理に係る物資の

提供等の支援について、次のとおり協定を締結する。 

(趣旨) 

第1条 この協定は、災害時に避難者に同行するペットに関し、甲が設置する避難所等におけ

る飼養管理に係る乙の支援協力について、必要な事項を定めるものとする。 

(支援の種類) 

第2条 この協定に基づき、乙が実施する支援は次のとおりとする。 

（１）物資の提供（ケージ、首輪、リード、ペットフード、トイレ用品、その他避難所等にお

いて飼養管理に必要となる物品） 

（２）前号に掲げるもの以外で、甲が乙に要請する場合に甲乙協議の上での支援を要請するも

のとする。 

(支援要請の手続) 

第3条 甲は、甲が設置する避難所等においてペットの飼養管理等を行うに当たり、乙の支援

を受けようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして書面により乙に要請するもの

とする。 

（１）被害の状況 

（２）支援の種類 

（３）支援の具体的な内容及び必要量 

（４）支援を希望する期間 

（５）その他、乙が必要とする事項 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、甲は乙に対して電話等により要請する

ことができるものとする。この場合において、甲は乙に対し、事後、書面を提出するもの

とする。 

(支援の実施) 

第4条 乙は、前条の規定により甲から支援要請を受けたときは、直ちに支援を実施するもの

とする。ただし、特別な事情により支援することができない場合は、その旨を甲に連絡す

るものとする。 

(支援物資の引渡し等) 

第5条 物資の引渡し場所は、甲乙協議の上、定めるものとし、甲は、当該引渡し場所におい

て甲乙で物資の種類、数量等を確認した後、物資の引渡しを行うものとする。 

２ 物資の運搬は、原則として甲が行うものとする。 

(経費の負担等)  

第6条 この協定に基づき、乙が甲に供給した物資の費用その他の必要経費（以下、「物資の

費用等」という。）については、甲が負担するものとする。この場合において、物資の原価

は、災害の発生した直前の物資の売価を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。 
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２ 物資の費用等の請求及び支払いは、それぞれ遅滞なく行うものとし、その時期及び方法

は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

(守秘義務)  

第7条 乙及び乙の従業員は、支援を実施する際に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはな

らない。 

２ 甲及び甲の職員は、本協定の支援実施にあたり知り得た物資の売価情報等乙の営業上の

機密情報を本協定の目的以外には使用してはならず、いかなる第三者にも漏洩してはなら

ない。 

(有効期間) 

第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和４年３月３１日までとする。ただし、

この協定の有効期間満了の３箇月前までに、甲又は乙からこの協定を終了する旨の申出が

ない場合には、協定の期間満了の日の翌日から１年間、自動的に更新するものとし、以後

も同様とする。 

(協議) 

第9条 この協定について、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲

乙がその都度協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有す

るものとする。 

 

令和３年２月２５日 

                

甲   豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町 

豊山町長 鈴 木  尚 

 

乙   春日井市大泉町２９２－３４２  

株式会社犬の家 

代表取締役 福 手 由 美
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○災害時の応急対策の協力に関する基本協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）と社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下「乙」

という）とは、災害の予防並びに災害時の応急復旧及びその他応急処置（以下「応急対策」と

いう。）の協力に関する基本協定を、次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、豊山町地域防災計画に基づき、豊山町の地域における応急対策について、

甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう必要な基本的事項を定めることを目的

とする。 

（定義） 

第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２

条第１項に定めるものをいう。 

２ その他前号と同程度の災害で甲が乙の協力を必要であると認めた場合。 

（協力要請の窓口） 

第3条 甲及び乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情

報を相互に連絡するものとする。 

（応急対策の内容） 

第4条 応急対策の内容は次のとおりとする。 

（1 ）豊山町管理公共施設等の被災状況の調査 

（2 ）豊山町管理公共施設等の災害復旧のための筆界点情報の収集若しくは復元 

（3 ）登記・境界関係相談所の開設 

（4 ）平常時における豊山町管理公共施設等の筆界に関する災害予防対策の策定等 

（5 ）前各号に定めるもののほか、特に必要な応急対策業務 

（協力要請の方法） 

第5条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては応急対策の内容、日時、場所、その他必要

事項を明らかにして、文書により行うものとする。但し、緊急を要する場合には、電話等の

通信手段又は口頭により行い、その後速やかに文書を交付するものとする。 

（協力） 

第 6 条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員するものとする。但し、

乙の社員のみで対応できないときは、甲乙協議の上、乙と協定している中部ブロック各県公

共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員を動員するものとする。 

（費用の負担） 

第7条 乙の社員が応急対策業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域における適正価格を基準

として、甲乙協議して定めるものとする。 



資料編 第１２章 条例等 
 

 227  

（名簿等の提出） 

第8条 乙は、毎年 1 回次の書類を甲に提出するものとする。 

（1 ）応急対策業務に関する乙の組織図 

（2 ）応急対策業務に関する乙の連絡担当者 

（3 ）応急対策業務に従事できる社員名簿 

（4 ）その他、必要と認められる事項 

（資料の交換及び協議） 

第9条 甲及び乙は、この協議に基づく応急対策業務が円滑に行えるよう、随時次の資料を交

換すると共に必要に応じ協議を行うものとする。 

（1 ）地域防災計画 

（2 ）公共施設等の筆界管理に関する情報 

（3 ）その他、必要な事項 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。 

２ この協定の期間満了日の１月前までに甲又は乙から異議申し立てがないときは、その期間

を引き継ぎ１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（その他） 

第 11 条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書 2 通作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管する。 

 

平成２３年１月２５日 

 

甲 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町 

町 長    鈴 木 幸 育 

 

乙 名古屋市中区葵一丁目 27 番 32 号 

          社団法人 

愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

            理事長    髙 木 秀 夫 

           中央統轄支所長 

理 事    川 上   均 
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様式第１号 

 

 

応 急 対 策 協 力 要 請 書 

 

 

                        平成  年  月  日 

 

         様 

 

 

                      豊山町長 

 

 災害時における応急対策の協力に関する協定書に基づき、次のとおり業務を要請し 

 

ます。 

業 務 内 容 場所 日時 備  考 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



資料編 第１２章 条例等 
 

 229  

様式第２号 

 

 

応 急 対 策 業 務 完 了 届 

 

                        平成  年  月  日 

 

豊 山 町 長 様 

 

                住 所 

                    

 

                氏 名 

 

 

 平成  年  月  日付けの応急対策協力要請書により、次のとおり業務が完了し 

 

ましたので届出します。 

 

業 務 内 容 

 

業 務 場 所 

 

業 務 期 間 

 

備 考 
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○災害時における廃棄物の処理等に関する協定 

 

豊山町（以下「甲」という。）と一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会（以下「乙」という。）

は、地震又は水害等の大規模災害が発生したとき（以下「災害時」という。）における廃棄物

の処理等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第1条 この協定は、豊山町内において、災害時に生じた廃棄物の処理について、甲が乙に協

力を要請するに当たって、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによ

る。 

（1 ）大規模災害 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に掲げる災害

のうち、大規模な被害を生ずるものをいう。 

（2 ）災害廃棄物 がれき（災害時に損壊又は焼失した建物等の解体、撤去等に伴って発生す

る木くず、コンクリート塊、金属くず等及びこれらの混合物）及び生活ごみ（災害時に一

時的に大量に発生する生活ごみや粗大ごみ）をいう。 

（3 ）災害廃棄物処理 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、分別及び処分のことをいう。 

（協力要請） 

第3条 甲は、災害時に、乙に対して災害廃棄物処理について協力を要請することができるも

のとする。 

２ 甲が乙に対して行う協力要請は、様式第１号に次の事項を記載して、乙に連絡すること

により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により乙に対して要請し、

その後、速やかに文書で連絡するものとする。 

（1 ）被災の状況 

（2 ）災害廃棄物処理の場所 

（3 ）災害廃棄物処理の内容 

（4 ）災害廃棄物処理の期間 

（5 ）その他必要な事項 

（情報提供等） 

第4条 甲は、災害時に円滑な協力が得られるように、適宜、乙に町内の被災、復旧状況等の

必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙は、災害時における円滑な災害廃棄物処理が図られるように、乙の会員等における協

力体制及び情報等の収集・伝達体制の整備に努めるものとする。 

３ 乙は、災害廃棄物処理が円滑に行われるように、災害時に出動可能な乙の会員等が保有

する要員、車両及び資機材等の数量を把握し、予め甲に報告するものとする。 

（災害廃棄物処理の実施） 

第5条 乙は、第３条の要請を受けたときは、必要な要員、車両及び資機材等を調達し、甲の

指示に従い、可能な限り災害廃棄物処理を実施するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物処理を実施したときは、様式第２号により、次の事項を甲に報告する
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ものとする。 

（1 ）災害廃棄物処理を実施した場所 

（2 ）実施した災害廃棄物処理の内容 

（3 ）災害廃棄物処理に従事した要員、車両及び資機材等 

（4 ）災害廃棄物処理に従事した期間 

（5 ）その他必要な事項 

（費用負担） 

第6条 第３条の要請に基づき乙が実施した災害廃棄物処理に要した費用は、甲が負担するも

のとし、その金額は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。 

（協議） 

第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度、甲及び乙が協議して

定めるものとする。 

（協定の有効期間） 

第8条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとし、甲又は乙いずれかから文書によ

る申出がない限り継続する。 

 

 

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各１通を保有するもの

とする。 

 

平成２７年７月６日 

 

甲 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町  

代表者 豊山町長 鈴 木 幸 育 

 

乙 名古屋市中区金山二丁目１０番９号 

第８フクマルビル５階 

一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会 

代表者  会長  永 井 良 一 



資料編 第１２章 条例等 
 

 232  

様式第１号 

 年 月 日 

 

災害時における災害廃棄物処理の協力要請書 

 

 一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会 

  会長             様 

 

豊山町長         

  

災害時における廃棄物の処理等に関する協定第３条第２項の規定に基づき、次のとおり 

災害廃棄物処理を要請します。 

被災の状況 

 

災害廃棄物 

処理の場所 

 

災害廃棄物 

処理の内容 

 

災害廃棄物 

処理の期間 

 

その他 

必要な事項 

 

（担当：   部   課    係 電話  -   -   ） 
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様式第２号 

 年 月 日 

 

災害時における災害廃棄物処理の協力実施報告書 

 

豊山町長  様 

 

一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会 

  会長              

  

災害時における廃棄物の処理等に関する協定第５条第２項の規定に基づき、次のとおり 

報告します。 

災害廃棄物 

処理を実施 

した場所 

 

実施した 

災害廃棄物 

処理の内容 

 

災害廃棄物処理

に従事した要

員、車両及び 

資機材等 

 

災害廃棄物 

処理に従事 

した期間 

 

その他 

必要な事項 

 

（担当者 役職：      氏名：     電話        ） 
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〇災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第１

号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給するこ

と等について、以下のとおり本協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。 

（１）甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生し、又はそのおそれがあ

る場合において、甲が災害対策基本法第２３条の２に基づく災害対策本部（以下「災害対

策本部」という。）を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事

項を定めること。 

（２）甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災

に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に

努めること。 

（定 義） 

第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 

（１）「住宅地図」とは、豊山町全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 

（２）「広域図」とは、豊山町全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 

（３）「ＺＮＥＴ ＴＯＷＮ」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ＺＮＥＴ Ｔ

ＯＷＮ」を意味するものとする。 

（４）「ＩＤ等」とは、ＺＮＥＴ ＴＯＷＮを利用するための認証ＩＤ及びパスワードを意味す

るものとする。 

（５）「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びＺＮＥＴ ＴＯＷＮの総称を意味するものと

する。 

（地図製品等の供給の要請等） 

第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地

図製品等を供給するものとする。 

２ 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

３ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」

という。）を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等によ

り乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

４ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出する

ものとする。 

５ 本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙別途協議のうえ決定するもの

とする。 
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（地図製品等の貸与及び保管） 

第4条 乙は、第３条第１項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙

別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与

するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内におい

て、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住

宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地

図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し

替えることができるものとする。 

３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保

管・管理状況等を確認することができるものとする。 

（地図製品等の利用等） 

第 5 条 甲は、第１条第１号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災

害復旧・復興にかかる資料として、第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された

地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。 

（１）災害対策本部設置期間中の閲覧 

（２）災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複 

製 

２ 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報

告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに

従前の保管場所にて保管・管理するものとする。 

３ 甲は、第１項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、

甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びＺＮＥＴ ＴＯＷＮを利用す

ることができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、

別途乙の許諾を得るものとし、ＺＮＥＴ ＴＯＷＮを利用する場合は、本協定添付別紙

のＺＮＥＴ ＴＯＷＮ利用約款に記載の条件に従うものとする。 

（情報交換） 

第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整

備し、災害時に備えるものとする。 

（有効期間） 

第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から１年間とする。但し、当該有効期

間満了の３ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない

限り、本協定は更に１年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協 議） 

第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意

をもって協議し解決に努めるものとする。 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通

を保有する。 
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平成２８年８月３０日 

 

（甲） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊 山 町 長    鈴 木 幸 育 

 

（乙） 名古屋市熱田区沢上２－１－３２ 

株式会社ゼンリン 中部エリア統括部 

部     長    荒 木 康 博 
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【添付別紙】 

ZNET TOWN 利用約款 

 

第1条（定 義） 

本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとしま

す。 

(1) 「ID 等」 

本サービスを利用するための認証 ID 及びパスワードをいいます。 

(2) 「アクセス権者」 

対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする

者をいいます。 

(3) 「対象機器」 

甲の庁内 LAN に接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいま

す。 

(4) 「本サービス」 

乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送

信するサービスをいいます。 

(5) 「本システム」 

本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、

周辺機器等の一連のシステムをいいます。 

(6) 「本データ」 

本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、

一般種アイコン、その他各種データをいいます。 

 

第2条（本約款の適用） 

本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに

関する一切に適用されるものとします。 

 

第3条（本サービスの内容） 

乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるもの

とします。 

 

第4条（本サービスの中断・中止） 

１．乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内

容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。 

２．乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとしま

す。 

３．乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提

供を中止することができるものとします。 

 

第5条（本データの使用許諾） 

乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。 
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(1) 対象機器上で閲覧すること。 

(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロー

ドし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務

内で使用すること。 

(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部

署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること（本号に基づき印刷出力

した本データを以下「印刷地図」という。）。 

 

第6条（甲の遵守事項） 

甲は、以下の事項を遵守するものとします。 

(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。 

(2)ID 等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は

利用させないこと。 

(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。 

(4) 本条第(1) 号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等につい

て現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。 

(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、

抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。 

(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ（形態の如何を問わず、その全部又

は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。）の一部でも有償無償を問わず、

又は譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。 

(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を

得た場合はこの限りではないものとします。 

イ）印刷地図を第５条第(3) 号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。 

ロ）乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。 

ハ）印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合

わせた形態にして使用及び利用しないこと。 

ニ）印刷地図を第三者に配布しないこと。 

ホ）印刷地図のサイズは A３判以下とすること。 

(8) 本サービスの利用状況の記録（対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等）を作

成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。 

 

第7条（不保証及び免責） 

１．乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証する

ものではないものとします。 

２．乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責される

ものとします。 

 

第8条（権利の帰属） 

本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属す

るものとします。 
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第9条（その他） 

甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲

渡し又は担保に供してはならないものとします。  

 

以 上 
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〇災害時における家屋被害認定業務に関する協定書 
 

豊山町（以下「甲」という。）と公益社団法人愛知県建築士事務所協会、公益社団法人愛知

建築士会、愛知県土地家屋調査士会及び公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会（以下「乙」と

いう。）は、災害時における家屋被害認定業務の迅速かつ円滑な実施に向けて、愛知県と乙が

締結した「災害時における家屋被害認定業務に関する基本協定書」第３条に基づき、次のとお

り協定を締結する。 

 

（被害認定業務への協力） 

第1条 甲は、甲の地域において災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号

に定める災害（以下「災害」という。）が発生した場合に実施する家屋の被害認定業務（以

下「業務」という。）について、乙の協力が必要と認めるときは、愛知県又は乙に対して応

援を要請することができる。 

２ 乙は、愛知県又は甲から応援要請があった場合には、乙の会員を甲に派遣し、甲が実施す

る業務に協力する。 

 

（業務の内容） 

第2条 第１条第２項の規定により乙が行う業務の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）災害に係る住家の被害認定基準（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣府政策統

括官（防災担当）通知）及び内閣府の定める運用指針に基づき、甲の職員と連携して被害

認定調査を行うこと。または調査の補助及び助言を行うこと。 

（２）その他、甲と乙との間で個別に協議の上決定した業務を行うこと。 

 

（応援要請等の手続） 

第3条 甲が愛知県又は乙に応援要請するときは、書面（様式第１号）によるものとする。た

だし、緊急の場合は、口頭で要請し、その後速やかに書面を送付するものとする。 

 

（費用の負担） 

第4条 甲は、第２条に規定する業務を行ったことにより発生した乙の人件費、交通費等の費

用を負担する。 

 甲が負担する費用の額は、別記「費用負担額積算基準」のとおりとする。ただし、特段の

事情等により、甲乙双方の合意に基づく場合はこの限りでない。 

 

（秘密の保持） 

第5条 乙及び乙の会員は、業務により知り得た甲の秘密や被害認定調査対象者の個人情報等

の秘密を第三者に漏らしてはならない。業務終了後も、また同様とする。 

 

（従事者の災害補償） 

第6条 乙は、業務に従事した乙の会員が当該業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡し

た場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。 
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（定めのない事項等の処理） 

第7条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令（甲の条例、規則

等を含む。）に定めるもののほか、甲、乙協議の上処理するものとする。 

 

（有効期間） 

第8条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から令和３年３月３１日までとする。ただ

し、協定期間満了日の前までにこの協定の解除又は変更について、甲と乙のいずれからも何

ら意思表示がないときは、さらに１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため本書５通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

令和２年５月２９日 

 

甲  西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町長  服 部 正 樹 

 

乙  名古屋市中区錦一丁目１８番２４号 

公益社団法人愛知県建築士事務所協会 

会   長  松 岡 由 紀 夫 

 

名古屋市中区栄二丁目１０番１９号 

公益社団法人愛知建築士会 

会   長  柳 澤 講 次 

 

名古屋市西区新道一丁目２番２５号 

愛知県土地家屋調査士会 

会   長  伊 藤 直 樹 

 

名古屋市中区栄四丁目３番２６号 

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会 

会   長  安 田 商 基 
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別記「費用負担額積算基準」（第４条関係） 

 甲が負担する費用については、以下の積算基準により決定する。 

 

（積算基準） 

費用負担額＝（派遣人員数×派遣日数）×業務従事単価※（交通費及び事務的経費等を含

む） 

 

 ※業務従事単価は、被害認定業務の専門性等の性質を踏まえ、国土交通省が毎年定める設計

業務委託等技術者単価のうち、「測量補助員」の基準日額とする。 
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様式第１号（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 愛 知 県 知 事 殿 

 （ 団体名 会長 殿 ） 

豊山町長           

 

災害時における家屋被害認定業務の応援要請について 

 

災害時における家屋被害認定業務に関する基本協定書第４条第１項（災害時における家屋被

害認定業務に関する協定書第３条）の規定により、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び応援を要する事由 

 

 

２ 必要な人員等の内容 

従事人数 従事期間 業務内容等 

人 
期間 （自）  月  日 

   （至）  月  日 
 

人 
期間 （自）  月  日 

   （至）  月  日 
 

（適宜行を追加すること） 

 

３ 口頭による要請をした場合の日付 

    年   月   日 

 

４ その他必要な事項 

 

 

５ 要請担当者 

  （職名） 

  （氏名） 

  （電話番号） 

  （FAX ） 

  （E－mail） 
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〇豊山町と豊山郵便局及び西春郵便局との包括連携に関する協定書 
 

豊山町（以下「甲」という。）と豊山郵便局及び西春郵便局（以下「乙」という。）は、両

者が連携し、安全・あんしんなまちづくりと町民サービスの一層の向上を図るため包括連携に

関する協定（以下「本協定」という。）を次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が、連携を行うことにより、ユニバーサルサービスを提供する郵便

局のネットワークを通じて町民の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（協力事項） 

第２条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協力する。 

（１）災害支援に関すること。 

（２）廃棄物の不法投棄等の情報提供に関すること。 

（３）道路の損傷等の情報提供に関すること。 

（４）高齢者、障がい者、子どもその他の甲の住民の見守りに関すること。 

（有効期間） 

第３条 本協定の有効期間は、締結日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、期間満

了日の１カ月前までに甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、その期間を引き

続き次の１年間に延長するものとし、以後も同様とする。 

（協力方法等） 

第４条 第２条に掲げる協力事項の具体的な実施方法は、別紙のとおりとする。 

（秘密の保持） 

第５条 甲と乙は、この協定により知り得た個人情報及びその他の情報を自己の業務のために

使用しないものとし、その情報を他に漏らさないものとする。 

（相互連携） 

第６条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な推進を図るため、定期的に各種情報交換

を行う等、相互連携の強化に努めるものとする。 

（協議） 

第７条 本協定に定めのない事項又は変更を必要とする事項については、両者協議の上、これ

を決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙記名押印の上各自 1 通を保有する。 

 

平成２９年１１月１０日 

 

甲  西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町長    服 部 正 樹 
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乙  西春日井郡豊山町大字豊場字高前１９６番地 

日本郵便株式会社 

豊山郵便局長  山 下 敬 太 

 

北名古屋市弥勒寺西２－３３ 

日本郵便株式会社 

西春郵便局長  西 山  明 
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第４条（協力方法等）に関する事項 

（１）災害支援に関すること。 

(目的) 

 甲と乙は、豊山町内に地震、風水害その他の災害が発生した場合、又は発生するお

それがある場合において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行する。 

（定義） 

 「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定めるも

のをいう。 

（協力要請） 

 甲及び乙は、豊山町内に災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合において、

次の事項について必要が生じたとき、相互に協力を要請することができる。 

（１）緊急車両等としての車両の提供 

（車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。） 

（２）甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先

リスト等の情報の相互提供 

（３）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

（４）災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

ア 被災地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

エ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除 

（５）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供 

（６）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等

並びにこれらを確実に行うための必要な事項（注） 

（７）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

（８）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

（注）避難者情報確認シート（避難先届）又は転居届の配布・回収を含む。 

（協力の実施） 

 甲及び乙は、協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内に

おいて協力するものとする。 

（経費の負担） 

 力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあ

るものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。負担すべ

き金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（災害対策本部への参加） 

 乙は、豊山町災害対策本部に職員を参加させることができる。 
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（災害情報等連絡体制の整備） 

 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものと

する。 

（情報の交換） 

 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行

うものとする。 

（防災訓練等への参加） 

 乙は、豊山町の行う防災訓練等に参加することができる。 

（連絡責任者） 

10 ↓の事項に関する甲の担当部署は、次のとおりとする。 

 

甲 豊山町 防災安全課長 

 

乙 日本郵便株式会社 豊山郵便局 
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〇災害に係る情報発信等に関する協定 
 

 

豊山町（以下「甲」という）およびヤフー株式会社（以下「乙」という）は、災害に係る情

報発信等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第 2 条（本協定における取組み） 

１．本協定における取組みの内容は次の中から、甲乙の両者の協議により具体的な内容および 

方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

 

（１）乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運

営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供す

ること。 

（２）甲が、町内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフ

ーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（３）甲が、町内の避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービ

ス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（４）甲が、災害発生時の町内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所における

ボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載す

るなどして、一般に広く周知すること。 

（５）甲が、町内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必

要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知するこ

と。 

（６）甲が、町内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する所定の

フォーマットを用いて名簿を作成すること。 

２．甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先および

その担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に

連絡するものとする。 

３．第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で

適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

 

第 3 条（費用） 

前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれ

の対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

第 4 条（情報の周知） 

第 1 条（本協定の目的） 

本協定は、豊山町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が町民

に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲及び乙が

互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 
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乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的 

を達成するため、乙が適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービ

ス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定

の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

 

第 5 条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法および

内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

第 6 条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者か

ら他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限

り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

第 7 条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は、

誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙両者記名押印のうえ各 1 通を保

有する。 

 

令和４年３月３１日 

 

甲：愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町 

豊山町長  鈴 木  尚 

 

乙：東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 川 邊 健 太 郎 
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〇災害時における相互連携に関する協定 
 

 

（目的） 

第１条 この協定は、豊山町内で災害による大規模な通信障害が発生した場合、又は発生が

予想される場合に、甲乙が連携し対応することにより、迅速な災害復旧に資すること

を目的とする。 

 

 

（連携事項） 

第３条 甲及び乙は、第 1 条の目的を達成するため、次の事項について連携するものとする。 

（１）甲及び乙は、大規模な通信障害が発生した場合若しくはその恐れがある場合には、

必要に応じて甲乙が連携し、通信障害情報等の共有に努めるものとする。 

（２）甲及び乙は、乙の設備が甲の管理する道路に支障を及ぼした場合、連携して通行の

確保にあたるとともに、甲の管理する緊急輸送道路等については、これを可能な限り

優先的に実施するものとする。 

（３）乙は、早期の通信障害復旧のため、甲に対して必要な箇所の道路啓開作業を要請で

きるものとし、甲は、緊急の業務に支障のない範囲において、これに協力するものと

する。 

（４）乙は、通信障害復旧作業に必要となる活動拠点について、甲又は甲を介して関係機

関へ協力を要請できるものとし、甲はこれに協力するものとする。 

（５）甲及び乙は、双方が保有する連絡・通信手段等を利用し、豊山町民に対して通信障

害の情報及び復旧見通し情報等を適時適切に発信するものとする。 

（６）甲は、優先的に通信障害の仮復旧のための機器を配置すべき重要施設について確認

し、乙と情報共有しておくとともに、情報に変更が生じた場合は、随時共有するもの

とする。 

（７）乙は、通信障害の仮復旧のための機器を配置する場合は、復旧見通し及び仮復旧箇

所の重要性・緊急性等を総合的に勘案し配備するものとする。 

（８）甲及び乙は、この協定に基づく連携を円滑に実施するため、双方が実施する訓練等

に積極的に協力するものとする。 

 

（連携方法） 

第４条 前条の連携に関する詳細、実施方法、役割分担その他必要となる事項については、

甲乙協議の上、別途定めるものとする。 

 

（費用負担） 

第５条 この協定に基づいて甲及び乙が実施した事項に要した費用は、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

 

（秘密保持） 

豊山町（以下「甲」という。）、及び西日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、

災害時の大規模な通信障害に対して、連携して対応にあたることとし、次のとおり連携に

関する協定を締結する。 

（適用範囲） 

第２条 この協定の適用範囲は、豊山町内とする。 
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第６条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た業務遂行に関する秘密情報

及び第三者の個人情報を他人に開示し、又は漏えいしてはならない。 

 

（安全管理） 

第７条 この協定の実施にあたっては、甲乙相互に協力し、甲及び乙の従事者並びに第三

者の安全確保に万全を期すものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義等が生じた場合は、

甲乙協議の上、別途定めるものとする。 

 

（期間） 

第９条 この協定は、協定の成立した日から令和５年３月 31 日までとする。ただし、期

間満了日までに甲及び乙のいずれからも書面による変更又は廃止の申し出がない

ときには、期間満了日の翌日から１年間延長することとし、以降も同様とする。 

 

この協定の締結を相互に証するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名の上、

各自１通を保有する。 

 

令和４年４月２５日 

 

甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町 

豊山町長  鈴木 尚 

 

乙  愛知県名古屋市中区大須４丁目９番６０号 

西日本電信電話株式会社 東海支店 

取締役東海支店長 安部 真弘 
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（別途確認書）災害時における相互連携に関する確認書 
 

 豊山町（以下「甲」という。）と西日本電信電話株式会社 （以下「乙」という。）は、令

和４年４月１日付けをもって締結した「災害時における相互連携に関する協定」（以下「協定」

という。）に関して、以下のとおり確認する。 

 

（協定第３条（１）関係）） 

第１条 甲及び乙における各部署の窓口は別表のとおりとし、変更が生じた場合、随時更

新の上、甲乙共有するものとする。 

２ 甲は、甲が管理する緊急輸送道路等の優先的に啓開すべき道路（以下「優先啓開道

路」という。）についての情報を、乙と共有するものとする。 

 

（協定第３条（２）関係）） 

第２条 乙は、災害時においては、緊急輸送道路等の通行に支障となる通信設備等の除去

を、優先して実施するものとする。 

２ 甲は、乙の作業着手等が遅れ、緊急輸送道路等の通行に乙の通信設備が支障を来た

すと判断した際は、乙による安全確認を実施した上で、乙に代わり通行の支障となる

通信設備等の除去を実施することができることとする。 

３ 前項の乙による安全確認を実施するため、甲は乙に対し現場の安全について判断で

きる技術員の派遣を要請することとし、乙は速やかに技術員を派遣し、安全措置等を

実施することとする。なお、技術員の派遣に際しては、災害規模状況を勘案し優先的

に派遣するものとする。 

４ 第２項の甲による通信設備等の除去にあたっては、乙の技術員の立ち合いのもと実

施することとする。 

 

（協定第３条（３）関係）） 

第３条 乙は、甲に対して、通信障害復旧工事に向かうための道路啓開作業を要請する場合、

次の事項を記載した書面を、甲に提出するものとし、これに対し甲は書面により回答

する。 

（１）作業内容 

（２）場所（住所、地図） 

（３）写真又は被災状況等が分かる図面等 

（４）作業希望日時 

（５）連絡先 

（６）その他必要な事項 

２ 甲は、前項にて要請された道路が甲の管理する道路外であった場合、災害対策本部若

しくは各方面本部を通じて関係機関へ協力を要請するものとする。 

 

（協 議） 

第４条 この確認書に定めのない事項又はこの確認書に定める事項に関して疑義等が生じた

場合、甲乙協議の上、別途定めるものとする。 

 

この確認書の締結を相互に証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各

自１通を保有する。 
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令和４年４月２５日 

 

甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町 

企画調整部長   小川 徹也 

 

乙  愛知県名古屋市中区大須４丁目９番６０号 

西日本電信電話株式会社 

東海支店 設備部長 鈴木 重明 
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〇災害時における住宅確保困難者への賃貸型応急住宅の供与等に関する協定 

 

 

豊山町（以下「甲」という。）と愛知県住宅供給公社（以下「乙」という。）は、災害時に

おける住宅確保困難者への賃貸型応急住宅の供与等について、下記のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において甲及び乙が協力して行う賃貸型応急住宅の供与等に関

し、基本的な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「被災者」とは、甲の区域内に住所を有する者であって、災害に

より滅失又は毀損した住宅に居住していた者をいう。 

２ この協定において「住宅確保困難者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 被災者のうち、滅失又は毀損した住宅以外に住宅を有しない者であって、住宅を確

保するために十分な資力を有しないと甲が認める者 

二 被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）第２条第２号ハに掲げる長期避

難世帯の指定を受けたこと、二次被害を生じる恐れが高いこと等から、長期にわたり

自らの住居に居住できないと甲が認める者 

３ この協定において「賃貸型応急住宅」とは、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。）

第４条第１項第１号に規定する応急仮設住宅のうち、乙の管理する住宅を借り上げて供

与するものをいう。 

４ この協定において「一時提供住宅」とは、災害発生時に甲が住宅確保困難者に対し、

乙の管理する住宅の提供を受け、一時的に供与する住宅をいう。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害が発生して必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる協力を要

請することができるものとする。 

一 賃貸型応急住宅及び一時提供住宅として提供可能なもの（以下「提供可能住宅」と

いう。）に係る情報の提供 

二 提供可能住宅の提供 

三 乙の管理する公園等の用途に供している土地のうち、災害復旧活動、物資保管等の

用途のため、甲に期間を区切って提供可能なもの（以下「一時使用用地」という。）

に係る情報の提供 

四 一時使用用地の提供 

２ 前項に規定する要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場

合には、口頭により要請するものとし、後日、速やかに要請の文書を乙に送付するもの

とする。 

 

（協力） 

第４条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請があった場合、可能な限り協力するものとす

る。 

 

（甲の役割） 



資料編 第１２章 条例等 
 

 256  

第５条 甲は、住宅確保困難者への提供可能住宅の供与等に関し、次に掲げる事務を行う。 

一 提供可能住宅及び一時使用用地の情報の提供に係る要請に関すること。 

二 提供可能住宅及び一時使用用地の借り上げに関すること。 

三 提供可能住宅の入居者に係る入居許可及び退去に関すること。 

四 一時使用用地の借り上げに関すること。 

五 その他関係者との調整に関すること。 

２ 甲は、前項に掲げる事務の一部を乙に委託することができる。 

３ 甲は、乙から提供された提供可能住宅及び一時使用用地の情報を適正に管理し、効果的

に活用するよう努めるものとする。 

  

（乙の役割） 

第６条 乙は、第４条の規定に基づき甲に協力するため、次に掲げる事務を行う。 

一 提供可能住宅及び一時使用用地の情報の提供に関すること。 

二 提供可能住宅及び一時使用用地の供与に関すること。 

三 甲から委託を受けた業務に関すること。 

四 その他関係者との調整に関すること。 

 

２ 乙は、甲からの第３条の要請に備え、平常時からその管理する住宅等の状況の把握に努

めるものとする。 

  

（連絡窓口） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、連絡窓口を設置するもの

とする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項は、甲及び乙が協

議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を 

保有するものとする。 

 

令和４年９月２８日 

 

甲 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

豊山町 

豊山町長  鈴木 尚 

 

乙 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号 

愛知県住宅供給公社 

理 事 長  水野 直樹 
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〒

◎　郵便物の配達について（いずれかを○でお囲みください）

・ご自宅への配達

・現在避難している場所

〒

・その他への配達　⇒　郵便局へ転居届を提出してください。

フリガナ

（名）

（名）

（姓） （名）

◇　これまでのご住所（アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください）

　　　－

氏名①

　　　－

（姓）

避難者情報確認シート（避難先届）

　　　　年　　月　　日現在

フリガナ

◇ご氏名等
世

帯

主

様

氏名③
（姓）

氏名②

届出者氏名

氏名
（姓）

フリガナ

フリガナ

ご

家

族

・

同

居

人

様

氏名④

（名）

（姓） （名）

（姓） （名）

フリガナ

フリガナ

事業所名

氏名⑤

̱

    0568- 28- 0355 
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〒

◎　郵便物の配達について（いずれかを○でお囲みください）

・ご自宅への配達

・現在避難している場所

〒

・その他への配達　⇒　一般のとおり転居届の提出をお願いします。

事業所名

フリガナ

氏名⑤
（姓） （名）

フリガナ

氏名④
（姓） （名）

氏名③
（姓） （名）

フリガナ

フリガナ

氏名②
（姓） （名）

氏名
（姓） （名）

ご

家

族

・

同

居

人

様

フリガナ

氏名①
（姓） （名）

　　　－

　　　－

◇ご氏名等
世

帯

主

様

フリガナ

避難者情報確認シート（避難先届）

　　　　年　　月　　日現在

届出者氏名

◇　これまでのご住所（アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください）

͛ᾯ
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○災害時に要援護者の避難施設として特別養護老人ホーム等を使用することに関

する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害により、要援護者が避難を余儀なくされ

た場合に、清須市、北名古屋市及び豊山町（以下「甲」という。）が、社会福祉法人 西春

日井福祉会（以下「乙」という。）に対し、避難施設として特別養護老人ホーム等の使用の

協力を要請することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、施設の入所基準に該当し、

又は該当すると認められる者で、災害時に何らかの援護を必要とする者をいう。 

 v 介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定する要介護認定者 

 β 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17 年法律第123

号）に規定する障害者 

 γ 前２号に準ずる者 

（施設の使用の要請及び受託） 

第３条 甲は、居宅が災害により居住困難となった要援護者及びあらかじめ指定する避難所

（災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 23 条第１項第１号の収容施設をいう。）では

対応が困難な要援護者のために、次条に掲げる施設を使用することについて、乙に協力を要

請できるものとする。 

２ 乙は、甲からの要請をできる限り受託するよう努めなければならない。 

（避難施設） 

第４条 避難する施設は、次に掲げる施設とする。 

 v 特別養護老人ホーム 五条の里 

 β 特別養護老人ホーム あいせの里 

 γ 特別養護老人ホーム ペガサス春日 

 ρ 特別養護老人ホーム 清洲の里 

 φ 特別養護老人ホーム 平安の里 

 χ 特別養護老人ホーム かもだの里 

ᵫ 障害者支援施設 尾張中部福祉の杜 

（受入れ可能人員等） 

第５条 甲及び乙は、本協定締結後、受入れ可能人員、介護支援者数、必要物資等について、

あらかじめ協議するものとする。 

（手続等） 

第６条 甲は、第３条の規定により、施設の使用について乙に協力を要請する場合は、あらか

じめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、

緊急を要する場合は、この限りではない。 

 v 要援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

 β 身元引受人の氏名、連絡先等 

 γ 使用する期間 

（避難者の移送） 

第７条 乙は、甲の依頼により、避難が必要な要援護者の自施設への移送を行うよう努めなけ
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ればならない。 

（物資の調達及び介護支援者の確保） 

第８条 甲は、施設が受け入れた要援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な

物資の調達に努めなければならない。 

２ 甲は、施設が受け入れた要援護者を適切に介護できるよう看護師、介護職員及びボランテ

ィア等の介護支援者の確保に努めなければならない。 

（経費の負担） 

第９条 乙は、施設が受け入れた要援護者が利用期間内に要した経費の負担について、別途甲

と協議するものとする。 

（有効期間） 

第１０条 この協定書の有効期間は、この協定書の締結の日から令和５年３月 31 日までとす

る。ただし、甲乙双方から別段の意思表示がされないときは、有効期間満了日の翌日から更

に１年間更新するものとし、以後同様により更新するものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

この協定の締結の証として、本協定書４通を作成し、各自１通を保有するものとする。 

 

令和４年１０月１日 

 

甲  愛知県清須市須ケ口 1238 番地 

清須市 

清 須 市 長  永田 純夫 

 

愛知県北名古屋市西之保清水田 15 番地 

北名古屋市 

北名古屋市長  太田 考則 

 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 番地 

豊山町 

豊 山 町 長  鈴木 尚 

 

乙  愛知県清須市春日新町 95 番地 

社会福祉法人 西春日井福祉会 

理 事 長  今村 達雄 
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災害時に要援護者の避難施設として特別養護老人ホーム等を使用することに関

する協定書についての解釈基準 

 

条   項 解 釈 の 基 準 

第１条 

「避難を余儀なくされた場合｣ 

・ 住居喪失、倒壊等により居住できなくなった場合 

・ 介護者が死亡、負傷等により自宅で介護ができない場

合 

・ その他これに準ずると認められる場合 

第３条第２項 

「できる限り受託」 

・ 入所該当基準について、定員を超えて受け入れること。 

・ 短期入所利用該当者について、可能であれば定員を超

えて受け入れること。 

第５条 

「受入れ可能人員、介護支援者数、

必要物資等」 

・ 受入れ可能人員 定員を超えて受け入れることができ

る人員 

・ 介護支援者数 施設で確保できる支援者数（各施設の

現状のボランティア数からの推定数） 

・ 必要物資等 受入れ人員から想定して必要となる物資

等の数量 

第５条 

「あらかじめ協議」 

・ 別紙「受入れ可能人員等調査書」にて協議したものと

みなす。 

第７条 

「自施設への移送」 

・ 原則として、甲又は避難者の家族等で移送するが、困

難な場合は、施設へ依頼する場合がある。 

第８条第２項 

「介護支援者の確保」 

・ 看護師、介護職員等、災害発生直後においては、ボラ

ンティアの中から、できる限り資格のある者を募り配置

する。 

第９条 

「経費の負担」 

・ 経費の負担については、乙の社会貢献活動の一環とす

る。ただし、特に必要と認める場合は、その要した費用

その他の事情を勘案し、甲乙協議する。 

第１１条 

「協議」 

・ 疑義を協議する場合は、文書によるものとする。 
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別記様式（第５条関係） 

受入れ可能人員等調査書 

施設名                  

項   目 内     容 

共用スペースの有無 有（名称             ）・  無 

緊急一時入所収容可能人

員 

短期(注１) 人 

長期(注２) 人 

確保できる介護支援者 

数 

推定できる支援者数              人 

推定は困難 

必要物資等 

(必要と思われる物資等

をご記入ください) 

ベッド 台 

車椅子 台 

寝 具 セット 

紙おむつ 枚 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（注１） 短期…災害発生後おおむね１週間以内 

（注２） 長期…災害発生後おおむね１か月以内（定員のほぼ１割以内） 
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○災害時における相互応援に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 新潟県妙高市（以下「甲」という。）と愛知県西春日井郡豊山町（以下「乙」という。）

とは、災害時における応急対策及び復旧対策に関し、この協定に定めるところにより、相互

に応援協力を行うものとする。 

（応援要請） 

第２条 甲又は乙は、前条の規定により応援協力要請を受けた場合は、可能な範囲で速やかに

応ずるものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救護及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救護、医療、防疫その他応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

（５）被災者の一時収容のための施設の提供及び被災者の受け入れ 

（６）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応急物資等の輸送） 

第４条 応急物資及び応援職員等の輸送については、原則として応援する側が行うものとする。 

（経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則応援を要請した側が負担するものとし、その額については

甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（住民等援助に対する支援） 

第６条 甲又は乙は、本協定の趣旨に鑑み、個人又は団体等から援助の申出があった場合は、

その旨を通報するなど、適切な支援が図られるよう努めるものとする。 

（協議） 

第７条 この協定の解釈について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項について

は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

以上協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙署名のうえ各１通を保有 

する。 

令和５年２月１７日 

 

甲  妙高市長  城戸 陽二 

 

乙  豊山町長  鈴木 尚 
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○豊山町災害時における資機材等の提供に関する協定書 

 

豊山町（以下「甲」という。）と株式会社有電（以下「乙」という。）は、豊山町災害時にお

ける資機材等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、次条で規定する乙が保有する資機材等の提供を受け、

被災住民の支援及び応急活動、復旧活動が迅速かつ円滑に遂行できる体制を整えるため、必

要事項を定めるものとする。 

（提供する資機材等の内容） 

第２条 資機材等の種類は次のとおりとし、災害時において乙の可能な範囲で甲の要請に基づ

き提供することができるものとする。 

（1 ） トラック等の車両（運転手同行） 

（2 ） 発電機 

（3 ） スコップ等の工具 

（4 ） 高圧洗浄機 

（5 ） その他の資機材等 

（要請手続等） 

第３条 災害時において、資機材等が不足するとき、甲が資機材等申請書（様式 1 ）により乙

に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等の通信手段又は口頭で要請し、

事後速やかに資機材等申請書を提出するものとする。 

２ 資機材等の提供内容は甲乙と協議の上決定し、事後速やかに資機材等確認書（様式２）を

もって行うものとする。 

３ 甲及び乙は、相互に緊急連絡体制を整えるものとする。 

（費用弁償及び損害の負担） 

第４条 資機材等の提供は無償とする。ただし、災害支援の実施に伴い、甲又は乙の責に帰さ

ない理由により、第三者に損害を及ぼした場合、又は資機材等に損害が生じた場合、甲は、

その事案の発生後延滞なく、その状況を書面により乙に報告し、その処遇について乙と協議

して定めるものとする。 

（有効期間） 

第５条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から令和５年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日から１か月前までに甲乙のいずれからも協定解除、又は変更の申出がないとき

は、さらに期間満了の日の翌日から１年間延長されるものとし、以降も同様とする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲

乙協議の上、決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和５年３月１０日 
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甲  愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

                 豊 山 町 長  鈴木 尚 

 

乙  愛知県北名古屋市熊之庄石原９５番地 

                 株式会社 有電 

                 代表取締役  有村 朋泰 
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様式第１号（第３条関係）                 豊山町→（株）有電 

               

株式会社 有電 

代表取締役       様 

 

豊山町長  

                             

 

資機材等申請書 

 

「豊山町災害時における資機材等の提供に関する協定書」第３条に基づき、下記のとおり提

供を要請します。 

連絡日時     年  月  日（  ）午前・午後  時  分  

要請する資機材等 

の種類及び数量 

資機材名 提供希望数 備考 

   

   

   

   

   

   

   

   

搬入先 

所在地  豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

名 称  豊山町 

現地担当者（              ） 

Tel ：0568 - 28 - 0355  Fax ：0568 - 29 - 1177  

Mail：bosai@town.toyoyama.lg.jp  

搬入希望日    年  月  日（  ） 

連絡担当者 連絡担当者（              ） 

備考  

提供先：（株）有電  北名古屋市熊之庄石原９５番地 

  担当者（               ） 

Tel：0568 - 25 - 6260  Fax ：0568 - 25 - 6286  Mail ：info@uden.co.jp  

 

 

 

 

mailto:Mail：bosai@town.toyoyama.lg.jp
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様式第２号（第３条関係）                （株）有電→豊山町 

               

 

豊山町長       様 

  

                           株式会社 有電 

代表取締役       

 

資機材等確認書 

 

 年 月 日付で資機材等の提供申請書により、下記のとおり資機材等を提供しましたの

で報告します。 

提供した資機材等の

種類及び数量 

資機材名 希望数 備考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  年  月  日 

 

提供者  株式会社 有電    担当者（              ） 

Tel：0568 - 25 - 6260  fax ：0568 - 25 - 6286   

Mail：info@uden.co.jp  

 

 

確認者  豊山町 担当者（              ） 

Tel：0568 - 28 - 0355  Fax ：0568 - 29 - 1177  

Mail：bosai@town.toyoyama.lg.jp  
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○災害時必要物資の保管施設として提供する建物に関する協定 

 

豊山町（以下「甲」という。）と愛知県住宅供給公社（以下「乙」という。）は、災害時に必

要となる物資を保管する施設として提供する建物について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、乙の管理する建物を甲が調達する災害時に必要となる物資を保管する施

設として使用することに関し、基本的な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「災害時必要物資」とは、次の各号のいずれかに該当する物をいう。 

一 避難生活に必要な物資及び環境整備資材 

二 被災者の生命維持及び生活環境に不可欠な物資 

三 その他、長期保管できる物資 

２ この協定において「保管施設」とは、乙の管理する建物のうち、甲が災害時必要物資を保

管するための建物をいう。 

 

（保管施設として使用する建物の決定） 

第３条 乙は、本協定後、遅滞なく、乙の管理する建物のうち保管施設として提供ができる建

物について甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った後、保管施設として使用したい建物について、乙に通知す

るものとする。 

３ 甲及び乙は、前項の通知の後、協議の上、保管施設として使用する建物を決定するものと

する。 

 

（保管施設として使用するための整備） 

第４条 乙は、保管施設として使用することが決定された建物について、甲及び乙の協議によ

り定めた期日までに、保管施設として使用することができるよう整備するものとする。 

 

（保管施設としての維持管理） 

第５条 甲は、保管施設として提供を受けた建物について、善良なる管理者の注意義務をもっ

て維持管理するとともに、保管施設以外の用途に使用してはならないものとする。 

 

（保管施設としての賃料等） 

第６条 甲及び乙は、保管施設として使用する建物に係る賃料その他必要な事項について、そ

の使用用途を鑑みた上で、協議して定めるものとする。 

 

（物資の損害責任） 

第７条 乙が甲に提供した建物に保管した甲の災害時必要物資に損害が生じたとしても乙は、

その理由を問わず一切の責任を負わないものとする。 

 

（入居者に対する説明） 
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第８条 甲は、建物を災害時必要物資の保管施設に使用することについて、入居者に説明する

ものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項は、甲及び乙が協

議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙署名捺印の上、各自その１通を保有

するものとする。 

 

   令和５年９月２６日 

 

 

        甲 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

          豊山町 

              豊山町長  鈴木 尚 

 

        乙 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１９番３０号 

          愛知県住宅供給公社 

              理 事 長  成田 清康 
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○災害時における広域的な避難者の受入れ等に関する協定書 

 

名古屋市と豊山町（以下「市町」という。）は、それぞれの市町の区域を越える広域的な避

難者（以下「避難者」という。）の相互の受入れ及びそれに伴う物資等の提供について、次の

とおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）

における、避難者に対して行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  v 災害 災害対策基本法第２条第１号で定めるものをいう。 

  β 避難元市町 避難者が居住する市町をいう。 

  γ 避難先市町 避難者を受け入れる市町をいう。 

  

（避難者の受入れ） 

第３条 市町は、災害時、避難者を相互に受け入れるものとする。 

 

（物資の提供） 

第４条 前条の場合において、避難先市町は、必要に応じて、避難者に対して物資の提供を行

うものとする。 

 

（資機材の提供） 

第５条 第３条の場合において、市町は、必要に応じて、相互に資機材の提供を行うものとす

る。 

 

（費用負担） 

第６条 避難者の受入れ及び物資等の提供に要した費用は、原則として避難先市町が負担する

ものとする。 

 

（施設・備品・資機材の破損等の対応） 

第７条 第３条、第４条及び第５条の場合における施設・備品・資機材の破損等については、

原則として避難先市町により解決するものとする。 

 

（事故の対応） 

第８条 第３条、第４条及び第５条の場合における避難者の事故については、原則として避難

先市町により解決するものとする。 

 

（実施要領） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項は、実施要領として別途定める。 
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（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は協定締結の日から１年を経過する日までとし、有効期間の１

ヶ月前までに市町いずれからもこの協定の廃止又は見直しの意思表示がない場合には、引き

続き１年間更新されたものとみなし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、市町が協議して

定める。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印又は署名の上、各１通

を保有する。 

 

 

令和６年３月２８日 

 

名古屋市 

代表者 名古屋市長 河村たかし 

 

           豊山町 

代表者 豊山町長 鈴木 尚 
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○損害調査結果の提供及び利用に関する協定書 

 

₈ ₉≤™℮⁹ ≤ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ─

─ ┘ ⌐≈™≡⁸ ─ ╡ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢⁹ 

 

第1条 （本協定書の目的） 

┘ │⁸ ⌐╟╡ ⌐ ╩ ↑√ ≢ ⌐

╩ ∆╢ ╩ ╖╕∆⁹ ≤⇔╕∆⁹ ⅜∕─ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢

⅝╢╟℮⌐∆╢√╘⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ™⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

第2条 （損害調査結果の提供及び利用） 

 1  ─ ─√╘⁸ │ ⌐ ⇔⁸ ⌐╟╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ─

⌐ ╘╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸

∕─ ⌂ ⌐≈™≡│⁸ ┘ ⅜ ─ ⁸ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ŋ ⅛╠ ╩ ♃כ♦√↑ ┘  

 o ⅜ ∫√ ⌐ ♃כ♦╢∆ ┘  

 ɔ ∕─ ≤ ⅜ ⇔√  

 2  ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ │⁸ ⅛╠ ─ ⌐≈™≡─ ┘ ╩ ╠╣

⌂™ ⌐│⁸ ⌐ ⇔≡ ╩ ∆╢ ╩ ╦⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 3  │⁸ ─ ─ ⅜⌂™ ╡⁸ ⅛╠ ↕╣√ ╩ ₈

₉≤™℮⁹⌐─╖ ≢⅝╢╙─≤⇔⁸ ─ ─√╘⌐ ⇔⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 4  │ ⌐ ⇔⁸ ⅛╠ ┼─ ─ ⌐ ∆╢ ─ ™╩ ⇔⌂™╙─≤

∆╢⁹ ─ ┘ ⌐ ⇔≡ ∂√ │⁸ ⅜ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

第3条 （法令の遵守） 

 1  ┘ │⁸ ─ ┘ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐ ∆╢ ∕─

─ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 2  ┘ │⁸ ─ ┘ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐ ∆╢ ∕─

─ ≢ ≤↕╣╢ ⅝─ ┘⌐ 2 ─ ─ ┘ ─ ─

√╘⁸ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

第4条 （被害認定の判断） 

 1  │⁸ ─ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ─ ⌐╟╡ ⌐ ╢ ─

╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 2  │⁸ ─ ⌐ ⇔≡ ╕√│∕─ ⌐ ╕√│ ⅜ ∂√ ≢

№∫≡╙⁸ ⌐ ╕√│ ⅜⌂™ ╡⁸ ⌐ ⇔≡ ╕√│ ─ ╕√│

╩ ╘⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 

第5条 （有効期間） 

 1  ─ │⁸     ⅛╠     ╕≢≤∆╢⁹ 

 2  ╕√│ ⅛╠ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ╘╢ ─ ─ ﬞ ╕≢⌐

╩ ↕∑╢ ─ ⌐╟╢ ⅜↕╣⌂™ ⁸ │ ∂ ≢↕╠⌐ 
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↕╣╢╙─≤⇔⁸∕─ ╙ ≤∆╢⁹ 

 3  ⅜ ─ ╩ ╦⌂™⁹ ⇔√ ≢№∫≡╙⁸ 3 ⁸ 4 ⁸ 6

⁸ ┘ 7 ─ │⌂⅔ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

第6条 （秘密保持） 

 1  ┘ │⁸ ⌐ ⇔≡ ╡ √ ─ ₈ ₉≤™℮⁹

╩ ⌐ ≤⇔≡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ ┘ │⁸ ⌐ ≠ↄ ╩ ⅝⁸

╩ ┼ ⁸ ⁸ ╕√│ ⇔≡│⌂╠⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 2  ╕√│ ⅜ ⌐ ≠™≡ ╩ ⌐ ⇔√ ⁸ ⌐ ⇔⁸

⇔√ ┘ ∕─ ⌂ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ⌐╟╡

⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡│⁸↓─ ╡≢│⌂™⁹ 

 

第7条 （協議） 

┘ │⁸ ⌐ ╘─⌂™ ╕√│ ─ ⌐ ⇔ ⅜ ∂√

⌐│⁸ ╩╙∫≡ ╩ ™⁸↓╣╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 

─ ╩ ∆╢√╘ 2 ╩ ⇔⁸ ─ ⁸ 1 ╩ ∆╢⁹ 

 

    

 

  

     

 

 

 2 1  

    

     

 


